
徳
川
将
軍
家
の
蔵
書

(
い
わ
ゆ
る
紅
葉
山
文
庫)

を
管

理
す
る
書
物
方
の
業
務
日
誌
で
あ
る

『

御
書
物
方
日
記』

は
、
江
戸
幕
府
の
蔵
書
の
管
理
と
利
用
の
実
態
を
記
録
す

る
貴
重
な
史
料
で
、
当
館
の
み
が
所
蔵
し
て
い
る

(

請
求

番
号

二
五
七
―
二)

。

同
資
料
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
東
京
大
学
史
料
編
纂
所

が
、
宝
永
三
年

(

一
七
〇
六)

か
ら
延
享
二
年

(
一
七
四

五)

ま
で
の
分

(『

御
書
物
方
日
記』

に
先
行
す
る

『
御

書
物
方
留
牒』

十
六
冊
〈
請
求
番
号

一
八
一
―
二
八
〉

と
合
わ
せ
て
計
四
十
五
冊)

を
翻
字
し
、｢

書
名
一
覧｣

｢

人
名
一
覧｣

を
添
え
て
、
東
京
大
学
出
版
会
か
ら

｢

大

日
本
近
世
史
料｣

の
一
点

｢

幕
府
書
物
方
日
記｣

と
し
て

刊
行
し
て
い
る

(

一
九
六
四
年
〜
一
九
八
八
年
刊

全
十

八
冊)

。
し
か
し
延
享
三
年

(

一
七
四
六)

か
ら
安
政
四
年

(

一

八
五
七)

の
分

(

計
百
八
十
冊)

に
つ
い
て
は
、
翻
字
作

業
は
行
わ
れ
ず
刊
行
も
さ
れ
て
い
な
い
。
延
享
二
年
で
刊

行
が
中
断
さ
れ
た
理
由
は
、
同
年
に
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗

が
将
軍
を
引
退
し
、
そ
の
後

(

延
享
三
年
以
降)

は
紅
葉

山
文
庫
の
蔵
書
や
書
物
方
の
組
織
に
特
段
大
き
な
変
化
が

見
ら
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
全
文
を
翻
字
刊
行
す
る
必
要
性

に
乏
し
い
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

延
享
三
年
以
降
の

『

御
書
物
方
日
記』

の
記
述
、
と
り

わ
け
吉
宗

(

大
御
所)

の
病
状
が
重
篤
に
な
っ
て
か
ら
の

記
述
は
、
は
た
し
て
そ
れ
以
前
と
比
べ
て
簡
略
に
な
り
、

出
納

(

利
用)

さ
れ
る
書
物
も
す
く
な
く
な
る
こ
と
は
否

め
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
も
紅
葉
山
文
庫
の
さ
ま
ざ
ま
な

蔵
書
や
幕
府
の
重
要
な
記
録
類
は
折
々
に
利
用
さ
れ
、
書

物
奉
行
に
も
、
長
谷
川
主
馬
・
青
木
文
蔵

(

昆
陽)

・
近

藤
重
蔵

(

正
斎)

・
高
橋
作
左
衛
門

(

景
保)

な
ど
浩
瀚

な
学
識
を
備
え
た
個
性
的
な
人
物
が
名
を
連
ね
て
い
る
。

書
物
方
と
い
う
幕
府
の
一
部
署
に
お
け
る
職
員
を
め
ぐ
る

多
彩
な
記
録
も
、
幕
府
の
役
人
の
実
態
を
か
い
ま
見
る
恰

好
の
史
料
と
な
る
に
違
い
な
い
。
な
に
よ
り
幕
府
書
物
方

の
年
代
記
を
作
成
し
そ
の
業
務
を
照
ら
し
出
す
こ
と
は
、

わ
が
国
の
史
料
保
存
ひ
い
て
は
公
文
書
館
や
図
書
館
の
前

近
代
に
お
け
る
歴
史
を
跡
づ
け
る
有
用
な
作
業
に
な
る
と

確
信
す
る
。

本
稿
は
、｢

書
物
方
年
代
記｣

の
第
一
回
と
し
て
、
延

享
三
年(
一
七
四
六)

正
月
か
ら
宝
暦
十
年(

一
七
六
〇)

十
二
月
ま
で
の
三
十
冊
分
に
つ
い
て
、
年
毎
の
蔵
書
の
出

納
や
書
物
方
に
係
わ
る
特
筆
事
項
を
拾
っ
た
も
の
で
あ
る
。

延
享
三
年
は
前
述
の
よ
う
に
八
代
将
軍
吉
宗
が
将
軍
を
引

退

(

延
享
二
年
九
月)

し
た
翌
年
で
あ
り
、
吉
宗
は
西
丸

で
大
御
所
と
し
て
の
日
々
を
送
っ
て
い
た
。
延
享
二
年
十

一
月
に
将
軍
宣
下
が
あ
り
、
九
代
将
軍
に
な
っ
た
の
は
、

徳
川
家
重
。
家
重
は
宝
暦
十
年

(

一
七
六
〇)

五
月
に
引

退
し
、
徳
川
家
治
が
同
年
九
月
に
十
代
将
軍
に
就
任
し
た
。

こ
の
間
、
大
御
所
の
吉
宗
は
寛
延
四
年

(

一
七
五
一)

六

月
に
没
し
て
い
る
。
大
御
所
の
家
重
が
没
し
た
の
は
、
宝

暦
十
一
年

(

一
七
六
一)

六
月
の
こ
と
で
あ
る
。

本
稿
が
対
象
と
す
る
期
間
の
書
物
奉
行
を
就
任
の
早
い

順
に
挙
げ
れ
ば
、
川
口
頼
母

(

信
友)

・
桂
山
三
郎
左
衛

門

(

義
樹)

・
深
見
新
兵
衛

(

有
隣)

・
小
田
切
治
大
夫

(

昌
倫)

・
近
藤
源
次�(

舜
政)

・
大
岡
五
平
次(

清
長)

・

曲
淵
惣
兵
衞

(

政
樹)

・
服
部
金
左
衛
門

(

保
正)

・
本
郷

与
三
右
衛
門

(

一
泰)

・
中
根
伝
左
衛
門

(

正
雅)

の
十

名
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
在
職
期
間
及
び
前
職
・
異
動
先
は
左

の
通
り
。

川
口
頼
母

享
保
十
七
年

(

一
七
三
二)

二
月
十
五
日

に
腰
物
方
よ
り
。
宝
暦
七
年(

一
七
五
七)

十
二
月
十
五
日
に
西
丸
裏
門
番
の
頭
へ
。

【
明
和
八
年

(

一
七
七
一)

十
月
没
。
七

十
八
歳
】

桂
山
三
郎
左
衛
門

享
保
十
九
年

(

一
七
三
四)

三
月

十
二
日
に
評
定
所
儒
者
よ
り
。
寛
延
二
年

(

一
七
四
九)

二
月
二
日
病
気

(

老
衰)

に
つ
き
願
の
通
り
御
役
御
免
。
小
普
請
入

り
。

【
寛
延
二
年
三
月
没
。
七
十
一
歳
】

深
見
新
兵
衛

享
保
十
九
年

(

一
七
三
四)

八
月
八
日

に
儒
者
よ
り
。
明
和
二
年

(

一
七
六
五)

四
月
十
一
日
に
西
丸
裏
門
番
の
頭
へ
。

【
安
永
二
年

(

一
七
七
三)

二
月
没
。

書
物
方
年
代
記
①

延
享
三
年
〜
宝
暦
十
年

三
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八
十
三
歳
】

小
田
切
治
大
夫

元
文
五
年

(

一
七
四
〇)

九
月
六
日

に
小
普
請
北
条
新
蔵
支
配
よ
り
。
寛
延

三
年(

一
七
五
〇)

十
一
月
二
十
九
日
、

老
衰
に
つ
き
願
の
通
り
御
役
御
免
。
小

普
請
入
り
。

【
宝
暦
三
年(

一
七
五
三)

十
二
月
没
。

八
十
五
歳
】

近
藤
源
次
郎

寛
保
三
年

(
一
七
四
三)

三
月
十
日
に

西
丸
表
右
筆
よ
り
。

【
在
職
中
の
寛
延
三
年

(
一
七
五
〇)

十
二
月
没
。
六
十
歳
】

大
岡
五
平
次

寛
延
二
年

(

一
七
四
九)

三
月
五
日
に

大
番
水
谷
出
羽
守
組
よ
り
。

【
在
職
中
の
宝
暦
十
二
年(

一
七
六
二)

二
月
没
。
五
十
五
歳
】

曲
淵
惣
兵
衛

寛
延
三
年

(

一
七
五
〇)

十
二
月
二
十

五
日
に
大
番
中
根
大
隅
守
組
よ
り
。

【
在
職
中
の
寛
延
四
年

(

一
七
五
一)

九
月
没
。
五
十
歳
】

服
部
金
左
衛
門

寛
延
三
年

(

一
七
五
〇)

十
二
月
二

十
五
日
に
表
右
筆
よ
り
。
明
和
二
年

(

一
七
六
五)

十
一
月
七
日
、
老
衰
に

つ
き
願
の
通
り
御
役
御
免
。
小
普
請
入

り
。

【
明
和
三
年

(

一
七
六
六)

七
月
没
。

七
十
六
歳
】

本
郷
与
三
右
衛
門

宝
暦
元
年

(

一
七
五
一)

十
月
二

十
七
日
に
大
番
中
根
大
隅
守
組
よ
り
。

安
永
九
年

(

一
七
八
〇)

四
月
六
日
、

願
の
通
り
御
役
御
免
。

【
天
明
四
年

(

一
七
八
四)

七
月
没
。

七
十
歳
】

中
根
伝
左
衛
門

宝
暦
八
年

(

一
七
五
八)

正
月
十
六

日
に
西
丸
新
番
高
井
飛
騨
守
組
よ
り
。

明
和
四
年

(

一
七
六
七)

正
月
二
十
九

日
、
老
衰
に
つ
き
願
の
通
り
御
役
御
免
。

小
普
請
入
り
。

【
明
和
四
年
六
月
没
。
七
十
六
歳
】

書
物
奉
行
の
役
高
は
、
江
戸
末
期
の
天
保
末
年
に

｢

二

百
俵
七
人
扶
持｣

。
奉
行
就
任
時
の
高
は
、
大
岡

(

二
百

俵)

・
近
藤

(

二
百
三
十
俵)

・
本
郷

(

二
百
五
十
俵)

・

中
根

(

三
百
俵)

で
あ
る
。
書
物
奉
行
の
定
員
は
五
名
。

交
代
で
月
番
を
務
め
た
。
奉
行
は
通
常
一
名
が
交
代
で

｢

詰
番｣

(

当
直)

を
務
め
る
が
、｢

詰
番｣

の
ほ
か
に
一

名
な
い
し
二
名
の
奉
行
が
勤
務
す
る

｢

加
出｣

や
、
病
気

そ
の
他
で
出
勤
で
き
な
い
同
僚
の
代
わ
り
に
詰
番
を
す
る

｢
助
詰
番｣

や

｢

差
替
詰
番｣

の
例
も
す
く
な
く
な
い
。

月
に
一
度
は

｢

諸
事
申
談｣

の
た
め
に
奉
行
全
員
が
出
勤

す
る

｢
会
集｣

の
日
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。｢

詰
番｣

を

務
め
る
奉
行
は
、
前
日
に

｢

詰
番
書｣

を
徒
目
付
に
提
出

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

右
の
奉
行
の
う
ち
、
桂
山
三
郎
左
衛
門
は

『

大
坂
御
陣

始
末
記』

(『

御
撰
大
坂
記』)

の
編
纂
に
た
ず
さ
わ
っ
た

ほ
か
、
詩
作
に
長
じ
て
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
、
深
見
新
兵

衛
は
、
三
十
余
年
に
お
よ
ぶ
在
職
中
に
、『

類
聚
国
史』

の
訂
正
ほ
か
多
く
の
業
績
を
残
し
た
。
近
藤
源
次�
に
は

『

老
子
本
義』

『

老
子
答
問
書』

『

蘆
隠
稿』
の
著
書
が
あ

る

(

森
潤
三
郎

『

紅
葉
山
文
庫
と
書
物
奉
行』
ほ
か)

。

書
物
奉
行
の
配
下
の
書
物
同
心
に
つ
い
て
は
、
日
々
交

代
で
出
勤
す
る
者
の
名
は

(

病
欠
そ
の
他
の
理
由
で
届
が

出
さ
れ
た
場
合
以
外)

明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
福
井
保

『

紅
葉
山
文
庫』

に

｢

宝
暦
十
一
年

(

一
七
六
一)

以
後
、

同
心
は
三
名
ず
つ
毎
日
交
替
で
出
勤
す
る
制
に
改
め
ら
れ

た｣

と
あ
り
、
奉
行
と
共
に
複
数
の
同
心
が
紅
葉
山
文
庫

の
役
所
に
詰
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

延
享
三
年

(

一
七
四
六)

十
二
月
二
十
六
日
、｢

大
御

所
様

(

＝
吉
宗)

御
用
骨
折
相
勤
候｣

御
褒
美
と
し
て
、

｢

御
書
物
同
心
世
話
役｣

と

｢

同
平｣

に
そ
れ
ぞ
れ
金
二

枚
と
白
銀
一
枚
が
下
さ
れ
た
際
の

『

御
書
物
方
日
記』

の

記
事
に
、
世
話
役
以
下
書
物
同
心
十
五
人
の
名
が
記
さ
れ

て
い
る
の
で
、
参
考
ま
で
に
挙
げ
て
お
こ
う
。

御
書
物
同
心
世
話
役

小
沢
又
四
郎

同

平杉
村
久
左
衛
門

立
石
幸
右
衛
門

荻
野
清
左
衛
門

疋
地
治
助

石
渡
新
左
衛
門

佐
野
六
兵
衞

高
橋
金
藏

浜
野
藤
蔵

杉
山
半
次
郎

和
合
佐
太
郎

小
沢
惣
右
衛
門

川
出
清
大
夫

立
石
伝
八
郎

小
沢
又
左
衛
門

延
享
五
年

(

一
七
四
八)

四
月
二
十
六
日
の
条
に
は
、

書
物
方
年
代
記
①

延
享
三
年
〜
宝
暦
十
年

四

���������������������������������������

����



当
番
目
付
中
か
ら
書
物
同
心
の
高
に
つ
い
て
問
い
合
わ
せ

が
あ
り
、
次
の
よ
う
な
書
付
を
差
し
出
し
た
と
記
さ
れ
て

い
る
。

三
拾
俵弐

人
扶
持

四
人

弐
拾
俵弐

人
扶
持

八
人

拾
八
俵弐

人
扶
持

壱
人

拾
八
俵壱

人
扶
持

弐
人

同
心
は
や
は
り
十
五
人
で
、
う
ち
三
十
俵
二
人
扶
持
が

四
人
で
、
二
十
俵
二
人
扶
持
が
八
人
、
十
八
俵
二
人
扶
持

と
同
一
人
扶
持
が
各
一
人
と
二
人
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

延
享
三
年
丙
寅

(

一
七
四
六)

正
月
か
ら
六
月
ま

で

(

第
三
十
冊
目)

延
享
三
年
の

『

御
書
物
方
日
記』

の
摘
録
か
ら
始
め
よ

う
。
日
記
は
正
月
か
ら
六
月
ま
で
及
び
七
月
以
降
の
二
冊

か
ら
成
る

(

第
三
十
冊
目
と
三
十
一
冊
目)

。
六
月
ま
で

の
書
物
奉
行
の
月
番
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

(

正
月)

川
口
頼
母

(

二
月)

深
見
新
兵
衛

(

三
月)

小
田
切
治
大
夫

(

四
月)

近
藤
源
次
郎

(

五
月)

川
口

頼
母

(

六
月)

深
見
新
兵
衛

こ
の
年
は
大
御
所
吉
宗
が
将
軍
時
代
同
様
、
盛
ん
に
紅

葉
山
文
庫
の
書
物
や
絵
図
等
を
閲
覧
し
て
い
る
た
め
出
納

の
件
数
は
多
い
。
大
御
所
や
将
軍
あ
る
い
は
幕
府
の
公
務

で
必
要
と
す
る
書
物
等
の
貸
し
出
し
を
書
物
方
に
通
達
し

た
の
は
、
老
中
、
若
年
寄
、
側
衆
お
よ
び
大
御
所
に
付
い

て
西
丸
で
勤
務
す
る
西
丸
側
衆
た
ち
だ
が
、
日
記
で
は

｢
伊
豆
守｣

の
よ
う
に
受
領
名
が
記
さ
れ
、
姓
名
が
明
記

さ
れ
て
い
な
い
場
合
が
多
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
受
領
名
に
対

応
す
る
人
物
の
姓
名
と
当
時
の
職
名
を
補
足
し
て
お
こ

う
。

伊
豆
守

(
巨
勢
至
信
・
西
丸
側
衆)

和
泉
守

(

渋
谷
良
信
・
西
丸
側
衆)

石
見
守

(

小
笠
原
政
登
・
西
丸
側
衆)

主
計
頭

(

藪
忠
通
・
本
丸
側
衆)

能
登
守

(

松
平
乗
賢
・
老
中)

肥
前
守

(

松
平
忠
根
・
西
丸
側
衆)

雅
楽
頭

(

酒
井
忠
恭
・
老
中)

佐
渡
守

(

板
倉
勝
清
・
若
年
寄)

ほ
か
に｢

正
伯｣

は
丹
羽
正
伯
で
、
医
者
で
本
草
学
者
。

吉
宗
に
稲
生
若
水
の『

庶
物
類
纂』

の
増
修
を
命
ぜ
ら
れ
、

延
享
四
年
に
完
成
さ
せ
そ
の
浄
書
本
全
四
百
六
十
五
冊
が

紅
葉
山
文
庫
に
収
蔵
さ
れ
た
。
正
伯
は
同
書
編
纂
の
た
め

文
庫
の
蔵
書
を
閲
覧
し
た
の
で
あ
る
。｢

西
川
忠
次
郎｣

は
西
川
正
休
。
天
文
学
者
で
幕
臣

(

御
家
人)

に
取
り
立

て
ら
れ
、
延
享
三
年
十
月
に
改
暦
御
用(

貞
享
暦
の
補
正)

を
拝
命
し
、
翌
四
年
に
天
文
方
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
彼

も
ま
た
公
務
で
文
庫
の
蔵
書
を
利
用
し
て
い
る
。

土
岐
左
兵
衛
佐

(

朝
直)

は
、
大
御
所
付

(

西
丸)

小

性
。
蜷
川
八
右
衛
門

(

親
雄)

は
奥
右
筆
組
頭
。
山
中
新

八
郎

(

広
亮)

も
平
田
半
之
丞

(

尚
堅)

も
共
に
奥
右
筆

で
あ
る
。
書
物
方
に
参
考
文
献
を
貸
し
出
し
た
林
大
学
頭

は
、
儒
官
の
林
信
充
。
屋
敷
改
御
帳
を
借
り
出
し
た
本
多

平
右
衛
門
・
西
尾
小
左
衛
門
は
屋
敷
改
。
恵
林
・
春
悦
・

了
慶
ら
は
幕
府
の
坊
主
衆
で
あ
る
。

書
物
等
の
出
納
の
記
事
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る

(

△

は
返
却
を
示
す)

。
将
軍
や
大
御
所
へ
の
貸
し
出
し
は
、

原
文
で
は

｢

差
上｣

｢

上｣

、
返
却
は

｢

下｣

と
記
さ
れ
て

い
る
。
伊
豆
守
ほ
か
西
丸
側
衆
か
ら
出
納
を
命
ぜ
ら
れ
た

書
物
等
は
、
い
ず
れ
も
大
御
所
吉
宗
が
閲
覧
し
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
三
月
七
日
に
は
本
丸
側
衆
の
主
計
頭
か
ら
新
規

に

｢

唐
六
典｣

が
書
物
奉
行
に
預
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
は
返
却
で
は
な
く
、
該
資
料
が
文
庫
の
新
た
に
収
納
さ

れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

以
下

『

御
書
物
日
記』

か
ら
の
抄
録
で
は
、
書
名
を
ゴ

チ
ッ
ク
で
強
調
。
必
要
に
応
じ
て
記
述
を
括
弧
で
補
い
あ

る
い
は
省
略
す
る
な
ど
、
読
み
や
す
い
よ
う
適
宜
原
文
を

改
め
た
。
ま
た
大
御
所
・
将
軍
等
へ
の
貸
し
出
し
は｢

上｣

書
物
方
年
代
記
①

延
享
三
年
〜
宝
暦
十
年

五
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に
、
返
却
は

｢

下｣

に
統
一
し
た
。

【
正
月
】

六
日

昨
日
伊
豆
守
殿
よ
り
御
来
状

左
之
御
書
物

明
六
日
五
半
時
可
差
上
候
旨

七
書

(

六
月
二
日
下)

和
版

三
冊

七
書
講
義

(
同)

和
版

二
十
冊

七
書
直
解

和
版

十
四
冊

十
四
日

和
泉
守
殿
よ
り
下
り
候
御
書
物
有
之
間

只

今
西
丸
え
罷
出
候
様
被
仰
下
候

△
杜
氏
通
典(

延
享
二
年
十
二
月
十
八
日
上)

五
十
冊

十
七
日

和
泉
守
殿
よ
り
被
仰
下

左
之
御
書
物
御
同

人
え
差
出
之

楽
書

(

八
月
二
日
下)

二
十
二
冊
筥
共
に

二
十
日

伊
豆
守
殿
よ
り
来
書

左
之
御
書
物
差
上
候

様
被
仰
下

庶
物
類
纂
之
内
羽
毛
属

(

寛
延
元
年
閏
十
月

十
八
日
下)

十
七
冊

和
泉
守
殿
よ
り
左
之
御
書
物
只
今
差
上
候
様

に
被
仰
下

掌
中
要
録

(

六
月
二
日
下)

三
冊

二
十
一
日

伊
豆
守
殿
よ
り
御
引
移
之
時
分
御
預
ヶ
成
候

郢
曲
一
巻
只
今
差
上
候
様
に
申
来

郢
曲

(

八
月
二
日
下)

一
巻

二
十
二
日

左
之
御
書
物
御
用
に
付
拙
宅

(

＝
深
見
新
兵

衛
宅)

え
下
け
申
候

佩
文
斎
広
群
芳
譜

(

同
月
二
五
日
返
上
＝
返

却)

七
之
十
之
処

一
冊

二
十
八
日

左
之
御
書
物
御
下
け
被
成
候
由
石
見
守
よ
り

被
仰
下

△
太
平
御
覧

(

延
享
二
年
閏
十
二
月
十
七
日

上)

二
百
冊

【
二
月
】

九
日

石
見
守
殿
よ
り
被
仰
下

左
之
御
書
物
御
同

人
え
差
出
之

但
左
之
通
丹
羽
正
伯
よ
り
書

付
添
来
候

(

三
月
一
三
日
下)

彙
苑
詳
註

三
十
冊

典
籍
便
覧

四
冊

月
令
広
義

十
六
冊

太
平
広
記

四
十
冊

事
林
広
記

十
冊

分
類
夷
堅
志

十
冊

余
冬
序
録

十
三
冊

留
青
日
札

八
冊

容
斎
随
筆

十
四
冊

花
夷
花
木
鳥
獣
珍
玩
考

十
冊

広
群
芳
譜

四
十
冊

十
一
日

石
見
守
殿
よ
り
御
来
書

下
り
候
御
書
物
有

之
候
に
付
只
今
可
罷
出
旨

△
淵
鑑
類
函

二
百
冊

十
六
日

和
泉
守
殿
よ
り
被
仰
下

左
之
御
書
物
御
同

人
え
差
出
之(

延
享
五
年
正
月
二
十
九
日
下)

前
漢
書

二
十
冊

後
漢
書

二
十
冊

唐
書

四
十
冊

【
三
月
】

七
日

主
計
頭
殿
よ
り
左
之
御
書
物
新
規
に
御
預
け

被
成
候

東
御
蔵
え
入
置
之
候

唐
六
典

三
十
冊

十
一
日

石
見
守
殿
よ
り
御
来
書

左
之
御
書
物
只
今

可
差
上
旨
被
仰
下

(

三
月
二
十
九
日
下)

拾
遺
記

二
冊

酉
陽
雑
俎
続
集

二
冊

清
異
録

四
冊

夢
渓
筆
談

三
冊

故
事
白
眉

十
冊

清
賞
録

二
冊

書
物
方
年
代
記
①

延
享
三
年
〜
宝
暦
十
年

六
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昨
非
庵
日
纂

六
冊

留
青
采
珍
集

二
十
冊

群
談
採
余

十
冊

西
渓
叢
語

二
冊

古
今
説
海

十
六
冊

藝
圃
球
瑯

二
冊

博
古
図

十
六
冊

東
遊
記

二
冊

唐
詩
画
譜

八
冊

小
窓
記

十
四
冊

開
巻
一
笑
集

五
冊

湧
憧
小
品

十
冊

博
聞
勝
覧

五
冊

�
雅
広
要

十
一
冊

西
遊
記

十
冊

全
像
西
遊
記

十
冊

二
十
八
日

左
之
御
書
物
石
見
守
殿
よ
り
差
出
候
様
被
仰

下

(

四
月
十
六
日
下)

杜
氏
通
典

五
十
冊

博
物
典
彙

六
冊

藝
文
類
聚

五
十
冊

雪�
譚
異

六
冊

茘
支
通
譜

五
冊

盛
明
雑
劇

八
冊

困
学
紀
聞

六
冊

雅
余

四
冊

北
雅

三
冊

五
雑
俎

十
二
冊

諸
子
合
雅

四
冊

王
子
意
雅

八
冊

論
衡

十
冊

広
博
物
志

六
冊

金
陵
鎖
事

八
冊

【
四
月
】

六
日

昨
日
能
登
守
殿
御
用
被
仰
下
候
に
付
左
之
通

差
出
之

(

五
月
二
十
四
日
下)

御
条
目

御
法
令

十
一
日

肥
前
守
殿
よ
り
左
之
通
御
書
物
只
今
差
出
可

申
旨
被
仰
下

即
刻
差
出
之

(

即
刻
下)

大
系
図

三
十
冊

寛
永
系
図
之
内
赤
井
清
和
源
氏
巳
之
三一

冊

十
五
日

石
見
守
殿
よ
り
被
仰
下

左
之
通
御
書
物
御

同
人
え
差
出
之

(

同
月
二
十
三
日
下)

江
寧
府
志

二
十
冊

寧
国
府
志

二
十
冊

太
平
府
志

二
十
冊

南
安
府
志

十
冊

徳
安
府
志

二
十
四
冊

長
沙
府
志

三
十
冊

光
州
府
志

八
冊

徳
慶
州
志

八
冊

莱
蕪
県
志

八
冊

陽
信
県
志

八
冊

儀
徴
県
志

十
冊

塩
城
県
志

十
冊

�
県
志

八
冊

永
嘉
県
志

十
二
冊

瑞
金
県
志

十
冊

右
十
五
部
帙
共

十
八
日

石
見
守
殿
よ
り
被
仰
下

左
之
御
書
物
差
上

候(

十
二
月
四
日
下)

大
日
本
史

二
百
五
十
冊

二
十
二
日

石
見
守
殿
よ
り
御
来
書

左
之
御
書
物
可
差

上
候
段
被
仰
下

御
同
人
へ
差
出
之

(

五
月
二
日
下)

浮
梁
県
志

十
冊

広
信
府
志

十
八
冊

進
賢
県
志

六
冊

�
陽
県
志

十
冊

安
福
県
志

十
二
冊

新
喩
県
志

十
八
冊

南
豊
県
志

十
四
冊

新
昌
県
志

十
冊

万
載
県
志

十
冊

寧
郷
県
志

十
冊

湘
郷
県
志

十
二
冊

書
物
方
年
代
記
①

延
享
三
年
〜
宝
暦
十
年

七
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�
浦
県
志

十
二
冊

扶
溝
県
志

十
冊

高
明
県
志

十
冊

番
禺
県
志

十
二
冊

東
莞
県
志

十
二
冊

孝
慈
備
覧

四
冊

右
十
七
部
帙
共

痘
瘡
集
要

二
冊

飲
膳
正
要

三
冊

【
五
月
】

朔
日

昨
日
石
見
守
殿
よ
り
被
仰
下
候
付

左
之
通

御
同
人
え
差
出
之
候

(

六
月
朔
日
下)

水
経
註

十
六
冊

八�
通
志

二
十
三
冊

広
東
通
志

二
十
四
冊

佩
文
斎
書
画
譜

六
十
四
冊

広
東
新
語

十
冊

博
学
彙
書

十
二
冊

家
宝
全
集

四
十
冊

二
倫
行
実

一
冊

六
日

伊
豆
守
殿
よ
り
被
仰
下

左
之
御
書
物
恵
林

を
以
御
同
人
え
差
出
之

寛
永
系
図
之
内
榊
原

一
冊

九
日

左
之
御
書
物
差
上
候
様
に
於
西
丸
伊
豆
守
殿

被
仰
聞

和
泉
守
殿
御
請
取
被
成
候

(

延
享
四
年
四
月
晦
日
下)

東
武
実
録

四
十
冊

寛
永
諸
家
系
図

(

延
享
四
年
四
月
晦
日
下)

百
八
十
六
冊

同

目
録

一
冊

二
十
九
日

昨
日
石
見
守
殿
よ
り
被
仰
下

左
之
御
書
物

今
日
御
同
人
え
差
出
之

正
伯
よ
り
書
付
一

通
是
又
一
同
に
差
上
之

(

六
月
九
日
下)

福
建
通
志

三
十
二
冊

大
名
府
志

二
十
冊

建
寧
府
志

三
十
二
冊

饒
州
府
志

二
十
八
冊

吉
安
府
志

二
十
四
冊

永
州
府
志

十
八
冊

済
南
府
志

二
十
四
冊

�
州
府
志

二
十
六
冊

【
六
月
】

朔
日

石
見
守
殿
よ
り
下
り
候
御
書
物
有
之
候

(

下

略)(

水
経
註
ほ
か
五
月
朔
日
に
差
上
げ
た
書
物

八
部
と
左
記
の
書)

△
山
東
通
志

二
十
四
冊

二
日

伊
豆
守
殿
よ
り
御
来
書

御
下
ヶ
被
成
候
御

書
物
有
之

(

下
略)

△
十
三
経
註
疏

(

延
享
二
年
九
月
二
十
八
日

上)

百
二
十
六
冊

新
写
目
録
一
冊
附

△
爾
雅
註
疏

六
冊

△
漢
魏
叢
書

六
十
冊

△
農
政
全
書(

延
享
二
年
十
月
二
十
一
日
上)

二
十
冊

七
日

和
泉
守
殿
よ
り
左
之
御
書
物
只
今
差
上
可
申

旨

(

下
略)

(

九
月
二
十
日
下)

礼
儀
類
典
之
内
例
見
百
九
・
百
十

二
冊

(

宝
暦
元
年
二
月
二
十
九
日
下)

夢
渓
筆
談

三
冊

八
日

石
見
守
殿
よ
り
左
之
御
書
物
被
仰
下(

下
略)

但
正
伯
方
よ
り
之
書
付
壱
通
是
又
一
同
に
差

上
之

(

六
月
二
十
四
日
下)

武
昌
府
志

三
十
冊

三
帙

金
華
府
志

十
八
冊

二
帙

河
南
府
志

四
十
三
冊

六
帙

荊
州
府
志

十
九
冊

二
帙

惠
州
府
志

十
六
冊

二
帙

安
陸
府
志

十
六
冊

二
帙

保
定
府
志

十
八
冊

二
帙

書
物
方
年
代
記
①

延
享
三
年
〜
宝
暦
十
年

八
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常
州
府
志

十
六
冊

二
帙

厳
州
府
志

十
六
冊

二
帙

邵
陽
県
志

二
十
冊

二
帙

江
寧
県
志

十
六
冊

二
帙

十
二
日

肥
前
守
殿
被
仰
下
は

廿
四
ヶ
国
之
国
絵
図

三
度
に
可
差
出
候

先
一
度
分
八
ヶ
国
絵
図

只
今
差
出
候
様
と
の
義

(

下
略)

(

六
月
十
八
日
下)

大
和
国
絵
図

一
枚

郷
牒
一
冊

一
筥

和
泉
国
絵
図

一
枚

郷
牒
一
冊

一
筥

伊
勢
国
絵
図

一
枚

郷
牒
一
冊

一
筥

三
河
国
絵
図

一
枚

郷
牒
一
冊

一
筥

遠
江
国
絵
図

一
枚

郷
牒
一
冊

一
筥

駿
河
国
絵
図

一
枚

郷
牒
一
冊

一
筥

安
房
国
絵
図

一
枚

郷
牒
一
冊

一
筥

上
総
国
絵
図

一
枚

郷
牒
一
冊

一
筥

右
之
分
近
日
下
ヶ
候
様
に
被
仰
下
次
第

此

次
八
ヶ
国
持
出
引
替

候
様
に
肥
前
守
殿
御

直
に
被
仰
渡
候

(

下
略)

十
八
日

八
半
時
比

和
泉
守
殿
よ
り
御
来
書

国
絵

図
八
箱
只
今
可
差
出
旨

(

下
略)

但
八
ヶ

国
之
内
陸
奥
出
羽
二
ヶ
国
之
絵
図
十
三
箱
有

之

(

中
略)

六
ヶ
国
之
絵
図
斗
今
日
差
上

(

下
略)

(

六
月
二
十
四
日
下)

下
総
国
絵
図

一
枚

郷
牒
一
冊

一
筥

近
江
国
絵
図

一
枚

郷
牒
一
冊

一
筥

美
濃
国
絵
図

一
枚

郷
牒
一
冊

一
筥

信
濃
国
絵
図

一
枚

郷
牒
一
冊

一
筥

上
野
国
絵
図

一
枚

郷
牒
一
冊

一
筥

下
野
国
絵
図

一
枚

郷
牒
一
冊

一
筥

二
十
三
日

昨
日
石
見
守
殿
よ
り
被
仰
下
候
御
書
物
左
之

通
御
同
人
え
差
出
之

但
正
伯
方
よ
り
書
付

壱
通
是
又
同
様
に
差
出
之

(

下
略)

(

七
月
十
三
日
下)

東
国
輿
地
勝
覧

五
十
六
冊

陽
春
県
志

十
二
冊

高
麗
図
経

四
冊

広
輿
記

十
冊

毛
詩
草
木
鳥
獣
攷

四
冊

詩
経
多
識
編

六
冊

六
家
詩
名
物
疏

二
十
冊

詩
経
備
攷

十
冊

医
道
四

十
冊

二
十
四
日

肥
前
守
殿
よ
り
被
仰
下

左
之
通
国
絵
図
御

同
人
え
差
出
之

陸
奥
国
之
内

仙
台
領
絵
図

一
枚

御
帳
一
冊

壱
筥

会
津
領
絵
図

一
枚

同

同

岩
城
＼
棚
倉
＼
相
馬
領
絵
図

一
枚

同

同

津
軽
郷
絵
図

一
枚

同

同

福
島
領
絵
図

一
枚

同

同

松
前
島
絵
図

一
枚

同

同

南
部
領
絵
図

一
枚

同

同

白
川
＼
二
本
松
＼
三
春
領
絵
図

一
枚

同

同

出
羽
国
之
内

秋
田
領
絵
図

一
枚

同

同

但
御
帳
一
冊
は
留
り
有
之
下
り(

返
却)

不
申
候

新
庄
領
絵
図

一
枚

同

同

米
沢
領
絵
図

一
枚

同

同

庄
内
領
絵
図

一
枚

同

同

山
形
領
絵
図

一
枚

同

同

(

十
三
箱
七
月
六
日
下)

二
十
九
日

肥
前
守
殿
よ
り
御
来
書

左
之
通
即
刻
可
差

上
旨

(

下
略)

(

右
の
内
六
冊
十
二
月
四
日
下)

伊
豆
国
郷
牒

一
冊

相
模
国
郷
牒

一
冊

○
武
蔵
国
郷
牒

二
冊

(

延
享
五
年
四
月
十
三
日
下)

下
野
国
郷
牒

一
冊

上
総
国
郷
牒

一
冊

下
総
国
郷
牒

一
冊

延
享
三
年
丙
寅

(

一
七
四
六)

七
月
か
ら
十
二
月
ま
で

(

第
三
十
一
冊
目)

(

七
月)

小
田
切
治
大
夫

(

八
月)

近
藤
源
次
郎

(

九

書
物
方
年
代
記
①

延
享
三
年
〜
宝
暦
十
年

九
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月)

川
口
頼
母

(

十
月)

深
見
新
兵
衛

(

十
一
月)

小
田
切
治
大
夫

(

十
二
月)

近
藤
源
次�

【
七
月
】

六
日

昨
日
和
泉
守
殿
よ
り
被
仰
下

左
之
国
絵
図

石
見
守
殿
え
差
出
之

(

延
享
五
年
四
月
一
三
日
下)

越
前
国
絵
図

一
枚

郷
牒
一
冊

一
筥

越
後
国
絵
図

高
田
＼
長
岡

一
枚

郷
牒
一
冊

一
筥

同

村
上
＼
新
発
田

一
枚

郷
牒
一
冊

一
筥

肥
前
国
絵
図

一
枚

郷
牒
一
冊

一
筥

丹
後
国
絵
図

一
枚

郷
牒
一
冊

一
筥

出
雲
国
絵
図

一
枚

郷
牒
一
冊

一
筥

播
磨
国
絵
図

一
枚

郷
牒
一
冊

一
筥

周
防
国
絵
図

一
枚

郷
牒
一
冊

一
筥

長
門
国
絵
図

一
枚

郷
牒
一
冊

一
筥

武
蔵
国
絵
図

一
枚

一
筥

郷
牒
二
冊
は
先
達
て
差
上
置

常
陸
国
絵
図

一
枚

郷
牒
一
冊

一
筥

八
日

(

上
略)

左
之
御
書
物

(

土
岐)

左
兵
衛
佐

へ
相
渡
置
候

佩
文
斎
書
画
譜

五
十
一

一
冊

図
絵
宝
鑑

三

一
冊

十
日

石
見
守
殿
よ
り
被
仰
下

左
之
御
書
物
御
同

人
え
差
出
之

但
正
伯
よ
り
出
し
候
書
付
一

同
に
差
上
候

(

八
月
二
十
四
日
下)

本
草
原
始

八
冊

本
草
彙
言

十
六
冊

本
草
新
編

六
冊

本
草
備
要

二
冊

本
草
述

二
十
四
冊

金
匱
玉
函
経

四
冊

金
匱
要
略
直
解

四
冊

千
金
翼
方

二
十
四
冊

得
効
方

二
十
一
冊

痘
科
秘
伝

四
冊

慈
幼
筏

四
冊

救
偏
瑣
言

四
冊

十
三
日

左
之
御
書
物
肥
前
守
殿
よ
り
被
仰
下

差
出

之

但
先
達
て
一
冊
宛

土
岐
左
兵
衛
佐
え

相
渡
置
候
得
共

肥
前
守
殿
え
対
談
相
済
候

由

恵
林
申
聞
候

(

九
月
二
十
日
下)

佩
文
斎
書
画
譜

六
十
四
冊

図
絵
宝
鑑

三
冊

二
十
九
日

左
之
御
書
物
和
泉
守
殿
よ
り
被
仰
下

伊
豆

守
殿
え
差
出
之

(

延
享
五
年
四
月
二
十
九
日
下)

公
卿
補
任
補
闕

一
冊

(

九
月
二
十
日
下)

甲
陽
軍
艦

十
九
冊

【
八
月
】

十
六
日

去
る
六
月
二
日

伊
豆
守
殿
御
渡
被
成
候
十

三
経
註
疏
御
修
覆
仕
差
上
候
様
其
節
被
仰
渡

候

右
御
書
物
御
修
覆
出
来
候
に
付

御
箱

共
に
爾
雅
相
添
西
丸
え
持
参

御
同
人
え
左

之
通
差
出
之

十
三
経
註
疏

爾
雅
不
足

百
二
十
六
冊

新
写
目
録
一
冊
附

(

延
享
四
年
五
月
十
一
日
下)

爾
雅
註
疏

六
冊

十
七
日

屋
鋪
改
御
帳
箱

弐
つ

但
鑰
壱
包
封
之
侭

(

同
二
十
一
日
下)

外
に
棒
壱
本
借
し

遣
す

右
本
多
平
右
衛
門
・
西
尾
小
左
衛
門
え
相
渡

之

二
十
一
日

昨
晩
和
泉
守
殿
よ
り
頼
母

(

＝
川
口
頼
母)

宅
え
左
之
御
書
物
明
朝
五
時
差
上
候
様
に
被

仰
下
候
に
付

今
朝
拙
者

(

＝
詰
番
深
見
新

兵
衛)

持
出
御
同
人
え
差
出
之
候

(

九
月
二
十
日
下)

関
原
始
末
記

二
冊

二
十
三
日

左
之
御
書
物
石
見
守
殿
え
差
出
之
候

書
物
方
年
代
記
①

延
享
三
年
〜
宝
暦
十
年

一
〇
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(

右
十
九
部
残
ら
ず
十
月
六
日
下)

奇
効
良
方

二
十
冊

肘
後
備
急
方

四
冊

砕
金
方

四
冊

十
便
良
方

十
三
冊

石
室
秘
録

六
冊

諸
病
源
候
論

十
四
冊

青
嚢
雑
纂

九
冊

外
台
秘
要
方

二
十
冊

飲
食
書

二
冊

本
草
綱
目
類
纂
必
読

二
十
四
冊

本
草
定
衡

六
冊

本
草
蒙
筌

五
冊

葉
氏
録
験
方

十
七
冊

楊
氏
家
蔵
方

二
十
一
冊

万
密
斎
全
書

十
六
冊

蒼
生
司
命

八
冊

安
老
懐
幼

四
冊

甦
生
的
鏡

六
冊

祝
由
科

一
冊

二
十
七
日

一
昨
廿
五
日

雅
楽
頭
殿
よ
り
被
仰
渡
候
御

書
物
御
本
丸
え
持
参

蜷
川
八
右
衛
門
え
対

談
い
た
し
候
処

書
翰
類
は
追
て
御
用
之
節

可
申
遣
候
由
に
て

朝
鮮
人
来
朝
記
録
斗
り

八
右
衛
門
え
相
渡
申
候

尤
右
之
趣
御
支
配

方
え
も
八
右
衛
門
よ
り
も
可
相
達
旨
申
聞
候

左
之
上
ヶ
目
録
雅
楽
殿
え
了
慶
を
以
差
上
之

候

天
和
二
年
朝
鮮
人
来
朝
記
録

五
冊

二
十
九
日

左
之
御
書
物

子

(

延
享
元
年)

八
月
廿
三

日
御
用
に
付

西
川
忠
次
郎
拝
借
仕
候
旨
浦

上
弥
五
右
衛
門
被
申
渡

拙
者
よ
り
忠
次
郎

え
下
ヶ
置
候
処

今
朝
拙
宅

(

＝
詰
番
深
見

新
兵
衛
宅)

へ
忠
次
郎
致
持
参
候

(

下
略)

△
西
洋
暦
経

百
二
十
冊

【
九
月
】

朔
日

昨
日
佐
渡
守
殿
被
仰
渡
候
由
山
中
新
八
郎
被

申
聞

西
丸
御
右
筆
所
日
記
左
之
通
今
日
山

中
新
八
郎
え
相
渡
候

(

下
略)

西
丸
御
右
筆
所
御
日
記
之
内

延
宝
三
卯
年

四
冊

同
四
辰
年

四
冊

都
合
八
冊

桜
田
御
殿
日
記

小
長
持

五
棹

棒
共

右
御
長
持
五
棹
山
中
新
八
郎
申
聞
候
は

当

分
御
細
工
所
え
預
け
置
候
間

御
細
工
頭
疋

田
庄
九
郎
え
対
談
相
渡
候
様
に
と
之
事
に
付

(

下
略)

二
日

左
之
御
書
物
去
々
子

(

延
享
元
年)

八
月
九

日
石
見
守
殿
え
差
出
之

(

中
略)
西
川
忠
次

郎
え
下
ヶ
置
候
処
御
用
相
済

此
節
忠
次
郎

返
上
仕
候

(

下
略)

△
暦
算
全
書

中
根
丈
右
衛
門
訓
点四

十
六
冊

内
二
冊
割
円
八
線
之
表

五
日

和
泉
守
殿
よ
り
左
之
通
只
今
差
上
候
様
被
仰

下

即
刻
持
参

御
同
人
え
差
出
之

(

九
月
二
十
日
下)

礼
儀
類
典

凡
例
編
次
書
目

一
冊

十
二
日

和
泉
守
殿
よ
り
被
仰
下

左
之
郷
牒
則
御
同

人
え
差
出
之

(

十
二
月
四
日
下)

陸
奥
国
之
内

仙
台
領
郷
牒

一
冊

会
津
領
郷
牒

一
冊

岩
城
＼
棚
倉
＼
相
馬
領
郷
牒

一
冊

津
軽
領
郷
牒

一
冊

福
島
領
郷
牒

一
冊

松
前
領
郷
牒

一
冊

南
部
領
郷
牒

一
冊

白
川
＼
二
本
松
＼
三
春
領
郷
牒

一
冊

以
上
八
冊

十
四
日

和
泉
守
殿
よ
り
出
羽
国
郷
帳
可
差
上
旨

(

下

略)(

十
二
月
四
日
下)

出
羽
国
之
内

秋
田
領
郷
牒

一
冊

書
物
方
年
代
記
①

延
享
三
年
〜
宝
暦
十
年

一
一

���������������������������������������
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新
庄

同

一
冊

米
沢

同

一
冊

庄
内

同

一
冊

山
形

同

一
冊

十
六
日

左
之
御
書
物
和
泉
守
殿
よ
り
被
仰
下

御
同

人
え
差
出
之

(

十
二
月
四
日
下)

太
閤
記

十
九
冊

二
十
日

肥
前
守
殿
よ
り
左
之
通
御
書
物
御
下
ヶ
被
成

候
旨

(

中
略)

即
刻
罷
出
請
取

相
改
元
番

え
納
之
候

△
延
喜
式

(

延
享
二
年
七
月
二
十
一
日
上)

二
十
六
冊

△
北
山
抄

五
冊

△
正
字
通

五
十
一
冊

△
古
事
談(

延
享
二
年
閏
十
二
月
二
十
九
日
上)

三
冊

△
続
古
事
談

(

同)

二
冊

△
慶
長
以
来
諸
法
度

(

延
享
二
年
十
一
月
十
七
日
上)

六
冊

【
十
月
】

五
日

肥
前
守
殿
よ
り
左
之
御
書
物
只
今
可
差
上
旨

被
仰
下

御
退
出
に
付
伊
豆
守
殿
へ
春
悦
を

以
差
出
之

(

十
二
月
四
日
下)

信
長
記

御
小
納
戸
本

八
冊

右
同
使
に
石
見
守
殿
よ
り
被
仰
下

左
之
御

書
物
差
上
之

(

十
月
二
十
七
日
下)

文
定
五
函

二
十
冊

天
中
記

三
十
冊

分
類
夷
堅
志

十
冊

駢
志

十
冊

智
嚢
補

十
冊

智
品

十
冊

教
児
識
数

十
六
冊

万
錦
全
書

八
冊

五
福
全
書

五
冊

玄
玄
碁
経

六
冊

坐
隠
先
生
訂
譜
全
集

八
冊

経
正
実
用
編

十
六
冊

学
古
適
用
編

十
六
冊

余
冬
序
録

十
三
冊

醒
世
恒
言

十
六
冊

二
十
六
日

一
昨
廿
四
日
石
見
守
殿
よ
り
左
之
御
書
物
差

上
ヶ
可
申
旨
被
仰
下

(

下
略)

(

延
享
四
年
八
月
九
日
下)

説
郛

二
百
冊

丹
羽
正
伯
願
之
由

【
十
一
月
】

十
一
日

今
日

(

深
見)

新
兵
衛
・

(

川
口)

頼
母
罷

出
左
之
通
御
本
丸
え
致
持
参

平
田
半
之
丞

を
以
雅
楽
頭
殿
差
出
之

礼
儀
類
典
に
不
載
分

御
文
庫
日
次
類

一
冊

書
名

八
部

同

法
式
類

一
冊

同

十
六
部

同

断
諸
向
日
次
類

一
冊

書
名
十
一
部

同

法
式
類

一
冊

同

十
五
部

左
之
通
先
達
て
下
り
候
四
品
平
田
半
之
丞
へ

相
渡
候
覚

御
尋
に
付
向
々
よ
り
指
出
候
書
物

一
冊

外
題
目
録

御
文
庫
并
林
大
学
頭
よ
り
差
出
候

一
通

礼
儀
類
典
編
次
書
目
之
外
書
籍
目
録

林
大
学
頭
差
出
候
手
前
所
持
之
書

一
冊

目
と
書
付
有
之

吟
味
書

一
通

二
十
五
日

御
用
に
付
先
達
て
林
大
学
頭
よ
り
取
寄
置
候

書
物
考
相
済
候
に
付

左
之
通
致
返
却
候

大
治
四
年
記

一
冊

永
久
記

一
冊

元
永
二
年
＼
三
年
記

二
冊

後
醍
醐
天
皇
年
中
行
事

一
冊

後
深
草
石
清
水
行
幸
記

一
冊

本
朝
雑
抄

二
十
一
冊

永
徳
譲
位
記

一
冊

永
仁
即
位
録

一
冊

書
物
方
年
代
記
①

延
享
三
年
〜
宝
暦
十
年

一
二
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正
嘉
北
山
行
幸
倭
歌

亀
山
殿
行
幸
記

一
冊

後
宇
多
感
灌
頂
記

石
清
水
放
生
会
記

宮
重
千
之
助
よ
り
取
寄
置
候
書
物
考
御
用
相

済
候
に
付
致
返
却
候

左
之
通

侍
中
群
要

十
冊

簾
中
鈔

二
冊

雲
図
鈔

二
冊

【
十
二
月
】

四
日

(

延
享
二
年
六
月
二
日
上)

△
医
統
正
脈
之
内

医
壘
元
戎

六
冊

△
外
台
秘
要
方

十
一
冊

八
日

左
之
通
山
中
新
八
郎
よ
り
請
取
新
御
蔵
え
相

納
候

桜
田
日
記
は
御
細
工
所
え
被
差
置
候

間

御
細
工
頭
よ
り
直
に
請
取
候
様
新
八
被

申
候

(

下
略)

西
丸
御
右
筆
所
日
記
之
内

延
宝
三
卯
年

四
冊

同
四
辰
年

四
冊

都
合

八
冊

桜
田
御
殿
日
記

小
長
持

五
棹

棒
共

十
日

和
泉
守
殿
よ
り
左
之
御
書
物
只
今
差
上
可
申

旨

(

下
略)

(

寛
延
四
年
二
月
二
十
九
日
下)

朱
載�
楽
書

四
十
八
冊

以
上
、
西
丸
側
衆
の
伊
豆
守

(

巨
勢
至
信)

・
和
泉
守

(

渋
谷
良
信)

・
石
見
守

(

小
笠
原
政
登)

・
肥
前
守

(

松

平
忠
根)

ら
に
命
じ
て
六
十
三
歳
の
大
御
所
吉
宗
が
文
庫

か
ら
取
り
寄
せ
た
書
物
は
多
数
で
、
内
容
も
多
彩
で
あ
る
。

兵
学
・
本
草
・
歴
史
・
医
学
・
小
説
・
芸
術
・
地
誌
等
々
。

多
く
は
漢
籍
で
、
な
か
に
は

『

開
巻
一
笑
集』

の
よ
う
な

笑
話
集
、『

玄
玄
碁
経』

『

坐
隠
先
生
訂
譜
全
集』

等
の
囲

碁
の
書
、
あ
る
い
は

『

全
像
西
遊
記』

な
ど
も
含
ま
れ
て

い
る
。
同
時
に

『

大
日
本
史』

『

寛
永
系
図

(

寛
永
諸
家

系
図
伝)』

『

東
武
実
録』

『

礼
儀
類
典』

『

延
喜
式』

『

関

原
始
末
記』

『

甲
陽
軍
鑑』

『

太
閤
記』

等
の
国
書
も
手
許

に
取
り
寄
せ
て
い
る
。
日
本
各
地
の
国
絵
図
と
そ
れ
と
セ
ッ

ト
に
な
っ
た
郷
牒(

郷
帳)

を
多
数
閲
覧
し
て
い
る
の
は
、

将
軍
職
を
退
い
た
と
は
い
え
、
依
然
と
し
て
関
心
が
全
国

に
及
ん
で
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

こ
の
年
は
、
吉
宗
以
外
で
は
丹
羽
正
伯
に
よ
る
閲
覧
が

目
立
つ
。
二
月
九
日
に
石
見
守
に
差
し
出
し
た

『

彙
苑
詳

註』

等
十
一
部
は

｢
丹
羽
正
伯
よ
り
書
付
添
来
候｣

と
あ

り
、
正
伯
が

『

庶
物
類
纂』
の
増
補
作
業
の
た
め
に
石
見

守
を
通
じ
て
文
庫
か
ら
借
り
出
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る

し
、
五
月
二
十
九
日
や
六
月
八
日
に

『

福
建
通
志』

『

大

名
府
志』

『

武
昌
府
志』

ほ
か
多
数
の
中
国
地
方
志
を
石

見
守
に
差
し
出
し
た
の
も
、
同
様
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
正

伯
は
吉
宗
に

『

庶
物
類
纂』

の
完
成
を
命
じ
ら
れ
た
経
緯

か
ら
、
吉
宗
に
仕
え
る
小
笠
原
石
見
守
政
登
を
通
じ
て
、

必
要
な
文
献
を
文
庫
か
ら
取
り
寄
せ
研
究
し
た
の
で
あ
ろ

う
。
十
月
二
十
六
日
に
石
見
守
を
介
し
て
二
百
冊
の

『

説

郛』
(

明
代
の
編
纂
さ
れ
た
叢
書
の
一
つ)

を
貸
し
出
し

た
記
事
に
は
、｢

丹
羽
正
伯
願
之
由｣

と
明
記
さ
れ
て
い
る
。

研
究
目
的
の
出
納
で
は
、
八
月
二
十
九
日
の
条
に
、
延

享
元
年

(

一
七
四
四)

八
月
に
西
川
忠
次
郎

(

正
休)

に

貸
し
出
し
た

『

西
洋
暦
経』

百
二
十
冊
が
返
却
さ
れ
た
記

事
も
見
え
る
。
西
川
忠
次
郎
は
寛
保
元
年

(

一
七
四
一)

以
後
、
江
戸
城
内
で
暦
術
測
量
御
用
を
務
め
て
お
り
、
前

述
の
よ
う
に
延
享
三
年
に
は
改
暦
御
用
を
拝
命
す
る
。

書
物
方
が
書
庫
に
保
管
す
る
記
録

(

公
文
書)

や
書
物

等
は
、
ま
た
幕
府
の
さ
ま
ざ
ま
な
公
務
の
た
め
に
利
用
さ

れ
た
。『

屋
鋪
改
御
帳』

は
数
日
間
、
屋
敷
方
の
本
多
平

右
衛
門
・
西
尾
小
左
衛
門
に
貸
し
出
さ
れ
て
い
る
し

(

八

月
十
七
日
か
ら
二
十
一
日)

、
八
月
二
十
七
日
に
は
、
奥

右
筆
組
頭
・
蜷
川
八
右
衛
門
を
介
し
て
老
中
・
酒
井
雅
楽

頭
に

『

天
和
二
年
朝
鮮
人
来
朝
記
録』

を
差
し
出
し
て
い

る
。
二
年
後
の
延
享
五
年

(

寛
延
元
年)

に
朝
鮮
通
信
使

の
来
訪
が
あ
り
、
そ
の
調
査
の
た
め
だ
ろ
う
か
。

延
享
四
年
丁
卯

(

一
七
四
七)

正
月
か
ら
六
月
ま
で

(

第

三
十
二
冊
目)

月
番
と
主
な
出
納
の
記
事
は
左
の
通
り
で
あ
る
。
清
須

孫
之
丞

(

幸
登)

は
奥
右
筆
。
成
島
道
筑
は
、
将
軍
時
代

の
吉
宗
に
書
を
講
じ
ま
た
古
記
録
の
抄
録
を
呈
上
す
る
な

ど
し
た
奧
坊
主
出
身
の
知
識
人
で
、
こ
の
年
は
同
朋
格
で
、

西
丸
勤
務
。
大
御
所
吉
宗
に
仕
え
て
い
た
。

(

正
月)

川
口
頼
母

(

二
月)

深
見
新
兵
衛

(

三
月)

小
田
切
治
大
夫

(

四
月)

近
藤
源
次�(
五
月)

川
口

書
物
方
年
代
記
①

延
享
三
年
〜
宝
暦
十
年

一
三
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頼
母

(

六
月)

深
見
新
兵
衛

【
二
月
】

四
日

昨
日
蜷
川
八
右
衛
門
被
申
候
朝
鮮
来
翰
御
返

翰
写
今
日
御
殿
え
持
出
候
処

御
返
翰
扣
斗

被
留
置
候

来
翰
は
元
番
え
納
置
候

(

寛
延
四
年
四
月
二
十
五
日
下)

享
保
四
年
御
返
翰

一
枚

并
別
幅

一
枚

【
三
月
】

二
日

蜷
川
八
右
衛
門
御
用
に
付
逢
申
度
由

御
小

人
目
付
参
り
申
聞
候
間

御
本
丸
え
罷
出
候

処

清
須
孫
之
丞
申
聞
候
は

雅
楽
頭
殿
被

仰
聞
候
は

享
保
四
年
朝
鮮
来
翰
差
出
し
候

様
申
聞
候

早
速
左
之
通
致
持
参
孫
之
丞
え

相
渡
候

(

寛
延
四
年
四
月
十
五
日
下)

朝
鮮
書
翰

一
枚

并
別
幅

一
枚

【
五
月
】

九
日

△
事
文
類
聚(

延
享
二
年
十
二
月
十
二
日
上)

百
冊

十
一
日

左
之
通
道
筑
よ
り
請
取

改
元
番
え
相
納
之

△
明
史
稿

(

延
享
二
年
十
一
月
二
十
七
日

上)

六
十
冊

前
年

(

延
享
三
年)

の
十
一
月
以
降
、
大
御
所
吉
宗
へ

の

｢

差
上｣

(

貸
し
出
し)

が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な

る
の
は
、
延
享
三
年
十
一
月
に
、
吉
宗
が

｢

中
風｣

で
倒

れ
た
か
ら
で
あ
る
。
翌
四
年

(

す
な
わ
ち
こ
の
年)

三
月

朔
日
に

｢

御
床
揚
御
祝
儀｣

(

快
気
祝
い)

が
行
わ
れ
る

な
ど
、
病
状
は
と
り
あ
え
ず
危
険
な
状
態
を
脱
し
た
が
、

右
手
足
麻
痺
と
言
語
の
障
害
が
残
っ
た
。
二
月
四
日
に
貸

し
出
し
た

『

朝
鮮
来
翰
・
御
返
翰』

は
、
吉
宗
の
閲
覧
の

た
め
だ
が
、(｢

大
御
所
様
え｣)

、
吉
宗
が
た
だ
ち
に
披
見

し
た
と
は
思
え
な
い
。
な
お
三
月
二
日
に
貸
し
出
さ
れ
た

『

朝
鮮
書
翰』

は
、
老
中
の
酒
井
雅
楽
頭
を
介
し
て
い
る

の
で
、
将
軍
家
重
が
閲
覧
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

四
月
十
六
日
九
つ
半

(

午
後
一
時
頃)

、
二
丸
か
ら
出

火
。
二
丸
が
全
焼
し
た
の
ち
七
つ
時

(

午
後
四
時
頃)

に

鎮
火
し
た
。
こ
の
時
た
だ
ち
に
駆
け
付
け
た
者
と
し
て
、

深
見
新
兵
衛
・
近
藤
源
次�
の
両
奉
行
の
ほ
か
、
以
下
の

同
心
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
小
沢
惣
右
衛
門
・
石
渡
新

左
衛
門
・
川
出
清
大
夫
・
小
沢
又
左
衛
門
・
浜
野
藤
蔵
・

和
合
佐
太
郎
・
杉
山
半
次
郎
・
立
石
伝
八
郎
・
小
沢
又
四

郎
。
同
日
の

｢

詰
番｣

は
、
奉
行
が
川
口
頼
母
で
、
同
心

が
佐
野
六
兵
衞
・
荻
野
清
左
衛
門
・
杉
村
久
左
衛
門
だ
っ

た
。
こ
れ
よ
り
先
、
二
月
二
十
八
日
に
地
震
が
あ
っ
た
が
、

｢

御
蔵｣

(

紅
葉
山
文
庫
の
書
庫)

を
検
査
し
た
と
こ
ろ
別

条
が
な
か
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

火
事
や
自
然
災
害
だ
け
で
な
く
、
奉
行
や
同
心

(

あ
る

い
は
そ
れ
ぞ
れ
の
家
族)

の
病
気
や
死
亡
も
、
も
ら
さ
ず

記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
年
も
、
元
日
か
ら
桂
山
三
郎
左

衛
門
が
身
体
に

｢

痛
所｣

が
あ
る
た
め
出
勤
せ
ず
、
深
見

新
兵
衛
も

｢

疝
瀉｣

で
朝
は
長
座
に
堪
え
な
い
と
し
て
出

勤
し
な
か
っ
た
。
五
月
二
十
一
日
の
詰
番
は
近
藤
源
次�

だ
っ
た
が
、
前
夜
か
ら
病
気
で

｢

詰
番
断｣

(

詰
番
を
病

欠
す
る
旨
の
届)

を
提
出
し
、
代
わ
っ
て
川
口
頼
母
が

｢

助
詰
番｣

を
務
め
た
。
同
月
二
十
九
日
に
は
、
同
心
・

川
出
清
大
夫
が
妹
が
病
死
し
た
た
め

｢

定
式
之
忌
服｣

を

申
し
渡
さ
れ
た
。
六
月
九
日
に
は
、
川
口
頼
母
が
娘
が
病

気
で
あ
る
と
い
う
理
由
で

｢

詰
番｣

を
休
み

(

こ
の
よ
う

な
看
病
休
暇
を

｢

看
病
断｣

と
言
う)

、
小
田
切
治
大
夫

が

｢

助
詰
番｣

と
し
て
出
勤
し
て
い
る
。

四
月
十
四
日
、
成
島
道
筑
か
ら
、
大
坂
座
麻

(

座
摩)

社
の

｢

書
物
三
軸｣

(｢

治
承
よ
り
宝
治
迄｣

｢

慶
長
二
十

年
宝
記
録｣

｢

寛
永
十
一
年｣)

を
所
蔵
し
て
い
る
か
否
か

の
問
い
合
わ
せ
が
あ
り
。
同
月
十
七
日
に
所
蔵
し
て
な
い

旨
回
答
し
た
。

五
月
七
日
、
奥
右
筆
の
清
須
孫
之
丞
を
通
じ
て
、
以
下

の
よ
う
な
老
中
酒
井
雅
楽
頭
の
命
が
伝
え
ら
れ
た
。
三
月

二
日
に
差
し
上
げ
た

｢

朝
鮮
書
翰｣

及
び

｢

別
幅｣

を
御

前

(

将
軍
家
重)

の
ご
覧
に
入
れ
た
と
こ
ろ
、｢

片
脳
之

気
強
く
候
て
難
差
上
候｣

。
芳
香
剤
あ
る
い
は
防
虫
剤
と

し
て
用
い
ら
れ
て
い
た

｢

片
脳｣

の
臭
い
が
強
す
ぎ
て
将

軍
に
は
差
し
上
げ
ら
れ
な
い
の
で
、
日
干
し
に
し
て

｢

香

気
薄
く
成
候
様
に
い
た
し｣

て
か
ら
、
再
度
差
し
上
げ
る

よ
う
に
と
い
う
の
で
あ
る
。
書
物
方
で
は
さ
っ
そ
く
翌
日

か
ら
、
老
中
の
指
示
に
従
っ
た
。
同
日
の
日
記
に

｢

朝
鮮

書
翰
一
箱
今
日
よ
り
片
脳
之
気
抜
去
候
た
め
会
所
へ
出
し

取
ひ
ろ
げ
置
き
晩
景
又
候
元
之
こ
と
く
西
御
蔵
へ
入
置
候｣

と
あ
る
。

重
要
か
つ
多
彩
な
職
務
を
負
う
奥
右
筆
の
公
文
書
の
保

存
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
た
。『

奥
御
右
筆
部
屋
御

日
記
并
諸
留
帳』

は
元
禄
年
間(

一
六
八
八
―
一
七
〇
四)

か
ら
残
っ
て
い
た
が
、
そ
の
量
は
膨
大
で
、
突
然
の
火
災

や
風
水
害
に
襲
わ
れ
た
際
に
、
す
べ
て
を
安
全
な
場
所
に

移
す
こ
と
は
不
可
能
と
思
わ
れ
た
。
そ
こ
で
奥
右
筆
組
頭

書
物
方
年
代
記
①

延
享
三
年
〜
宝
暦
十
年

一
四

����������������������������������������
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�

は
、
と
り
あ
え
ず
吉
宗
が
将
軍
時
代
の
公
文
書
だ
け
を

｢
御
右
筆
部
屋｣

(

執
務
室)

に
置
き
、
そ
れ
以
前
の
分
は

長
持
に
入
れ

｢

紅
葉
山
下
御
書
物
蔵｣

で
保
存
さ
せ
、
必

要
に
応
じ
て
右
筆
が
書
物
蔵
に
出
向
い
て
閲
覧
す
る
か
、

書
物
奉
行
に
通
知
し
て
取
り
寄
せ
る
よ
う
に
し
た
い
と
い

う
内
容
の

｢

伺｣
を
作
成
し
、
若
年
寄
の
伊
予
守

(

本
多

忠
統)

・
佐
渡
守

(

板
倉
勝
清)

に
差
し
出
す
こ
と
と
し

た
。五

月
十
二
日
、
書
物
奉
行
の
深
見
新
兵
衛
は
、
本
丸
で

そ
の
旨
を
奥
右
筆
組
頭
か
ら
伝
え
ら
れ
、
右
の
伺
書
は
目

付
に
渡
し
て
あ
る
の
で
、
目
付
か
ら
受
け
取
り
、｢

奉
り

付｣

を
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
た
。
か
く
し
て
深
見
が｢

伺｣

の
袖
裏
に
記
し
た

｢

奉
り
付｣

は
、
左
の
通
り
。

五
月
十
一
日

奉
深
見
新
兵
衛

大
御
所
様
御
代
以
前
之
日
記
・
諸
留
牒
等
御
長
持
に

入
御
書
物
蔵
え
入
置

御
用
之
節
は
御
右
筆
罷
越
詰

番
之
御
書
物
奉
行
え
申
達
立
合
取
出
持
参
候
様
可
仕

旨
被
仰
渡
奉
畏
候

受
け
入
れ
側
の
書
物
方
が
了
承
し
た
結
果
、
公
文
書
を

紅
葉
山
の
書
庫
に
移
し
、
焼
失
や
散
逸
の
危
険
か
ら
守
ろ

う
と
す
る
奥
右
筆
側
の｢

伺｣

は
認
可
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

延
享
四
年
丁
卯

(

一
七
四
七)

七
月
か
ら
十
二
月
ま
で

(

第
三
十
三
冊
目)

(

七
月)

小
田
切
治
大
夫

(

八
月)

近
藤
源
次�(
九

月)

川
口
頼
母(

十
月)

桂
山
三
郎
左
衛
門(

十
一
月)

深
見
新
兵
衛

(

十
二
月)

小
田
切
治
大
夫

【
八
月
】

七
日

左
之
御
書
物
左
兵
衛
佐
よ
り
被
申
聞
候
旨

伊
豆
守
殿
え
春
悦
を
以
差
出
之

(

同
月
十
七
日
下)

汝
南
圃
史

六
冊

左
之
御
書
物
は
丹
羽
正
伯
方
へ
被
遣
候
由
に

て
石
見
守
殿
え
差
出
之

(

同
十
一
月
二
十
八
日
下)

淵
鑑
類
函

二
百
冊

十
七
日

石
見
守
殿
よ
り
被
仰
渡
候
は

庶
物
類
纂
之

表
紙
見
合
之
儀
に
付

最
初
松
平
加
賀
守
献

之
内
一
冊

丹
羽
正
伯
篇
集
之
内
壱
冊
差
出

候
様
被
仰
下
候
得
共

帙
之
仕
立
も
両
用
に

違
候
間

二
色
共
五
冊
一
帙
宛
致
持
参
候
所

則
御
請
取
被
成
候

(

十
二
月
十
日
下)

(

十
二
月
十
日
の
条
に
左
の
よ
う
に
記
さ
れ

て
い
る)

庶
物
類
纂
之
内

△
草
属

一
よ
り
十
四
迄

五
冊

帙
共

△
蔬
属

総
目
并

一
よ
り
十
一
迄

五
冊

帙
共

二
十
五
日

昨
日
退
出
後

頼
母
宅
え
蜷
川
八
右
衛
門
よ

り
来
書

左
之
通
相
模
守
殿
御
用
に
候
間
今

朝
可
差
出
旨
申
来
候

(

下
略)

(

八
月
二
十
九
日
下)

寛
永
系
図
之
内
丁
ノ
部

池
田

一
冊

細
川

一
冊

浅
野

一
冊

【
十
二
月
】

十
三
日

左
之
通
不
残
差
上
候
様
肥
前
守
殿
よ
り
被
仰

下

御
退
出
に
付
和
泉
守
殿
え
差
出
之

(

寛

延
元
年
閏
十
月
二
十
八
日
下)

庶
物
類
纂

(

御
小
納
戸
本)

四
百
三
十
四
冊

三
十
一
筥

内

羽
毛
属

十
七
冊

一
筥

先
達

て
差
上
置

松
平
加
賀
守

(

金
沢
藩
主
前
田
綱
紀)

か
ら
献
上
さ
れ

た

『

庶
物
類
纂』

と
丹
羽
正
伯
に
作
成
さ
せ
た
増
補
分
の

表
紙
を
見
比
べ
た
い
と
小
笠
原
石
見
守
を
通
じ
て
双
方
を

差
し
出
さ
せ
た
の
は
大
御
所
吉
宗
で
あ
ろ
う
。
吉
宗
は
十

二
月
に
も

『

庶
物
類
纂』

を
閲
覧
し
て
い
る
。

七
月
四
日
、
奥
御
右
筆
部
屋
書
物
長
持
四
棹
分
が
、
書

物
方
に
移
さ
れ
新
蔵
に
収
納
さ
れ
た

(｢

尤
向
後
御
用
之

節
は
奧
御
右
筆
罷
越
御
書
物
奉
行
立
合
取
出
し
候
筈｣)

。

七
月
八
日
、
御
朱
印
写
を
収
納
し
た
長
持
六
棹
を
、
御

殿
で
虫
干
し

(｢

御
風
干｣)

す
る
た
め
、
五
つ
半
時

(

午

前
九
時
頃)

書
物
方
の
御
蔵
か
ら
蜷
川
八
右
衛
門

(

奥
右

筆
組
頭)

に
渡
す
。
九
つ
時

(

正
午)

過
ぎ
に
風
干
が
終

わ
り
、
御
蔵
に
返
納
。

八
月
十
七
日
、
屋
鋪
改
御
帳
箱
二
つ
を
、
西
尾
小
左
衛

門
・
筒
井
治
左
衛
門

(

共
に
屋
敷
改)

に
渡
す
。

八
月
十
八
日
、
桂
山
三
郎
左
衛
門
が

｢

秋
冷
に
付
腰
膝

書
物
方
年
代
記
①

延
享
三
年
〜
宝
暦
十
年

一
五
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����



之
痛
差
起
り
歩
行
不
自
由
之
段
断
状
被
差
出
候｣

。
腰
と

膝
の
痛
み
で
歩
行
が
ま
ま
な
ら
な
い
桂
山
三
郎
左
衛
門
か

ら
出
勤
で
き
な
い
旨
の
届
が
出
さ
れ
、
詰
番
は
し
ば
ら
く

の
間
、
残
り
の
書
物
奉
行
が
順
番
を
繰
り
上
げ
る
こ
と
に
。

九
月
二
十
八
日
の
日
記
に
、｢

此
節
世
上
風
邪
流
行
故

同
心
中
病
人
多
有
之
候
に
付

当
分
詰
番
両
人
宛
罷
出
候

て
も
可
然
候
間

其
段
今
日
申
渡
候

左
様
御
心
得
可
被

成
候｣

と
あ
り
。
風
邪
が
流
行
し
同
心
に
病
人
が
多
い
の

で
、
当
分
は

｢

詰
番｣

は
一
人
減
ら
し
、
二
人
で
も
構
わ

な
い
こ
と
に
。
風
邪
を
ひ
い
た
の
は
同
心
だ
け
で
は
な
い
。

奉
行
の
深
見
新
兵
衛
も
風
邪
の
た
め

｢
咳
つ
よ
く
腰
引
つ

り
痛
候
に
付｣

当
分
の
間
詰
番
を
休
む
こ
と
に
な
っ
た

(

十
月
六
日)

。

十
二
月
二
十
四
日
に
、
長
崎
奉
行
を
通
じ
て
中
国
か
ら

取
り
寄
せ
た
左
記
の
書
物
が
、
書
物
方
に
渡
さ
れ
た
。
兵

部
少
輔
は
側
衆

(

本
丸)

の
高
井
信
房
で
あ
る
。

兵
部
少
輔
御
用
有
之
候
間
只
今
罷
出
候
様
に
申
来

候
間

早
速
罷
出
候
処

書
付
を
以
御
書
物
五
箱

御
渡
被
成

先
例
之
通
可
仕
旨
被
仰
渡
候

右
書

付
左
之
通

玉
海

一
部
八
帙

八
十
冊

冊
府
元
亀

一
部
廿
四
帙

二
百
四
十
冊

説
文
長
箋

一
部
四
帙

三
十
二
冊

続
文
献
通
考

一
部
八
帙

八
十
冊

図
書
編

一
部
八
帙

六
十
四
冊

右
編

一
部
二
帙

三
十
二
冊

右
五
筥
に
入

右
は
延
享
元
子
年
九
月

長
崎
奉
行
え
被
仰
遣

御
取
寄
せ
に
成
可
然
旨
御
書
物
奉
行
よ
り
申
上
候

内
也

延
享
五
年
戊
辰

(

一
七
四
八)

正
月
か
ら
六
月
ま
で

(

第

三
十
四
冊
目)

(

正
月)

近
藤
源
次�(
二
月)

川
口
頼
母

(

三
月)

深
見
新
兵
衛

(

四
月)

桂
山
三
郎
左
衛
門

(

五
月)

小

田
切
治
大
夫

(

六
月)

近
藤
源
次�

【
二
月
】

五
日

九
時
石
見
守
殿
よ
り
左
之
御
書
物
唯
今
差
出

候
様
に
被
仰
下

即
刻
持
参

御
同
人
え
差

出
之

(

寛
延
二
年
四
月
二
日
下)

寛
明
事
跡
録

七
十
一
冊

晦
日

寛
保
二
戌
年
七
月
廿
五
日

記
録
御
用
に
付

大
学
頭
拙
者
拝
借
仕
置
候
御
書
物

左
之
通

不
残
今
日
大
学
頭
宅
よ
り
返
納
仕
候
に
付

幸
右
衛
門
又
左
衛
門
罷
越
請
取
候

則
相
改

候
分
元
番
へ
納
之

御
届
書
は
不
残
改
相
済

候
以
後
拙
者
詰
番
之
節
可
差
出
候

尤
返
納

之
義
は
先
達
て
遠
江
守
殿
并
土
佐
守
え
も
大

学
頭
父
子
よ
り
相
達
置
候

△
諸
家
書
付

二
棹

内
紀
伊
殿
家
来
書
付
五
冊
一
袋

延
享
三

寅
年
八
月
十
九
日
御
用
に
付
小
堀
土
佐
守

え
林
図
書
頭
よ
り
差
出
置
之

三
月
七
日

下
る

△
堀
尾
家
系
譜

一
冊

△
大
樹
寺
旧
記

一
冊

△
創
業
記
考
異

十
冊

△
玉
露
叢

二
十
一
冊

△
家
忠
日
記
増
補

二
十
五
冊

△
駿
府
政
事
録

五
冊

△
令
条
記

十
五
冊

右
六
部
改
無
相
違
元
番
へ
納
之

諸
家
書

付
は
十
番
迄
今
日
改

改
済
候
迄
仮
り
に

西
御
蔵
へ
入
置
候

【
五
月
】

十
二
日

左
之
通
御
本
丸
え
持
出

横
田
十
郎
兵
衛
え

相
渡
之
候
処

立
合
巻
数
等
改
相
渡
可
申
由

に
付

御
長
持
共
に
檜
木
之
間
廊
下
へ
相
廻

し
十
郎
兵
衛
一
同
に
渋
川
六
蔵
・
西
川
忠
次

郎
へ
相
渡
之

暦
算
全
書

四
十
五
冊

写
本
点
付

新
写
訳
本
暦
算
全
書
序
一
冊
付

西
洋
暦
経

百
二
十
冊

明
史
稿

六
十
冊

二
月
晦
日
、
林
大
学
頭
信
充
が

｢

御
用｣

の
た
め
拝
借

し
て
い
た
書
物
を
返
納
。
林
図
書
頭
は
信
充
の
子
で
信
言
。

延
享
四
年
十
二
月
十
九
日
、｢

朝
鮮
の
信
使
聘
礼
の
こ
と

に
あ
づ
か
る
に
よ
り｣

従
五
位
下
図
書
頭
に
叙
任
さ
れ
た
。

｢

遠
江
守｣

は
若
年
寄
の
加
納
久
通
。｢

土
佐
守｣

は
小
堀

政
方
で
、
西
丸
の
小
性
組
番
頭
格
で
あ
る
。

書
物
方
年
代
記
①

延
享
三
年
〜
宝
暦
十
年
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五
月
十
二
日
に

『

暦
算
全
書』

ほ
か
を
貸
し
出
し
た
経

緯
は
こ
う
で
あ
る
。
前
日
の
十
一
日
に
奥
右
筆
組
頭
の
山

中
新
八
郎
か
ら
、
渋
川
六
蔵
と
西
川
忠
次
郎
が
御
書
物
の

拝
借
を
願
っ
て
お
り
、
目
付
が
両
人
を
呼
び
出
し
た
日
に
、

出
願
し
た
書
物
を
本
丸
に
持
参
す
る
よ
う
伊
予
守

(

若
年

寄
・
板
倉
勝
清)
の
指
示
が
あ
っ
た
旨
が
書
物
奉
行
に
伝

え
ら
れ
る
。
西
川
忠
次
郎
に
つ
い
て
は
前
述
の
と
お
り
。

渋
川
六
蔵
は
渋
川
則
休
で
、
延
享
三
年
十
月
に
補
暦
の
御

用
を
拝
命
し
て
い
た
。
か
く
し
て
翌
十
二
日
、『

暦
算
全

書』

ほ
か
が
暦
の
補
正
の
た
め
の
参
考
資
料
と
し
て
渋
川
・

西
川
両
人
に
貸
し
出
さ
れ
た
。
横
田
十
郎
兵
衛
は
こ
の
貸

し
出
し
に
立
ち
合
っ
た
月
番
の
目
付
で
あ
る
。

二
月
十
日
、
奧
右
筆
の
青
山
治
右
衛
門
が
書
物
方
の
会

所
に
来
て
、
去
年
預
け
た
奧
右
筆
の
長
持
か
ら

｢

御
用
之

物｣
(

公
務
に
必
要
な
文
書)

を
取
出
し
、
長
持
に
再
び

封
を
し
て
帰
っ
た
。

六
月
二
十
一
日
、｢

字
書
之
考
今
日
よ
り
取
掛
り
申
候｣

。

延
享
五
年
戊
辰

(

一
七
四
八)

七
月
か
ら
十
二
月
ま
で

(

第
三
十
五
冊
目)

《
七
月
十
二
日
改
元
↓
寛
延
》

(

七
月)

川
口
頼
母

(

八
月)

桂
山
三
郎
左
衛
門

(

九

月)

深
見
新
兵
衛(

十
月)

小
田
切
治
大
夫(

閏
十
月)

近
藤
源
次�(

十
一
月)

川
口
頼
母

(

十
二
月)

桂
山

三
郎
左
衛
門

【
七
月
】

五
日

昨
日
御
目
付
中
よ
り

(

深
見)

新
兵
衛
方
え

申
来
候
は

右
近
将
監
殿
御
用
に
付

平
田

半
之
丞
え
致
対
談
候
之
様
申
来
候
間

今
朝

新
兵
衛
御
殿
え
罷
出

半
之
丞
へ
致
対
談
候

処

琉
球
人
天
和
之
比
西
丸
え
致
登
城
候
趣

書
載
候
品
見
合
差
出
し
可
申

其
比
御
本
丸

之
日
記
に
は
西
丸
へ
登
城
候
儀
は
西
丸
日
記

に
委
細
有
之
と
見
へ
申
候
由
半
之
丞
申
聞
候

依
之
左
之
通
致
吟
味

即
刻
半
之
丞
え
相
渡

之
候

(

寛
延
三
年
五
月
二
日
下)

琉
球
往
来

三
冊

西
丸
御
右
筆
所
長
持
御
日
記
之
内

天
和
二
戌
年
従
正
月
至
四
月

一
冊

七
日

昨
日

(

桂
山)

三
郎
左
衛
門
よ
り
申
送
り
に

付

左
之
通
御
殿
え
持
参

平
田
半
之
丞
え

相
渡
之
候

(

寛
延
三
年
五
月
二
日
下)

西
丸
御
右
筆
所
長
持
御
日
記
之
内

天
和
二
年
従
四
月
十
五
日
至

八
月
二
十
八
日

一
冊

【
八
月
】

十
七
日

昨
日

(
桂
山)

三
郎
左
衛
門
退
出
已
後

御

目
付
中
よ
り
来
書

屋
敷
改
よ
り
明
十
七
日

御
帳
箱
請
取
度
旨
差
出
し

(

下
略)

屋
鋪
改
御
帳
箱

弐
つ

鑰
壱
包
封
之
侭

左
之
国
絵
図
土
佐
守
殿
よ
り
被
仰
下

御
同

人
え
差
出
之

(

十
月
朔
日
下)

上
総
国
絵
図

一
枚

郷
牒
一
冊

一
筥

晦
日

謡
本

取
集
本
之
内

九
十
一
冊

(

宝
暦
十
辰
年
六
月
二
二
日
下)

稽
古
書

一
冊
一
筥

右
御
謡
本
御
用
之
為
内
覧
有
之
度
候
間
差
出
候
様

に
先
達
て
上
原
備
後
守
殿

(

深
見)

新
兵
衛
え
被

申
聞
候
に
付

此
間
致
吟
味
置
今
日
差
出
候

且

又
外
に
能
之
事
を
書
記
し
候
御
書
物
も
有
之
様
に

聞
及
は
れ
候

左
様
之
品
有
之
候
は
ゝ
差
出
候
様

に
被
申
候
に
付

御
蔵
え
罷
帰

又
四
郎
も
罷
出

候
間

令
吟
味
候
処

右
稽
古
書
能
之
事
を
書
候

て
奥
書
観
世
是
阿
弥
と
有
之
候
外
に
は
無
之
候
に

付
則
持
参

謡
本
一
所
に
備
後
守
殿
え
新
兵
衛
差

出
之
候

【
九
月
】

十
二
日

左
之
国
絵
図
石
見
守
殿
よ
り
被
仰
下
御
同
人

え
差
出
之

取
次
立
覚

(

十
月
朔
日
下)

下
総
国
絵
図

一
枚

郷
牒
一
冊

一
筥

【
十
月
】

朔
日

石
見
守
殿
よ
り

(

中
略)

左
之
通
早
速
可
差

上
旨

(

下
略)

(

寛
延
元
年
閏
十
月
二
十
六
日
下)

甲
斐
国
絵
図

一
枚

郷
牒
一
冊

一
筥

安
房
国
絵
図

一
枚

郷
牒
一
冊

一
筥

十
日

(

寛
延
二
年
二
月
七
日
下)

書
物
方
年
代
記
①

延
享
三
年
〜
宝
暦
十
年

一
七
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諸
宗
末
寺
帳

三
十
四
冊

同
書
付

十
一
通

右
之
通
稲
葉
丹
後
守
方
え
相
下
け
候
に
付

橋
本
阿
波
守
え
相
渡
し
申
候

【
閏
十
月
】

二
十
四
日

左
之
御
書
物
土
佐
守
殿
よ
り
只
今
差
出
候
様

被
仰
下

即
刻
差
出
之

割
円
八
線
之
表

一
冊

割
円
八
線
互
求
法

一
冊

割
円
勾
股
八
線
之
表

一
冊

二
十
六
日

石
見
守
殿
よ
り
来
状

左
之
国
絵
図
只
今
可

差
出
旨
申
来
候
間

差
上
之

(

十
一
月
十
七
日
下)

武
蔵
国
絵
図

一
枚

郷
牒
二
冊

一
筥

相
模
国
絵
図

一
枚

郷
牒
一
冊

一
筥

二
十
八
日

今
日

(

川
口)

頼
母
加
出

左
之
通
大
橋
藤

九
郎
え
相
渡
申
候

享
保
四
年
万
石
以
上
御
朱
印
御
長
持

一
棹

二
十
九
日

左
之
通
大
橋
藤
九
郎
え
相
渡
之

堂
上
方
御
門
跡
方
御
朱
印
写
御
長
持

一
棹

【
十
一
月
】

十
六
日

小
堀
土
佐
守
殿
よ
り

(

中
略)

左
之
通
差
上

候
様
に
被
仰
下
候

早
速
被
出
五
つ
時

(

午

後
八
時)

参
着
差
出
之

取
次
文
知

(

十
一
月
二
十
二
日
下)

伊
豆
国
絵
図

一
枚

一
箱

郷
牒

一
冊

七
月
五
日
に
奥
右
筆
の
平
田
半
之
丞
を
介
し
て
、
天
和

年
間
の
琉
球
人
が
西
丸
に
参
上
し
た
こ
と
を
記
し
た
記
録

が
あ
れ
ば
差
し
出
す
よ
う
、｢

右
近
将
監｣

(

西
丸
老
中
・

松
平
武
元)

か
ら
指
示
が
あ
っ
た
旨
が
伝
え
ら
れ
た
。
あ

わ
せ
て
西
丸
参
上
の
件
は
当
時
の
西
丸
日
記
に
見
え
る
の

で
は
な
い
か
と
の
示
唆
あ
り
。『

琉
球
往
来』

と

『

西
丸

御
右
筆
所
長
持
御
日
記』

の
該
当
分
を
差
し
出
し
た
と
こ

ろ
、
翌
日
、
後
者
の
続
き
を
差
し
出
す
よ
う
指
示
が
あ
り
、

七
日
に
こ
れ
を
差
し
出
し
た
。
こ
の
年
十
二
月
に
琉
球
使

節
が
江
戸
城
に
登
城
す
る
た
め
、
天
和
年
間
の
先
例
が
調

査
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

深
見
新
兵
衛
は
、
か
ね
て
上
原
備
後
守
元
常

(

小
納
戸

頭
取)
か
ら
、
御
用
の
た
め
謡
の
書
物
を
内
覧
し
た
い
の

で
差
し
出
す
よ
う
に

(

ま
た
能
に
つ
い
て
記
し
た
書
物
が

あ
れ
ば
こ
れ
も
差
し
出
す
よ
う)

言
わ
れ
て
い
た
。
該
当

す
る
書
物
の
有
無
を
調
査
し
た
の
ち
、
八
月
晦
日
に

『

謡

本』
『

稽
古
書』

の
二
部
を
備
後
守
の
も
と
に
持
参
し
た
。

十
月
十
日
、
寺
社
奉
行
の
稲
葉
丹
後
守

(

正
甫)

か
ら

｢

御
蔵
に
有
之
候
諸
寺
院
本
末
帳
見
合
申
度｣

、『

諸
寺
院

本
末
帳』

を
拝
借
し
た
い
旨
の
要
望
が
あ
り
、
当
番
目
付

の
橋
本
阿
波
守
に
同
書
を
渡
し
た
の
ち
、
阿
波
守
か
ら
丹

後
守
宅
へ
貸
し
出
す

(｢

相
下
け
候｣)

こ
と
と
な
っ
た
。

閏
十
月
二
十
八
日
の

｢

御
朱
印
長
持｣

の
貸
し
出
し
の

流
れ
は
さ
ら
に
複
雑
だ
。
奏
者
番
の
井
上
遠
江
守(
正
敦)

が

｢

御
朱
印
長
持｣

の
一
つ
を
拝
借
し
た
い
旨
を
相
模
守

(

老
中
・
堀
田
正
亮)

に
述
べ
、
相
模
守
か
ら
伊
予
守

(

若
年
寄
・
板
倉
勝
清)

に
伝
え
ら
れ
た
。
表
右
筆
組
頭

の
大
橋
藤
九�
に
段
取
り
が
命
じ
ら
れ
、
書
物
方
は
大
橋

の
指
示
で
、『

享
保
四
年
万
石
以
上
御
朱
印』

を
入
れ
た

長
持
を
江
戸
城
内

｢

中
の
口｣

ま
で
運
び
、
大
橋
に
渡
し

た
。
翌
二
十
九
日
に
は
、『

堂
上
方
御
門
跡
方
御
朱
印
写』

の
長
持
も
。

こ
の
ほ
か
十
月
八
日
に
右
近
将
監

(

松
平
武
元)

の
御

用
で

『

琉
球
書
翰』

を
差
し
出
す
よ
う
言
わ
れ
る
が
、
右

近
将
監
が
必
要
と
す
る
享
保
三
年
の
分
は
所
蔵
せ
ず
、

｢

享
保
三
年
之
書
翰
は
元
来
御
蔵
に
無
御
座
旨｣

を
申
し

上
げ
た
。

七
月
十
八
日
の
日
記
に
は
、
書
物
奉
行
の
仕
事
ぶ
り
を

う
か
が
わ
せ
る
記
述
が
見
え
る
。

此
間
三
郎
左
衛
門
と
申
談

六
書
正
譌
致
吟
味
候

処

実
は
説
文
字
原
・
六
書
正
譌
二
部
を
合
巻
に

仕
候
て
重
刻
字
原
正
譌
と
名
目
有
之

前
序
後
序

御
座
候
て
二
部
之
儀
明
白
に
て
候

依
之
外
題
を

重
刻
字
原
正
譌
と
此
節
書
改
申
候

尤
御
目
録
に

も
右
之
通
に
改
候
て
二
部
之
書
名
を
註
記
い
た
し

置
候

清
書
之
御
目
録
も
追
て
改
可
申
候

御
蔵
に
あ
る

『

六
書
正
譌』

と
い
う
書
物
は
、
実
は

『

説
文
字
原』

と

『

六
書
正
譌』

の
二
部
を
合
わ
せ
た
も

の
で
、『

六
書
正
譌』

の
外
題
は
正
し
く
な
い
。
こ
の
た

め
外
題
を

『

重
刻
字
原
正
譌』

と
書
き
改
め
、
二
部
の
書

名
を
註
記
し
た
。
な
お
目
録
の
記
載
も
改
め
た
と
い
う
の

で
あ
る
。
正
し
い
書
名
の
決
定
や
目
録
の
修
正
も
書
物
方

の
重
要
な
仕
事
で
あ
っ
た
。

書
物
方
年
代
記
①

延
享
三
年
〜
宝
暦
十
年

一
八
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寛
延
二
年
己
巳

(

一
七
四
九)

正
月
か
ら
六
月
ま
で

(

第

三
十
六
冊
目)

(

正
月)
深
見
新
兵
衛

(

二
月)

近
藤
源
次�(
三

月)

川
口
頼
母

(
四
月)

深
見
新
兵
衛

(

五
月)

小
田

切
治
大
夫

(

六
月)
近
藤
源
次�

【
二
月
】

二
十
一
日

昨
日
西
川
忠
次
郎
拝
借
御
書
物
之
内

明
史

稿
今
日
返
上
候
儀
忠
次
郎
申
越
候
間(

下
略)

辰
五
月
十
二
日
西
川
忠
次
郎
拝
借

明
史
稿

六
十
冊

【
三
月
】

五
日

石
見
守
殿
よ
り
御
来
書

左
之
通
国
絵
図
差

出
之

(

四
月
二
日
下)

駿
河
国
絵
図

一
枚

郷
帳
一
冊

一
筥

【
四
月
】

二
日

左
之
通
土
佐
守
殿
よ
り
被
仰
下

御
用
人
え

差
出
之

(

寛
延
四
年
六
月
二
十
日
下)

遠
江
国
絵
図

一
枚

郷
牒
一
冊

一
筥

当
分
御
預
之
内

(

十
二
月
二
十
五
日
下)

万
天
日
録

六
十
三
冊

二
十
一
日

今
朝
御
本
丸
え
罷
出

井
上
遠
江
守
并
神
尾

市
左
衛
門
・
大
橋
藤
九
郎
え
遂
対
談

遠
江

守
よ
り
左
之
長
持
遠
江
守
封
印
に
て
請
取
新

御
蔵
え
納
之

鍵
は
遠
江
守
よ
り
拙
者

(

川

口
頼
母)

受
取
封
之

右
号�
笥
え
納
之

延
享
三
丙
寅
年

万
石
以
上
御
朱
印
長
持

一
棹

井
上
遠
江
守
封
印

但
棒
台
共

【
五
月
】

七
日

昨
日
頼
母
申
送
り
候
通
今
朝
五
半
時
御
本
丸

え
罷
出
候
所

左
之
通
井
上
遠
江
守
新
規
被

相
渡

請
取
之
御
蔵
え
納
之

堂
上
方
御
朱
印
写
御
長
持

一
棹

但
井
上
遠
江
守
封
印

外
に
鑰
壱
包
右
号

え
入
置
候

【
六
月
】

二
十
日

一
昨
日
御
目
付
中
山
五
郎
左
衛
門
え
致
対
談

候
通

今
朝
五
半
時
御
朱
印
御
長
持(

川
口)

頼
母
・

(

深
見)

新
兵
衛
・

(

大
岡)

五
平

次
差
添

中
の
口
迄
差
出
し
左
之
通
書
付
を

以

五
郎
左
衛
門
へ
直
に
相
渡
候

(

下
略)

覚

寛
文
御
朱
印
写
入
御
長
持

一
棹

棒
共

貞
享
御
朱
印
写
入
御
長
持

一
棹

棒
共

正
徳
御
朱
印
写
入
御
長
持

六
棹

棒
共

右
伊
予
守
殿
被
仰
渡
候
に
付
御
渡
申
候
以
上

六
月
二
十
日

深
見
新
兵
衛

川
口
頼
母

中
山
五
郎
左
衛
門
殿

正
月
か
ら
六
月
ま
で
の
出
納
は
右
の
通
り
。
こ
の
う
ち

注
目
す
べ
き
は
、
御
蔵
の
収
納
ス
ペ
ー
ス
に
余
裕
が
乏
し

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
御
朱
印
写
の
長
持
六
棹
が
新
た
に
預

け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
を
受
け
て
、
従
来
御
蔵
に
あ
っ

た
寛
文
年
間
か
ら
正
徳
年
間
ま
で
の
御
朱
印
写
の
長
持
八

棹
が
、
六
月
二
十
日
に
別
の
場
所
に
移
さ
れ
た
こ
と
で
あ

る
。
収
納
ス
ペ
ー
ス
に
余
裕
が
無
く
な
っ
た
理
由
は
、

｢

近
年
御
書
物
数
多
に
罷
成｣

、
蔵
書
数
の
増
加
だ
っ
た
。

右
の
経
緯
を
示
す
日
記
の
記
述
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

五
月
二
十
二
日

御
蔵
近
年
御
書
物
数
多
に
罷
成
余
席
無

御
座
候
処

此
節
御
朱
印
写
御
長
持
追
々
都

合
六
棹
御
預
ヶ
可
罷
成
旨
井
上
遠
江
守
被
申

聞
候
間

同
役
中
相
談
之
上

御
蔵
余
席
無

御
座
候
に
付

古
き
御
朱
印
写
御
長
持
八
棹

外
場
所
え
被
差
置
候
様
に
仕
度
趣
之
由
伺
書

今
日
佐
渡
守
殿
え
休

(

久
？)

益
を
以
差
出

し
候

伺
書
案
右
号
に
入
置

右
書
付
差
出
し
候
に
付

奥
御
右
筆
組
頭
山

中
新
八
郎
え
対
談
い
た
し
置
候

六
月
十
日

御
朱
印
写
入
御
長
持
之
義

昨
日
御
目
付
中

よ
り
伊
予
守
殿
被
仰
渡
候
趣

伺
書
に
奉
り

付
仕
差
越
候
様
に
申
来
候
間

詰
番

(

小
田

切)

治
大
夫
奉
り
付
仕
伺
書
御
目
付
へ
返
し

申
候

右
長
持
は
御
老
中
并
寺
社
奉
行
衆
之

書
物
方
年
代
記
①

延
享
三
年
〜
宝
暦
十
年

一
九
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封
印
と
覚
申
候
間

今
朝

(

近
藤)

源
次
郎

令
吟
味
書
付
相
認
両
人
御
殿
え
罷
出

御
目

付
中
山
五
郎
左
衛
門
・
横
田
十
郎
兵
衛
え
新

兵
衛
致
対
談
候
へ
は

此
義
奧
御
右
筆
与
頭

山
中
新
八
郎
よ
り
御
目
付
え
申
聞
候
間

新

八
え
対
談
可
然
由
被
申
聞
候
に
付

早
速
新

八
え
申
達
し
候

寛
文
以
来
正
徳
迄
之
八
棹

御
老
中
寺
社
奉
行
衆
封
印
之
次
第
書
付
見
せ

申
候
へ
は

是
は
伺
可
申
由
に
て
佐
渡
守
殿

え
被
申
上
候

以
後
被
申
聞
候
は

佐
渡
守

殿
被
仰
候
は

御
老
中
方
寺
社
奉
行
衆
封
印

は
其
侭
に
差
置

御
長
持
に
誰
殿
封
印
と
申

義
書
付

其
上
に
御
書
物
方
封
印
仕
御
目
付

え
相
渡
可
申
候

尤
相
模
守
殿
え
も
御
相
談

之
上

右
之
通
に
候
由

将
又
伺
書
之
奉
り

付
は
昨
日
之
通
り
に
て
相
済
可
申
由
に
付

中
山
氏
へ
可
申
達
之
処

退
出
に
付
当
番
御

目
付
八
木
十
三�
え
対
談

奉
り
付
は
昨
日

之
通
り
に
て
相
済
申
候
間

御
勝
手
次
第
御

差
上
可
被
成
候

委
細
之
義
は
明
後
十
二
日

罷
出

中
山
氏
へ
可
申
達
旨
申
置
候

六
月
十
八
日

今
日
中
山
五
郎
左
衛
門
対
談
い
た
し
候
御

長
持
揃
置
候
由
申
候
得
は

明
後
二
十
日
五

半
時
請
取
可
申
由
被
申
候

持
人
は
あ
の
方

よ
り
二
十
四
人
差
越
可
申
候
間

四
棹
宛
両

度
に
為
持
候
様
に
被
申
候

(

下
略)

｢

差
出
候
風
呂
敷｣

(

書
物
等
を
貸
し
出
す
際
に
包
む
風

呂
敷
の
こ
と
か)

に
関
す
る
五
月
十
七
日
の
記
述
も
興
味

深
い
。

昨
日
頼
母
差
出
候
風
呂
敷
之
御
断

払
方
御

納
戸
え
下
り
候
段

組
頭
礒
谷
藤
兵
衛
申
聞

候

依
之
紺
染
之
木
綿
は
当
分
手
に
付
御
書

物
之
白
ヶ
候
御
表
紙
な
と
に
も
不
図
付
き
可

申
哉
に
候
間

随
分
手
に
付
不
申
候
様
に
染

御
申
付
被
成
候
様
に
と
申
談
候
処

早
速
染

之
筋
え
被
申
渡
候
得
は

兎
角
紺
之
義
無
心

元
存
候
間
濃
花
色
に
被
成
可
然
染
之
筋
よ
り

申
由

如
何
と
被
申
候
之
間

左
候
は
ゝ
差

出
し
は
紺
に
て
候
得
共

濃
花
色
に
可
致
候

間
随
分
濃
く
被
申
渡
候
様
に
と
申
談
候
間

各
様
左
様
御
心
得
可
被
成
候

従
来
書
物
方
で
は
紺
染
め
の
木
綿
の
風
呂
敷
を
用
い
て

い
た
が
、
書
物
に
色
が
付
く
恐
れ
が
あ
る
旨
を
納
戸
番
組

頭
の
礒
谷
藤
兵
衞

(

隆
政)

に
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、
礒

谷
か
ら
早
速

｢

染
之
筋｣

(

染
の
御
用
職
人)

に
伝
え
、

濃
花
色
に
改
め
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

人
事
で
は
、
書
物
奉
行
の
ひ
と
り
桂
山
三
郎
左
衛
門

(

義
樹)
が
病
気
と
老
齢

(

七
十
一
歳)

を
理
由
に
職
を

辞
し

(

二
月
二
日)
、
後
任
者
と
し
て
大
番
水
谷
出
羽
守

組
の
大
岡
五
平
次
清
長
が
就
任
し
た
。
桂
山
は
退
職
の
際

に

｢

御
褒
美｣

金
二
枚
を
下
さ
れ
た
が
、
同
年
三
月
二
十

三
日
に
没
し
た
。
奉
行
の
辞
職
と
後
任
者
の
就
任
に
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
事
務
的
手
続
き
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
主
要

な
も
の
を
日
記
か
ら
抄
出
し
て
お
こ
う
。

正
月
二
十
九
日

桂
山
三
郎
左
衛
門
病
気
不
相
勝
候
に
付

退
役
之
願
被
申
聞
候

依
之
昨
二
十
八
日
新

兵
衛
・
頼
母

三
郎
左
衛
門
宅
え
罷
越

若

年
寄
御
連
名
之
願
書
請
取

今
朝
同
役
中
添

願
書
相
添

佐
渡
守
殿

(

＝
若
年
寄
・
板
倉

勝
清)

御
宅
え
頼
母
持
参
い
た
し
差
上
候

二
月
二
日

金
弐
枚

桂
山
三
郎
左
衛
門

右
は
病
気
に
付
願
之
通
御
役
御
免
被
遊
候

年
寄
候
迄
相
勤
候
に
付
為
御
褒
美
被
下
候

二
月
三
日

三
郎
左
衛
門
跡
役
願
書
左
之
通
相
認
源
次
郎

へ
為
持
遣
候

明
日
御
用
番
伊
予
守
殿

(

若

年
寄
・
本
多
忠
統)

え
差
上
可
被
申
候

桂
山
三
郎
左
衛
門

右
跡
役
之
儀
御
序
次
第
被

仰
付
被
下
候
様
奉
願
候
以
上川

口
頼
母

二
月

深
見
新
兵
衛

小
田
切
治
大
夫

近
藤
源
次�

二
月
四
日

三
郎
左
衛
門
跡
役
願
書
今
朝
伊
予
守
殿
御
宅

え
拙
者

(

＝
近
藤
源
次�)

持
参

用
人
三

好
七
郎
兵
衛
を
以
差
出
候
処

御
請
取
候
由

被
仰
聞
候

二
月
五
日

桂
山
三
郎
左
衛
門
御
役
御
免
に
付

左
之
書

付
春
東
を
以
伊
予
守
殿
え
差
出
之

但
無
御

扣

桂
山
三
郎
左
衛
門
願
に
付
御
役
御
免
被

仰
付
候
間

組
同
心
共
御
切
米
御
扶
持

書
物
方
年
代
記
①

延
享
三
年
〜
宝
暦
十
年

二
〇
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方
請
取
手
形
裏
印
相
除
候

此
段
書
替

所
え
被
相
達
候
様
御
勘
定
奉
行
え
被
仰

渡
可
被
下
候
以
上

巳
二
月
五
日

御
書
物
奉
行

右
之
節
左
之
書
付
菅
沼
新
三
郎

(

目
付
・
菅

沼
定
秀)
え
出
之

桂
山
三
郎
左
衛
門
御
役
御
免
に
付
御
門

印
鑑
追
て
引
替
可
申
候

此
段
五
ヶ
所

御
門
え
被
仰
渡
可
被
下
候
以
上

二
月
五
日

御
書
物
奉
行

御
目
付
中

二
月
十
八
日

三
郎
左
衛
門
印
鑑
左
之
通
相
揃
為
持
遣
し

候
請
取
之

右
号
に
入
置

五
ヶ
所
御
門
印
鑑

五
枚

組
中
方

十

六
枚
外
に
余
計
三
枚

出
雲
寺
返
上

壱
枚

左
号
に
付
候
御
蔵

封
印
壱
枚

都
合
弐
拾
六
枚

三
郎
左
衛
門
被
差
置
候

長
文
箱
共
遣
し
候

新
奉
行
に
就
任
後
も
、
大
岡
五
平
次
は
、
誓
詞

(

誓
約

書)

や
宿
所
書

(

住
所)

、
明
細
書

(

履
歴
書)

を
そ
れ

ぞ
れ
の
担
当
部
署
に
提
出
し
、
老
中
に
お
礼
廻
り
を
し
、

あ
る
い
は
本
丸
や
西
丸
の
関
係
者
に
挨
拶
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
書
物
方
の
同
役
や
同
心
た
ち
と

顔
合
わ
せ
を
し
、
業
務
の
説
明
を
受
け
た
の
は
言
う
ま
で

も
な
い
。

三
月
五
日

左
之
通
同
役
被
仰
付
之
旨
御
用
番
信
濃
守
殿

山
中
新
八
郎
を
以
被
仰
渡
候

大
御
番
水
谷
出
羽
守
組

高
弐
百
俵

大
岡
五
平
治

右
に
付
同
役
中
え
申
達
候

明
日
御
蔵
へ
会

集
之
儀
也

明
日
御
蔵
え
五
平
治
被
相
越
候
間

同
心
共

不
残
罷
出
候
様
に
申
付
候

三
月
六
日

今
日
五
平
次
御
蔵
え
初
て
罷
出

組
新
兵
衛

同
道
い
た
し
何
も
諸
事
申
談
候

并
同
心
中

不
残
呼
出
し
引
渡
申
候

五
平
次
誓
詞
願
書
御
証
文
願
書
利
清
を
以
信

濃
守
殿
え
差
出
之

右
御
証
文
願
書
差
出
し
候
趣
例
之
通
書
付
表

御
右
筆
組
頭
橋
本
喜
八
郎
え
相
渡
之

昨
日
大
岡
五
平
次
同
役
被
仰
付
候
に
付

御

用
番
御
老
中
相
模
守
殿
御
支
配
方
御
四
人
え

今
朝
新
兵
衛
御
礼
に
相
廻
り
候

三
月
八
日

五
平
次
宿
所
書
付
御
殿
え
持
参

御
目
付
橋

本
阿
波
守
え
相
渡
申
候

西
丸
へ
も
同
断
萩

原
主
水
正
え
相
渡
申
候

五
平
次
明
細
書
弐
通
分
限
帳
懸
り
御
右
筆
浅

井
新
太
郎
え
相
渡
申
候

五
平
次
同
道
い
た
し
御
本
丸
へ
罷
出

西
丸

へ
相
廻
り
御
側
衆
へ
不
残
引
合
申
候

三
月
十
四
日

(

大
岡
五
平
次
・
初
詰
番

深
見
新
兵
衛
・

加
出)

御
蔵
三
ヶ
所

(

東
・
西
・
新)

共
に
開
き
五

平
次
一
見
被
致
候

御
蔵
之
鎰
四
本
会
所
之
鎰
三
つ
五
平
次
え
相

渡
申
候

寛
延
二
年
己
巳

(

一
七
四
九)

七
月
か
ら
十
二
月
ま
で

(

第
三
十
七
冊
目)

(

七
月)

大
岡
五
平
次

(

八
月)

川
口
頼
母

(

九
月)

深
見
新
兵
衛

(

十
月)

小
田
切
治
大
夫

(

十
一
月)

近

藤
源
次�(

十
二
月)

大
岡
五
平
次

【
九
月
】

五
日

当
番
御
目
付
中
よ
り
来
書

佐
渡
守
殿
御
用

候
之
間
別
紙
書
付
之
通
只
今
陰
時
計
え
差
出

神
保
勝
之
助

(

定
興

奥
右
筆)

え
相
談
候

様
に
申
来
候

依
之
早
速
持
参

陰
時
計
に

て
則
勝
之
助
え
相
渡
之

日
光
御
宮
百
回
御
法
会
記
録

六
冊

一
筥

(

宝
暦
二
年
四
月
九
日
下)

書
物
方
年
代
記
①

延
享
三
年
〜
宝
暦
十
年

二
一
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【
十
二
月
】

二
十
五
日

例
月
之
通
伺
書
壱
通
文
知
を
以
山
城
守
殿

(
西
丸
若
年
寄
の
酒
井
忠
休
か)

え
差
出
之

候

右
之
節
左
之
御
書
物
・
国
絵
図

道
筑

よ
り
請
取
候
様
に
被
仰
聞

請
取
之

相
違

無
之
に
付
元
番
え
納
之
候

△
万
天
日
録

六
十
三
冊

(

四
月
二
日
上)

△
肥
前
国
絵
図

一
枚

郷
牒

一
冊

(

延
享
三
年
七
月
六
日
上)

△
常
陸
国
絵
図

一
枚

郷
牒

一
冊

(

同

右)

八
月
十
三
日
に

｢

大
風
雨｣

。
翌
日
、
川
口
頼
母
方
か

ら
昨
日
の
大
水
で
自
宅
が
床
上
五
尺
余
ま
で
浸
水
し
た
た

め
、
当
分
は
出
勤
で
き
な
い
の
で｢

助
詰
番｣

を
願
う
旨
。

こ
の
ほ
か

｢

根
津
四
人
之
者｣

(

根
津
に
住
居
が
あ
る
四

人
の
同
心)

も
、
床
上
一
尺
余
の
浸
水
の
た
め

｢

水
休｣

(

洪
水
休
暇)

を
取
る
こ
と
に
な
っ
た
。｢

水
休｣

は
十
五

日
間
。
災
害
や
疫
病
の
度
に
職
員
の
不
足
は
、
残
っ
た
人
々

で
補
わ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。

書
物
奉
行
の
自
宅
に
は
、
夜
中
突
然
、
蔵
書
の
問
い
合

わ
せ
が
来
る
こ
と
も
珍
し
く
な
か
っ
た
。
九
月
五
日
夜
、

小
田
切
治
大
夫
宅
に
当
番
の
目
付
か
ら
書
面
で
、『

大
猶

院
様
御
葬
送
之
御
記
録』

が
御
蔵
に
あ
る
か
ど
う
か
翌
日

申
し
上
げ
る
よ
う
に
と
い
う
相
模
守(

老
中
・
堀
田
正
亮)

の
指
示
が
伝
え
ら
れ
た
。
翌
日
出
勤
し
て
目
録
を
調
べ
た

が
同
記
録
の
記
載
は
な
い
。
所
蔵
し
て
い
な
い
旨
を
書
付

に
し
て
土
屋
長
三
郎

(

正
方

目
付)

を
通
じ
て
報
告
。

そ
の
際
に
関
連
資
料
と
し
て

『

大
猷
院
様
三
十
三
回
御
忌

日
記』

一
冊
と

『

大
猷
院
様
五
十
回
御
忌
日
記』

三
冊
を

差
し
出
し
た
が
、
無
用
で
あ
る
と
即
刻
返
さ
れ
た
。

九
月
二
十
四
日
の
朝
五
時

(

午
前
八
時
頃)

、
同
心
の

ひ
と
り
佐
野
六
兵
衞
が
病
死
。
二
十
二
日
の
夜
か
ら

｢

中

症｣
(

中
風)

で
危
な
い
状
態
だ
っ
た
の
で
、
同
心
世
話

役
の
小
沢
又
四
郎
が
二
十
三
日
に
佐
野
宅
を
訪
れ
、
跡
目

願
の
手
続
き
を
済
ま
せ
て
い
た(

実
際
に
は
既
に
亡
く
な
っ

て
い
た
可
能
性
も)

。
小
沢
は
佐
野
の
願
書
を
月
番
の
奉

行
で
あ
る
深
見
新
兵
衛
に
渡
し
た
。
二
十
五
日
、
深
見
新

兵
衛
は
、
佐
渡
守

(

若
年
寄
・
板
倉
勝
清)

の
用
人
を
通

し
て
佐
渡
守
に
佐
野
六
兵
衞
の
願
書
と
由
緒
書
そ
し
て
同

役
中
願
書
を
提
出
し
た
。
佐
野
の
跡
目
は
悴
の
弥
三
八
が

継
ぐ
こ
と
に
な
る
。

十
月
二
十
四
日
、
佐
野
の
死
に
よ
っ
て
生
じ
た
欠
員

(｢

明
跡｣)

を
埋
め
て
ほ
し
い
旨
の
願
書
を
伊
予
守

(

若

年
寄
・
本
多
忠
統)

に
提
出
し
た
。

寛
延
三
年
庚
午

(

一
七
五
〇)

正
月
か
ら
六
月
ま
で

(

第

三
十
八
冊
目)

(

正
月)

川
口
頼
母

(

二
月)

深
見
新
兵
衛

(

三
月)

小
田
切
治
大
夫

(
四
月)
大
岡
五
平
次

(

五
月)

大
岡

五
平
次

(

六
月)

川
口
頼
母

【
正
月
】

十
九
日

石
見
守
殿
よ
り
被
仰
下

左
之
通
御
用
人
え

差
出
之

筑
前
国
絵
図

一
枚

郷
牒
一
冊

一
筥

(

寛
延
四
年
四
月
四
日
下)

【
二
月
】

二
十
四
日

御
目
付
中
よ
り
奥
御
右
筆
青
山
治
右
衛
門
逢

申
度
よ
し
申
来
候
に
付
罷
越
候
処

此
度
西

川
忠
次
郎
・
渋
川
六
蔵
御
用
に
付
致
上
京
候

間
去
る
辰
年
拝
借
之
西
洋
暦
経
・
暦
算
全
書

二
部
当
分
御
書
物
蔵
え
預
置
申
度
旨

依
之

治
右
衛
門
え
遣
申
候

右
は
御
用
い
ま
た
相

済
不
申
候
故
急
度
返
納
に
て
無
御
座
候

(

下

略)
(

三
月
一
日
に
西
川
忠
次
郎
惣
領
の
要

人
か
ら
二
部
を
預
か
り
納
置)

(

三
月
一
日
の
条
に
右
の

｢

預
か
り
証｣

の

文
面
あ
り)

右
之
通
当
分
帰
府
迄
預
り
候
間

拝
借
之
張

紙
は
取
除
不
申
候

錠
前
有
之

半
長
持
に

入
先
年
相
渡
候

此
節
右
長
持
鎰
共
に
受
取

申
候

重
て
渡
し
候
節
も
右
之
通
に
て
相
渡

可
然
候

鎰
并
彼
方
よ
り
の
目
録
右
号
に
入

置
候

二
月
二
十
四
日
の
件
は
、
西
川
忠
次
郎
と
渋
川
六
蔵
が

上
京
す
る
の
で
、
寛
延
元
年
に
拝
借
し
た

『

西
洋
暦
経』

『

暦
算
全
書』

の
二
部
を
、
返
納
で
は
な
く
、
と
り
あ
え

ず
書
物
方
に
預
か
り
保
管
し
て
も
ら
う
と
い
う
も
の
。
書

物
方
で
は

｢

預
か
り
証｣

を
作
成
し
て
、
三
月
一
日
に
二

部
を
御
蔵
に
収
納
す
る
こ
と
と
し
た
。
西
川
と
渋
川
の
上

京
理
由
は
、『

徳
川
実
紀』

の
同
年
二
月
の
条
に

｢

三
日

天
文
方
渋
川
六
蔵
則
休
・
西
川
忠
次
郎
正
休
を
京
に
上
ら

し
め
ら
る
。
測
量
の
事
に
よ
り
て
な
り｣

と
あ
る
。
書
物

書
物
方
年
代
記
①

延
享
三
年
〜
宝
暦
十
年

二
二
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方
の

｢

預
か
り
証｣

に
は
、｢

当
分
帰
府
迄
預
り
候
間
拝

借
之
張
紙
は
取
除
不
申｣

と
あ
り
、｢

拝
借｣

の
紙
を
張
っ

た
ま
ま
御
蔵
に
収
め
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

特
記
事
項
は
以
下
の
通
り
。
新
規
に
収
納
す
る
こ
と
に

な
っ
た
書
物
を
新
調
し
た
箱
に
入
れ
、
目
録
に
記
載
す
る

ま
で
西
御
蔵
に
置
く
こ
と
と
し

(

正
月
十
四
日)

、
二
月

十
二
日
、
同
心
世
話
役
の
小
沢
又
四
郎
が
、
会
所

(

書
物

方
の
執
務
室)

の

｢

下
書
御
目
録｣

に
記
載
。｢

清
書
御

目
録｣

に
も
追
っ
て
記
載
す
る
予
定
だ
と
い
う
。

正
月
十
四
日

去
秋
御
箱
出
来
候
御
書
物
今
日
入
附
置
申

候

追
て
御
目
録
に
書
載
迄
は
西
御
蔵
下
に

差
置
候

正
字
通
一
部
は
元
番
之
所
に
置
附

之

二
月
十
二
日

先
月
十
四
日
御
箱
へ
入
付
候
新
規
御
書
物

今
日
又
四
郎
罷
出

会
所
下
書
御
目
録
に
書

載
申
候

追
て
清
書
御
目
録
に
も
書
入
可
申

筈
に
御
座
候

二
月
五
日
、
今
年
の
春
は

｢

暖
気
南
風｣

で
御
蔵
の
書

物
の
保
存
状
態
が
心
配
な
の
で
、
晴
天
の
こ
の
日
、｢

風

入｣

を
行
っ
た
。
同
八
日
に
は
、
近
藤
源
次�
が｢

脚
痛｣

で
十
日
の
詰
番
に
出
勤
で
き
な
い
旨
連
絡
が
あ
っ
た
の
を

受
け
て
、
当
分
繰
り
上
げ
て
詰
番
を
務
め
る
こ
と
に
。

四
月
九
日
、
松
平
宮
内
少
輔

(

若
年
寄
・
松
平
忠
恒)

か
ら
蔵
書
調
査
の
書
付
が
到
来
し
、『

日
本
紀
略』

『

弘
安

格
式』

『

延
喜
儀
式』

が
御
蔵
に
在
る
か
ど
う
か
尋
ね
ら

れ
る
。
目
録
を
調
べ
た
結
果
、『

日
本
紀
略』

の
み
所
蔵

す
る
旨
を
十
一
日
に
回
答
す
る
。
さ
ら
に
十
三
日
に
は
、

『

弘
安
格
式』

『

延
喜
儀
式』

は

｢

伊
勢
内
宮
外
宮
文
庫｣

に
あ
る
旨
の
書
付
を
奥
右
筆
・
臼
井
藤
右
衛
門
に
提
出
し

た
。四

月
十
四
日
、
御
蔵
の
漏
水
箇
所
の
点
検
を
行
う
。
同

日
の
日
記
に

｢

昨
夜
大
雨
に
付
御
蔵
吟
味
致
さ
せ
候
処

新
御
蔵
に
漏
所
壱
つ
東
御
蔵
に
三
所
雨
漏
有
之

則
印
下

札
い
た
さ
せ
置
候｣

と
あ
り
。

六
月
一
七
日
、『

御
法
令
御
条
目

(

御
箱)』

と

『

御
朱

印(

長
持)』

の｢

風
干
伺
書｣

二
通
を
、
奥
右
筆
組
頭
・

蜷
川
八
右
衛
門
を
通
じ
て
信
濃
守
殿

(

若
年
寄
・
小
出
英

持)

へ
差
出
す
。

寛
延
三
年
庚
午

(

一
七
五
〇)

七
月
か
ら
十
二
月
ま
で

(

第
三
十
九
冊
目)

(

七
月)

深
見
新
兵
衛

(

八
月)

小
田
切
治
大
夫

(

九

月)

近
藤
源
次�(
十
月)

大
岡
五
平
次

(

十
一
月)

川
口
頼
母

(

十
二
月)

深
見
新
兵
衛

【
八
月
】

二
十
一
日

昨
二
十
日
七
つ
時
比
水
上
美
濃
守
殿
よ
り
拙

宅
(

近
藤
源
次�
宅)

え
御
来
書

左
之
通

差
上
可
申
旨
被
仰
下

則
今
朝
差
上
之

(

同
月
二
十
九
日
下)

東
山
慈
照
寺
図

一
枚

北
山
鹿
苑
寺
図

一
枚

北
山
金
閣
／
東
山
銀
閣
建
地
割

二
枚

帳

一
冊
附

東
求
堂
建
地
割

一
枚

右
一
筥
に
入

右
之
通
養
仙
を
以
差
出
候
処

美
濃
守
殿
御

逢
御
請
取
被
成
候
段
被
仰
候

【
九
月
】

四
日

昼
時
美
濃
守
殿
よ
り
左
之
御
書
物
只
今
差
出

候
様
に
被
仰
下
候

(

十
二
月
二
十
五
日
下)

寛
明
事
跡
録

七
十
一
冊

追
て
石
見
守
殿
よ
り
左
之
御
書
物
只
今
差
出

候
様
に
被
仰
下

右
一
所
に
持
参
差
出
候

取
次
文
智
を
以
御
両
所
え
差
出
候

(

十
二
月
二
十
五
日
下)

万
天
日
録

六
十
三
冊

水
上
美
濃
守

(

西
丸
側
衆
・
水
上
興
正)

お
よ
び
石
見

守

(

同
・
小
笠
原
政
登)

か
ら
の
請
求
で
貸
し
出
し
た
の

は
、
大
御
所
吉
宗
の
閲
覧
用
で
あ
ろ
う
。

七
月
五
日
の
日
記
に

｢

聖
済
総
録
う
ん
と
ん
の
粉
を
ま

ふ
せ
候
様
に
湿
気
候
間
今
日
日
干
申
候｣

と
あ
り
。
御
蔵

の

『

聖
済
総
録』

が
湿
気
で

｢

う
ん
と
ん
の
粉｣

(

う
ど

ん
粉)

を
ま
ぶ
し
た
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
こ
の
日
、

日
陰
干
し
を
し
て
い
る
。『

聖
済
総
録』

は
、
宋
の
政
和

中

(

十
二
世
紀
初
期)

の
勅
撰
の
医
書
。

九
月
四
日
に
は
、
土
佐
守

(

西
丸
側
衆
・
小
堀
政
方)

か
ら
二
条
城
の
絵
図
が
あ
る
か
ど
う
か
問
い
合
わ
せ
が
あ
っ

た
。

(

上
略)

土
佐
守
殿
よ
り
城
絵
図
之
内
二
條

御
城
之
絵
図
有
之
候
哉
且
又
御
天
守
絵
図
三

書
物
方
年
代
記
①

延
享
三
年
〜
宝
暦
十
年

二
三
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枚
と
有
之
内
二
條
御
天
守
有
之
候
哉
致
吟
味

差
出
候
様
に
被
仰
下
候

依
之
城
絵
図
目
録

并
小
絵
図
目
録
令
吟
味
候
処
無
之
候

御
天

守
絵
図
は
三
枚
共
一
つ
御
天
守
之
絵
図
に
て

候

尤
江
戸
御
城
之
御
天
守
絵
図
と
申
伝
候

間

右
之
旨
書
付
相
認

又
西
丸
え
罷
出
土

佐
守
殿
え
申
達
候

あ
わ
せ
て
御
蔵
に
あ
る

『

御
天
守
絵
図』

三
枚
の
う
ち

に
二
条
城
の
天
守
絵
図
が
含
ま
れ
て
い
る
か
否
か
も
。
書

物
方
で
は

『

城
絵
図
目
録
并
小
絵
図
目
録』
を
調
べ
た
う

え
、
所
蔵
し
な
い
旨
回
答
。
ま
た

『

御
天
守
絵
図』

は
い

ず
れ
も
江
戸
城
天
守
閣
の
絵
図
と
申
し
伝
え
ら
れ
て
い
る

と
回
答
し
た
。

十
一
月
か
ら
十
二
月
に
か
け
て
人
事
面
で
も
大
き
な
動

き
が
あ
っ
た
。
十
一
月
晦
日
に
奉
行
の
ひ
と
り
小
田
切
治

大
夫
昌
倫

(

八
十
二
歳)

が
老
衰
を
理
由
に
辞
職
し
小
普

請
入
り
し
た
。
彼
に
は
御
褒
美
と
し
て
金
二
枚
が
下
さ
れ

た
。十

二
月
八
日
、
同
じ
く
奉
行
の
近
藤
源
次�
舜
政

(

六

十
歳)

の
病
死
に
つ
い
て
、
日
記
に
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

昨
七
日
近
藤
源
次�
義
病
気
差
重
り
候
旨
新

兵
衛
方
迄
申
来
候
に
付

詰
番
頼
母
方
并
五

平
次
方
へ
も
申
達
し
三
人
申
合
源
次
郎
宅
へ

罷
越
願
書
印
形
請
取

異
変
有
之
候
は
ゝ
新

兵
衛
方
え
被
達
候
様
小
源
太
え
申
置
三
人
罷

帰
候
処

昨
夜
五
時
過
死
去
之
旨
新
兵
衛
方

へ
申
来
候
に
付

今
朝
拙
者

(

＝
大
岡
五
平

次)

信
濃
守
殿
御
宅
へ
罷
越
源
次
郎
願
書
并

同
役
連
名
之
願
書
用
人
竹
下
源
太
左
衛
門
を

以
差
上
候
処

同
役
願
書
之
内
御
好
有
之

外
に
男
子
無
之
哉
否
其
段
書
入
可
申
旨
被
仰

聞
候
に
付

御
役
所
え
罷
出
願
書
御
好
之
通

認
直
し
信
濃
守
殿
御
退
出
後
持
参

(

中
略)

源
次
郎
願
書
は
御
一
覧
之
上
此
方
へ
御
戻
し

被
成
候

則
右
号
へ
入
置
候

七
日
に
近
藤
が
危
篤
で
あ
る
と
深
見
新
兵
衛
方
に
報
せ

が
あ
り
、
新
兵
衛
は
川
口
頼
母
・
大
岡
五
平
次
と
申
し
合

わ
せ
、
三
人
で
近
藤
方
へ
。
近
藤
が
印
を
捺
し
た
惣
領
小

源
太
へ
の
跡
目
願
い
を
受
け
取
っ
て
帰
っ
た
。
そ
の
後
、

五
時

(

午
後
八
時
頃)

過
ぎ
に
近
藤
死
去
の
報
せ
が
あ
っ

た
。翌

八
日
、
大
岡
五
平
次
が
近
藤
の
願
書
と
同
役

(

書
物

奉
行)

連
名
の
願
書
を
信
濃
守

(

若
年
寄
・
小
出
英
持)

に
差
し
出
し
た
。
信
濃
守
か
ら
願
書
に
文
面
の
修
正
と
近

藤
に
他
に
男
子
が
な
い
こ
と
を
書
き
入
れ
る
よ
う
指
示
が

あ
っ
た
の
で
、
修
正
し
た
う
え
再
度
持
参
し
た
。
近
藤
の

願
書
は
左
の
通
り
。奉

願
候
覚

高
弐
百
三
拾
俵

近
藤
源
次�

五
人
扶
持

午
六
拾
歳

実
子
惣
領近

藤
小
源
太

午
弐
拾
弐
歳

私
儀
九
月
下
旬
よ
り
中
症
相
煩
養
生
仕
候
得

共

次
第
に
草
臥
強
ち
本
復
可
仕
躰
無
御
座

候

依
之
家
督
之
儀
実
子
小
源
太
え
被
下
置

候
様
に
奉
願
候

此
段
御
支
配
方
へ
被
仰
上

可
被
下
候

以
上

寛
延
三
午
年
十
二
月

近
藤
源
次�
印

川
口

頼
母
殿

深
見
新
兵
衛
殿

大
岡
五
平
次
殿

ま
た
書
物
奉
行
三
人
連
名
の
願
書
は

高
弐
百
三
拾
俵

近
藤
源
次�

五
人
扶
持

午
六
拾
歳

御
目
見
仕
候

実
子
惣
領近

藤
小
源
太

午
弐
拾
弐
歳

右
之
外
男
子
無
御
座
候

右
源
次
郎
儀
九
月
下
旬
よ
り
中
症
相
煩
養
生
仕
候
得
共
不

相
叶

昨
夜
五
時
過
死
去
仕
候

家
督
之
儀
実
子
小
源
太

え
被
下
置
候
様
奉
願
候
旨
存
生
之
内
私
共
迄
申
聞
候

願

之
通
被
仰
付
被
下
候
様
奉
願
候
以
上

午
十
二
月

(

川
口
・
深
見
・
大
岡
連
名)

辞
職
と
病
死
で
二
人
の
奉
行
が
去
っ
た
の
ち
、
十
二
月

二
十
五
日
に
曲
淵
惣
兵
衞
政
樹
と
服
部
金
左
衛
門
保
正
が

書
物
奉
行
を
拝
命
し
た
。

書
物
方
年
代
記
①

延
享
三
年
〜
宝
暦
十
年

二
四
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寛
延
四
年
辛
未

(

一
七
五
一)

正
月
か
ら
六
月
ま
で

(

第

四
十
冊
目)

(

正
月)
大
岡
五
平
次(

二
月)

曲
淵
惣
兵
衛(

三
月)

服
部
金
左
衛
門

(
四
月)

川
口
頼
母

(

五
月)

深
見
新

兵
衛

(

六
月)
大
岡
五
平
次

【
四
月
】

十
五
日

左
衛
門
尉
殿
御
用
に
付
今
朝
御
殿
え
罷
出
候

処

於
新
部
屋
奥
御
祐
筆
清
須
孫
之
丞
・
柴

田
藤
三
郎
対
談

左
之
通
新
規
御
預
に
付
御

蔵
へ
納
置
候
様
左
衛
門
尉
殿
被
仰
渡
候
段
書

付
を
以
申
聞
候

延
享
五
辰
年

朝
鮮
書
翰
并
別
幅

弐
枚
一
包

一
箱

朝
鮮
国
御
返
翰
写

壱
枚

同
御
別
幅
写

壱
枚

大
御
所
様

一
箱

朝
鮮
国
御
別
幅
写

壱
枚

大
御
所
様

朝
鮮
国
え
御
別
幅
写

壱
枚

右
四
枚
壱
筥
桐
白
木
平
箱
木
綿
サ
ナ
タ

紐
有
之

朝
鮮
国
え
御
返
翰
并
御
別
幅
写

一
箱

大
御
所
様
／
大
納
言
様
朝
鮮
国
え
御
別
幅
写

(

こ
の
箇
所
、
張
り
紙
あ
り
。
資
料
名
、

点
数
確
定
困
難)

四
月
十
五
日
、
左
衛
門
尉

(

老
中
・
酒
井
忠
寄)

の
御

用
で
御
殿

(

江
戸
城
本
丸)

に
参
上
し
、
奥
右
筆
の
清
須

孫
之
丞
・
柴
田
藤
三
郎
と
対
談
。『

朝
鮮
書
翰
并
別
幅』

ほ
か
延
享
五
年

(

寛
延
元
年)

の
朝
鮮
通
信
使
の
記
録
を

新
規
に
御
蔵
に
収
納
す
る
こ
と
に
な
る
。

【
六
月
】

二
十
七
日

三
十
日
伺
に
不
及
御
書
物
・
三
十
日
伺
之
御

書
物
磯
野
丹
波
守
大
概
今
日
下
ヶ
被
申
候

七
つ
過
候
間

近
日
し
ら
べ
候
て
本
番
に
納

可
申
候

先
御
長
持
に
入
西
御
蔵
に
入
置
申

候

六
月
二
十
七
日
、
礒
野
丹
波
守

(

西
丸
小
姓
・
礒
野
政

武)

か
ら
、｢

三
十
日
伺
に
不
及
御
書
物｣

と

｢

三
十
日

伺
之
御
書
物｣

を
返
却
さ
れ
る
。
と
り
あ
え
ず
長
持
に
入

れ
西
御
蔵
に
入
れ
て
置
く
。｢

三
十
日

(

目)

伺｣

に
つ

い
て
は
、
福
井
保

『

紅
葉
山
文
庫』

に
左
の
よ
う
に
解
説

さ
れ
て
い
る
。

将
軍
に
差
上
げ
た
図
書
は
数
日
中
に
返
納
さ
れ
る

場
合
も
あ
っ
た
が
、
ま
た
、
長
期
間
お
手
元
に
留

め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。(

中
略)

ご
用
済
み

の
後
そ
の
ま
ま
滞
留
し
て
い
る
と
紛
失
の
恐
れ
が

あ
り
、
他
の
借
覧
も
妨
げ
る
の
で
、
差
上
げ
て
か

ら
三
十
日
め
に
は
、
書
面
に
記
し
て
事
務
的
に
一

応
催
促
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
享
保

七
年

(

一
七
二
二)

二
月
八
日
に
定
め
ら
れ
、
以

後
慣
例
と
な
っ
た
。
こ
れ
を｢

三
十
日
目
伺(

窺)｣

と
呼
ん
だ
。

将
軍
の
閲
覧
の
た
め
貸
し
出
さ
れ
た
書
物
と
は
い
え
、

将
軍
の
も
と
に
不
必
要
に
置
か
れ
返
納
が
延
滞
す
る
の
は

好
ま
し
く
な
い
。｢

三
十
日
伺｣

は
こ
の
よ
う
な
延
滞
を

避
け
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
制
度
だ
っ
た
。｢

三
十
日
伺

に
不
及
御
書
物｣

と
は
、
こ
の
よ
う
な

｢

三
十
日
伺｣

の

対
象
外
で
、
長
期
間
将
軍
の
手
元
に
置
か
れ
る
予
定
の
書

物
で
あ
ろ
う
。
そ
の
双
方
の
書
物
が
、
小
姓
の
礒
野
丹
波

守
を
通
し
て
書
物
方
に
返
却
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
そ
れ
ら

の
書
名
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

(

六
月)

二
十
八
日

一
昨
日
磯
野
丹
波
守
被
相
渡
候
御

書
物
左
之
通
不
残
今
日
相
改
候
処

別
条
無

御
座
候

近
日
元
番
え
相
納
可
申
候

不
及
伺
内

△
令
義
解

十
一
冊

同
△
帝
鑑
図
説

六
冊

同
△
康
煕
字
典

四
十
冊

同
△
花
押
藪

七
冊

同
△
続
花
押
藪

七
冊

同
△
御
年
譜

五
冊

寅
正
月
六
日
上
ル

伺
之
内

△
七
書
直
解

十
四
冊

寅
不
及
伺
内

伺
之
内

△
東
武
実
録

四
十
冊

一
筥

不
及
伺
之
内

書
物
方
年
代
記
①

延
享
三
年
〜
宝
暦
十
年

二
五

����������������������������������������
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△
禁
秘
抄

一
冊

同
△
餝
抄

一
冊

此
一
部
元
上
置
候
御
本
と
相
違
に
付

閏
六
月
朔
日
西
丸
へ
持
参

磯
野
丹

波
守
え
相
渡

都
合
十
部

一
昨
日
丹
波
守
被
相
渡
候
御
書
物
右
十
部
之
外
左

之
通
未
再
吟
味
不
致
之

増
補
庶
物
類
纂

二
筥

二
十
九
冊
五
帙

総
序
凡
例
一
冊
一
帙

庶
物
類
纂
序

一
筥

但
蔡
宏
謨
草
稿
一
冊

書
付
一
通
也

両
東
筆
語

三
冊

御
書
物
目
録

九
冊

帳
面
一
冊

一
筥

右
之
分
未
改
之

将
軍
か
ら
の
返
却
と
は
い
え
、
貸
し
出
し
た
書
物
等
が
正

確
に
返
却
さ
れ
た
か
は
、
書
物
方
に
よ
っ
て
厳
重
に
チ
ェ
ッ

ク
さ
れ
た
。
書
名
が
同
じ
で
も
、
御
蔵
の
蔵
書
で
は
な
い

書
が
誤
っ
て
紛
れ
込
む
恐
れ
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
事
実
、

返
却
さ
れ
た
書
物
の
う
ち
、『

餝
抄』

は

｢

此
一
部
元
上

置
候
御
本
と
相
違｣

の
も
の
だ
っ
た
。
書
物
方
で
は
閏
六

月
一
日
に
、
こ
の
書
を
さ
っ
そ
く
礒
野
丹
波
守
に
渡
し
た
。

特
記
事
項
は
以
下
の
通
り
。

正
月
晦
日
、
こ
の
日
は
服
部
金
左
衛
門
が
出
勤
す
る
予

定
だ
っ
た
が
、
孫
娘
が
病
死
し
た
の
で
出
勤
を

｢

遠
慮｣

。

孫
娘
が
七
歳
未
満
だ
っ
た
の
で
、
遠
慮
は
一
日
だ
け
だ
っ

た
。二

月
四
日
の
夜
か
ら
五
日
昼
に
か
け
て
、
大
雨
。
六
日

に
三
棟
の
御
蔵
の
状
態
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
西
御
蔵
に
一

箇
所
漏
水
が
確
認
さ
れ
た

(｢

西
御
蔵
一
ヶ
所
漏
有
之
候

間
記
置
候｣)

。

三
月
晦
日
の
日
に
は
、
同
心
の
杉
山
半
次
郎
が
巣
鴨
原

町

(

現
・
文
京
区
千
石
一
丁
目)

の
借
宅
か
ら
同
町
内
に

建
て
た
家
に
転
居
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
家
を
建

て
た
と
い
っ
て
も
敷
地
は
借
地
で
、｢

梶
摂
津
守
殿
組
御

旗
同
心｣

(

旗
奉
行
梶
正
容
の
配
下
の
同
心)

高
橋
市
之

助
の
拝
領
屋
敷
内
に
建
て
た
家
作
だ
っ
た
。
杉
山
は
転
居

の
詳
細
を
世
話
役
の
小
沢
又
四
郎
に
届
け
た
。

六
月
十
八
日
の
日
記
に
は
こ
ん
な
記
述
が
。

明
十
九
又
四
郎
罷
出
候
に
付
増
夕
御
料
理
断
御
目

付
中
へ
出
之

御
徒
目
付
松
村
権
之
助
請
取
之

右
料
理
断
に

御
扣
の
文
字
認
出
申
候
所
御
扣
に

は
不
及
申
候
間

相
模
守
殿
・
佐
渡
守
殿
と
斗
認

両
通
遣
候
様
に
御
目
付
中
よ
り
申
来

其
通
り
改

遣
候

十
八
日
は
小
沢
又
四
郎
も
出
勤
す
る
の
で
、
夕
食
が
一

人
分
多
く
必
要
と
な
る
。
こ
の
旨
、
届

(｢

増
夕
御
料
理

断｣)

を
目
付
に
出
し
、
御
徒
目
付
が
こ
れ
を
受
理
。
書

物
方
で
は
右
の

｢

料
理
断｣
に

｢

御
扣｣

の
文
字
を
添
え

た
が
、
目
付
か
ら

｢

御
扣｣
は
不
要
で
、｢

相
模
守
殿｣

｢

佐
渡
守
殿｣

と
だ
け
書
い
た
二
通
の

｢

断｣

を
差
し
出

す
よ
う
指
示
が
あ
り
、
指
示
に
従
っ
て
あ
ら
た
め
て
差
し

出
し
た
。
相
模
守
は
老
中
の
堀
田
正
亮
、
佐
渡
守
は
若
年

寄
の
板
倉
勝
清
だ
ろ
う
。
同
心
に
勤
務
中
に
支
給
さ
れ
る

夕
食
が
一
食
分
増
え
る
だ
け
で
も
、｢

断｣

の
提
出
が
不

可
欠
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

寛
延
四
年
辛
未

(

一
七
五
一)

閏
六
月
か
ら
十
二
月
ま
で

(

第
四
十
一
冊
目)

《
十
月
二
十
七
日
改
元
↓
宝
暦
元
年
》

(

閏
六
月)

曲
淵
惣
兵
衛

(

七
月)

服
部
金
左
衛
門

(

八
月)

川
口
頼
母

(

九
月)

深
見
新
兵
衛

(

十
月)

大
岡
五
平
次

(

十
一
月)

川
口
頼
母

[

助
月
番]

(

十

二
月)

服
部
金
左
衛
門

出
納
の
関
係
で
は
、
閏
六
月
一
日
の
記
述
に
、
六
月
二

十
六
日
に
西
丸
よ
り
返
却
さ
れ
た

(｢

下
り
候｣)

書
物
の

う
ち
、『

餝
抄』

が
享
保
十
五
年
八
月
に
差
し
上
げ
た
物

と
違
う
件
に
つ
い
て
、
丹
波
守

(

礒
野
政
武)

に
書
付
を

提
出
し
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。

先
月
二
十
六
日
西
丸
よ
り
下
り
候
御
書
物
之
内
柿

表
紙
餝
抄
三
冊
同
二
十
八
日
吟
味
い
た
し
候
所

享
保
十
五
戌
年
八
月
差
上
置
候
餝
抄
と
は
表
紙
色

筆
者
共
に
ち
か
い
候
間

今
日
頼
母
新
兵
衛
西
丸

え
罷
越
道
筑
え
申
談

書
付
を
以
丹
波
守
え
相
違

之
義
申
達
候
所

追
て
挨
拶
可
有
之
由
被
申
聞
候

ま
た
閏
六
月
六
日
の
条
に
も
、｢

三
十
日
伺
に
不
及
分

十
二
部
・
三
十
日
伺
之
分
六
部

都
合
拾
八
部
之
内

下

り
候
御
書
物
九
部
其
外
九
部
下
り
不
申
訳
申
之
書
付
一
冊

磯
野
丹
波
守
被
相
渡
候｣

と
あ
り
、
西
丸(

大
御
所
吉
宗)

に
差
上
げ
て
い
た
書
物
に
関
す
る
書
付
一
冊
が
、
書
物
方

に
提
出
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
書
付
に
は

｢

御

書
物
掛
り
御
小
性
菅
沼
伊
賀
守
・
磯
野
丹
波
守
・
浦
上
周

書
物
方
年
代
記
①

延
享
三
年
〜
宝
暦
十
年

二
六
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防
守
・
平
岡
対
馬
守
連
名
之
書
付
也｣

の
但
し
書
き
が
あ

り
、
西
丸
小
姓
に｢

御
書
物
掛
り｣

の
小
姓
が
数
名
い
て
、

大
御
所
の
た
め
に
御
蔵
の
書
物
類
を
借
り
出
す
事
務
を
行
っ

て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

閏
六
月
十
五
日
の
条
に
は
、｢

慶
長
以
来
諸
法
度

六

冊

秘
伝
花
鏡

四
冊

餝
抄

三
冊｣

の
三
部
に
つ
い

て
、｢

此
間
小
堀
土
佐
守
殿
并
磯
野
丹
波
守
被
申
渡
候
趣

を
以
今
日
会
集
之
上
五
人
立
合
御
目
録
除
之
候｣

と
あ
る
。

ど
う
や
ら
こ
の
三
部
は
西
丸
に
貸
し
出
し
た
の
ち
所
在
不

明
に
な
っ
た
よ
う
で
、
同
日
、
書
物
方
の
会
所
に
五
人
の

書
物
奉
行
が
集
ま
り
、『

御
目
録』

か
ら
こ
れ
ら
三
部
を

削
除
し
た
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

六
月
末
か
ら
閏
六
月
に
か
け
て
、
西
丸
に
貸
し
出
し
た

書
物
の
返
却
や
調
査
の
記
述
が
多
い
の
は
、
六
月
二
十
日

に
大
御
所
吉
宗
の
喪
が
発
せ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
関
係

す
る
記
事
を
引
け
ば
。

閏
六
月
一
日

御
風
干
之
儀
先
月
二
十
五
日
請
取
物
之
書

付
差
出
し
土
用
入
二
十
七
日
よ
り
御
風
干
可

致
処

二
十
日
大
御
所
様
薨
御
被
遊
候

有

章
院
様
薨
御
之
節

六
月
朔
日
土
用
入
当
日

よ
り
御
中
陰
無
構
請
取
物
御
風
干
等
相
済
候

へ
共

此
節
土
用
入
程
近
く
候
に
付

御
二

七
日
已
後
御
風
干
始
可
申
と
申
合
候
間

今

日
諸
向
請
取
物
書
付
相
模
守
殿
佐
渡
守
殿
え

幸
伯
を
以
差
上
候

早
速
向
々
へ
下
り
申
候

間

御
納
戸
へ
明
日
品
々
請
取
可
申
由
組
頭

衆
へ
申
達
候

閏
六
月
十
日

今
日
御
出
棺
に
付
御
風
干
延
引

申
の
下
刻

御
出
棺

子
の
刻

御
送

葬

閏
六
月
二
十
三
日

昨
夕
六
時
御
目
付
土
屋
長
三
郎
・
稲

生
下
野
守
よ
り
来
書

大
御
所
様
御
預
り
之

御
道
具
有
之
候
哉

有
無
之
義
明
日
中
差
出

候
様
に
申
来
候
間

今
日
金
左
衛
門
加
出
致

し
左
之
書
付
頼
母
・
金
左
衛
門
御
殿
に
持
参

稲
生
下
野
守
え
相
渡
し
承
知
之
旨
被
申
候

御
書
物
蔵
御
代
々
御
書
物
之
外

別
に

大
御
所
様
御
預
ヶ
被
申
候
は
無
御
座
候

尤
御
道
具
類
無
御
座
候

以
上

壬
六
月
二
十
三
日

御
書
物
奉
行

閏
六
月
一
日
・
十
日
の
記
事
は
大
御
所
死
去
に
伴
う

｢

御
風
干｣

(

御
蔵
の
蔵
書
の
曝
書)

の
延
期
に
関
す
る
も

の
。
同
二
十
三
日
の
記
事
は
、
書
物
方
に
大
御
所
か
ら
預

か
っ
た

｢

御
道
具｣

が
な
い
か
目
付
か
ら
問
い
合
わ
せ
が

あ
っ
た
件
で
、
書
物
奉
行
は
特
に
大
御
所
か
ら
預
け
ら
れ

た
御
道
具
は
無
い
旨
を
回
答
し
た
。

貸
し
出
し
の
際
の
仲
介
者
が
亡
く
な
っ
た
場
合
に
も
、

貸
し
出
し
た
書
物
の
書
名
や
冊
数
等
が
書
物
方
か
ら
後
任

者
や
同
役
に
通
知
さ
れ
た
。
九
月
十
五
日
の
条
に
左
の
よ

う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

九
月
十
五
日

四
年
已
前
辰
年
八
月
晦
日

謡
本
稽
古
書

上
原
備
後
守
を
以
差
上
候
処

備
後
守
当
八

月
三
日
病
死
に
付

村
上
肥
前
守
え
今
日
申

入
候
て
致
面
談

辰
年
備
後
守
え
相
渡
候
趣

委
細
申
達

左
之
通
書
付
相
渡
申
候
被
致
承

知
候

謡
本

九
十
一
冊

文
匣
に
入

稽
古
書

一
冊

一
箱

右
寛
延
元
辰
年
八
月
晦
日

上
原
備
後
守
殿

え
相
渡
置
候

但
九
十
一
冊
之
目
録
別
紙
認
為
心
得
相
渡

之

未
九
月

御
書
物
奉
行

四
年
前

(

現
代
の
数
え
方
で
は
三
年
前)

の
寛
延
元
年

八
月
晦
日
に

『

謡
本』

『

稽
古
書』

の
二
部
を
上
原
備
後

守

(

小
納
戸
頭
取
で
名
は
元
常)

に
渡
し
た
旨
を
、
同
役

(

小
納
戸
頭
取)

の
村
上
肥
前
守

(

義
方)

に
文
書
で
伝

え
た
の
だ
っ
た
。

書
名
の
誤
り

(

ひ
い
て
は
目
録
の
誤
り)

の
修
正
や
分

類
の
変
更
な
ど
、
書
物
方
な
ら
で
は
の
業
務
も
行
わ
れ
て

い
る
。

閏
六
月
二
十
九
日

詩
文
之
内
精
選
唐
詩
と
有
之
名
目
書

名
と
不
相
聞
候
得
共

三
郎
左
衛
門
詩
文
之

目
録
改
候
節

序
文
迄
は
気
付
不
申
外
題
之

通
に
認
置
申
義
と
存
候

今
日
致
吟
味
候
得

は
序
に
唐
詩
三
雅
と
有
之
候

序
文
明
白
に

御
座
候
之
間

御
目
録
三
部
共
に
唐
詩
三
雅

と
相
改
申
候

尤
外
題
近
日
書
改
候
様
に
申

付
候

精
選
と
申
は
書
林
之
言
葉
に
て
書
名

に
て
は
無
御
座
候

泉
志
合
刻
之
義
一
部
宛
御
目
録
に
書
込
可
然

書
物
方
年
代
記
①

延
享
三
年
〜
宝
暦
十
年

二
七
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候
得
共

当
分
類
書
に
致
置
候
て
も
相
済
可

申
事
故

類
書
小
目
に
六
種
之
書
名
を
書
認

置
申
候

帙
も
損
し
有
之
候
間

追
て
は
一

部
宛
取
は
な
し
御
目
録
に
書
入
可
然
候

七
月
三
日

雑
品
之
内
冥
通
記
は
真
霊
位
業
図
・
銅
剱
讃

二
部
を
合
冊
い
た
し
有
之
候
間

三
通
り
に

と
ち
分
け

位
業
図
は
冥
通
記
之
末
に
載
せ

銅
剱
記
は
詩
文
内
に
載
せ
置
き
申
候

七
月
十
七
日

演
禽
三
世
相
一
冊
兼
て
致
吟
味
候
処

部

類
雑
品
に
て
は
無
之
占
書
に
て
候
間

今
日

相
改

四
之
四
番
天
文
之
末
占
書
之
内
え
入

申
候

小
草
斎
文
集
詩
話
附
八
冊
之
所

詩
話
一
冊

同
部
末
之
詩
話
之
類
え
入
不
足
本
と
註
し
文

集
は
七
冊
に
改

是
又
初
三
巻
闕
候
故
不
足

本
と
註
し
候

且
又
雑
品
之
内
居
東
集
雑
纂

四
巻
可
有
之
候

是
又
不
足
本
註
之

人
事
で
は
、
奉
行
の
曲
淵
惣
兵
衞
正
樹
が
九
月
一
日
に

病
死

(

享
年
五
十
歳)

。
十
月
二
十
七
日
に
本
郷
与
三
右

衛
門
一
泰
が
奉
行
を
拝
命
し
た
。

九
月
二
日

昨
朔
日
曲
淵
惣
兵
衛
病
気
差
重
り
候
之
旨
同

役
中
え
申
来
候
に
付

(

中
略)

昨
夜
六
つ
時

死
去
の
由
五
平
次
方
へ
申
来
候

依
之
今
朝

五
平
次
・
頼
母

宮
内
少
輔
殿
御
宅
え
罷
越

惣
兵
衛
願
書
并
同
役
連
名
之
願
書

用
人
関

文
大
夫
を
以
差
上
候

(

下
略)

十
月
二
十
七
日

左
之
通
同
役

(

御
書
物
奉
行)

被
仰
付

之

大
御
番
中
根
大
隅
守
組

高
弐
百
五
拾
俵

本
郷
与
三
右
衛
門

明
代
の
能
書
家
の
姜
立
綱
が
書
い
た
四
書

(

大
学
・
中

庸
・
論
語
・
孟
子)

の
校
合
を
行
っ
て
い
る
。

十
二
月
十
六
日

姜
立
綱
四
書
白
文
今
日
大
学
一
冊
板
本

と
校
合
い
た
し
候

筆
誤
之
所
は
別
に
相
記

羽
目
に
は
り
置
申
候

其
外
は
相
違
之
所
一

字
も
無
御
座
候

十
二
月
十
八
日

姜
立
綱
四
書
白
文
論
語
一
の
巻
少
々
校

合
い
た
し
候

残
り
重
て
校
合
可
致
候

但
校
合
之
書
付
数
多
可
有
之
候
間

一
昨

日
五
平
次
被
致
校
合
候
書
付
共
に
一
所
に

小
文
匣
え
入
置
候

左
様
心
得
可
被
成
候

十
二
月
十
九
日

姜
立
綱
四
書
白
文
之
内
論
語

先
進
／

顔
淵

両
篇
校
考
致
之

十
二
月
二
十
日

姜
立
綱
四
書
白
文
之
内
孟
子
一
二
巻
校

合
致
之

十
二
月
二
十
三
日

姜
立
綱
白
文
四
書

孟
子
十
二
十
三

之
巻
校
合
致
之

十
二
月
二
十
四
日

姜
立
綱
四
書

論
語

八
九
十
終
／

孟
子

十
四
終
校
合
相
済

十
二
月
二
十
五
日

姜
立
綱
四
書
之
内
孟
子
三
四
五
巻
校

合
致
之

十
二
月
二
十
六
日

姜
立
綱
四
書
之
内
板
本
之
論
語
初
巻

一
冊
校
合
相
済
候

十
二
月
二
十
七
日

姜
立
綱
四
書
中
庸
校
合
相
済

宝
暦
二
年
壬
申

(

一
七
五
二)

正
月
か
ら
六
月
ま
で

(

第

四
十
二
冊
目)

(

正
月)

本
郷
与
三
右
衛
門

(

二
月)

川
口
頼
母

(

三

月)

深
見
新
兵
衛

(

四
月)

大
岡
五
平
次

(

五
月)

服
部
金
左
衛
門

(

六
月)

本
郷
与
三
右
衛
門

【
正
月
】

十
二
日

昨
日
大
岡
出
雲
守
殿
被
仰
渡
候
御
巻
物

今

日
拙
者

(

深
見
新
兵
衛)

致
加
出

御
同
人

え
差
出
之

取
次
清
固

石
摺
絵
入
蘭
亭
記

一
巻

(

十
二
月
二
十
五
日
大
納
言
様
へ
被
進
成
る)

十
九
日

(

上
略)

出
雲
守
殿
よ
り
良
筑
を
以
左
之
御

書
物
差
出
候
様
に
被
仰
聞

即
御
同
人
え
差

出
之

但
良
筑
退
出
に
付
玄
良
取
次

万
姓
統
譜

五
十
冊

(

十
二
月
二
十
五
日
大
納
言
様
へ
被
進
成
る)

書
物
方
年
代
記
①

延
享
三
年
〜
宝
暦
十
年

二
八
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【
二
月
】

八
日

左
之
通
兵
部
少
輔
殿
え
清
固
を
以
差
出
之

(
宝
暦
四
年
五
月
十
三
日
下)

五
経
大
全六

十
四
冊

五
帙
二
重
筥
鑰
二
つ

十
日

昨
日

(

大
岡)

出
雲
守
殿
被
仰
聞
候
左
之
御

書
物
今
日
新
兵
衛
致
加
出
御
同
人
え
清
固
を

以
差
出
之

十
三
経
註
疏二

百
一
冊

白
桐
二
重
筥
帙
共

二
十
一
史

四
百
五
十
冊

六
筥
鑰
共

(

右
二
部
十
二
月
二
十
五
日
大
納
言
様
へ
被

進
に
成
る)

十
二
日

(

上
略)

(

田
沼)

主
殿
頭
殿
良
筑
を
以
左

之
御
書
物
今
日
差
上
可
申
旨
被
仰
渡

御
同

人
え
差
出
之
候

取
次
良
筑

(

宝
暦
四
年
五
月
十
三
日
下)

四
書
大
全

二
十
冊

(

五
月
十
日
下)

大
系
図

三
十
冊

二
帙

【
三
月
】

十
三
日

(

上
略)

左
之
御
書
物
差
出
候
処

兵
部
少

輔
殿
玄
良
を
以
被
仰
聞
候
間

早
速
良
筑
を

以
差
上
之

(

宝
暦
四
年
五
月
十
三
日
下)

三
才
図
絵

百
八
冊

一
筥
鑰
共

此
間
主
殿
頭
殿
え
伺
候
系
図
差
出
候
様
良
筑

を
以
被
仰
聞
候

上
け
目
録
之
外
に
御
好
に

付
左
之
通
書
付
相
添
差
上
之

(

五
月
十
日
下)

皇
胤
紹
運
録

一
帖

四
家
系
図

藤
原
氏
七
冊
／
源
氏
二
冊
／
平

橘
氏
一
冊

十
冊

添
書

板
行
に
御
座
候
諸
家
大
系
図
十
四
冊
物
之
本

書

御
蔵
に
御
座
候
紹
運
録
・
四
家
系
図
別

紙
之
通
差
上
申
候

四
巻
目
略
系
図
は
御
蔵

に
無
御
座
候

右
板
行
諸
家
大
系
図
十
四
冊

(

旁
記
・
五
月
十
日
下
る

翌
十
一
日
出
雲

寺
へ
返
却
す)

御
書
物
師
よ
り
御
蔵
え
取
寄

置
申
候
間

是
又
御
見
合
に
差
上
申
候

三
月
十
三
日

深
見
新
兵
衛

【
四
月
】

二
十
七
日

昨
日
主
殿
頭
殿
被
仰
聞
候
左
之
御
書
物
今

日
御
同
人
え
良
筑
を
以
差
上
之
候

(

宝
暦
四
年
五
月
十
三
日
下)

左
伝
杜
林
合
註

十
八
冊

戦
国
策

三
冊

(

五
月
十
日
下)

通
鑑
綱
目

三
十
八
冊

一
筥
鑰
共

【
五
月
】

朔
日

(

上
略)

左
之
通
主
殿
頭
殿
え
取
次
正
円
を

以
差
出
之

(

宝
暦
四
年
五
月
十
三
日
下)

清
朝
版

御
批
資
治
通
鑑
綱
目

六
十
四
冊

八
帙

左
之
通
相
認
上
け
目
録
に
相
添
差
出
し
申
候

折
目
／
端
書

通
鑑
綱
目
之
義
申
上
候
書
付

御
書
物
奉
行

世
上
通
用
仕
候
明
朝
板
資
治
通
鑑
綱
目
之
義

御
蔵
に
は
此
間
差
上
候
正
編
斗
に
て
前
編
続

編
は
無
御
座
候

依
之
享
保
年
中
御
用
に
付

長
崎
奉
行
相
納
候
清
朝
板
正
前
編
相
揃
御
座

候
間
差
上
之
候

以
上
五
月
朔
日
深
見
新
兵

衛

大
岡
出
雲
守
は
大
岡
忠
光
。
兵
部
少
輔
は
高
井
信
房
。

主
殿
頭
は
田
沼
意
次
で
、
い
ず
れ
も
九
代
将
軍
家
重
の
側

衆
。
大
納
言
は
徳
川
家
治

(

後
の
十
代
将
軍)

で
あ
る
。

｢

大
納
言
様
へ
被
進
成
る｣

と
は
、
こ
れ
ら
の
書
物
が
十

六
歳

(

数
え
年)

の
家
治
の
閲
覧
用
と
し
て
、
十
二
月
二

十
五
日
に
大
納
言
に
進
上
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

三
月
十
三
日
に

『

皇
胤
紹
運
録』

『

四
家
系
図』

を
差

し
上
げ
た

(

貸
し
出
し
た)

経
緯
は
以
下
の
通
り
。
三
月

七
日
に
田
沼
主
殿
頭
か
ら

｢

十
四
冊
之
系
図｣

を
差
し
出

す
よ
う
指
示
が
あ
り
御
蔵
の
蔵
書
を
調
査
し
た
が
、
同
名

の
書
物
は
所
蔵
し
て
い
な
い
。
さ
ら
に
調
べ
た
と
こ
ろ
、

｢

十
四
冊
物｣

の
書
名
は

『�
家
大
系
図』

で
、『

四
家
系

図』

に

『

皇
胤
紹
運
録』

と

『

諸
家
之
略
系』

加
え
た
も

書
物
方
年
代
記
①

延
享
三
年
〜
宝
暦
十
年

二
九
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の
で
あ
る
と
判
明
。
こ
の
う
ち

『

四
家
系
図』

と

『

皇
胤

紹
胤
録』

は
御
蔵
に
あ
っ
た
の
で
、
十
三
日
に
二
部
を
差

し
上
げ
た
の
で
あ
る
。
な
お
こ
の
調
査
の
た
め
に
、
書
物

方
で
は
御
書
物
師

(

出
雲
寺)

か
ら
版
本
の

『

諸
家
大
系

図』

十
四
冊
を
取
り
寄
せ
た
。

四
月
二
十
九
日
に
主
殿
頭
殿
か
ら
、
先
に
差
し
上
げ
た

『

通
鑑
綱
目』

は
正
編
だ
け
な
の
で
、
前
編
続
編
揃
っ
た

も
の
を
翌
五
月
一
日
の
五
時

(
午
前
八
時
頃)

に
差
し
上

げ
る
よ
う
指
示
あ
り
。
五
月
一
日
に
、｢

御
蔵
所
蔵
の
明

版
の
資
治
通
鑑
綱
目
は
正
編
ば
か
り
で
す
の
で
、
前
編
続

編
が
揃
っ
た
清
版
を
差
し
上
げ
ま
す｣
と
い
う
旨
の
書
付

を
添
え
て
、『

清
朝
版
御
批
資
治
通
鑑
綱
目』
が
差
し
上

げ
ら
れ
た
。

姜
立
綱
の
四
書
の
校
合
が
こ
の
年
に
入
っ
て
も
行
わ
れ

て
い
る
。

四
月
十
五
日
の
日
記
に
、
御
蔵
の

『

群
書
治
要』

の
調

査
の
結
果
、
目
録
で
は
五
十
巻
な
の
に
実
物
は
四
十
七
巻

で
、
第
四
巻
・
十
三
巻
・
二
十
巻
が
欠
巻
に
な
っ
て
い
る

こ
と
が
判
明
し
た
と
あ
り
。
活
字
版
の
同
書
も
同
様
の
欠

巻
が
あ
る
の
で
、
林
大
学
頭

(

信
充)

が
所
持
す
る
林
道

春

(

羅
山)

旧
蔵
の

『

群
書
治
要』

を
取
り
寄
せ
て
校
合

し
た
が
、
や
は
り
同
様
の
欠
巻
が
。
こ
の
た
め

｢

古
来
よ

り
三
巻
闕
候｣

と
判
定
し
、
相
談
の
上
、
目
録
に
そ
の
旨

の
註
を
付
し
た
。

五
月
五
日
、
田
沼
主
殿
頭
か
ら
、
差
し
上
げ
ら
れ
た
書

物
に
綴
じ
違
い
や
帙
の
小
鉤

(

こ
は
ぜ)

に
破
損
が
あ
る

の
で
、
直
ち
に
綴
じ
直
し
や
修
復
を
し
て
差
し
出
す
よ
う

指
示
が
あ
っ
た
。

五
月
五
日

(

上
略)

主
殿
頭
殿
於
新
部
屋
被
仰
渡
候
は

此
間
中
差
上
置
候
御
書
物
之
内
左
之
通
と
ち

違
ひ
有
之

并
帙
小
は
せ
切
候
分
繕
は
せ

と
ち
直
し
早
々
可
差
出
之
旨
御
書
物
被
相
渡

候
に
付
則
受
取
之

御
批
資
治
通
鑑
綱
目
之
内

第
一
函
内
壱
つ

小
は
ぜ
切
落
／

第
五
函

同

左
伝
杜
林
合
註
之
内

二
の
冊
の
内
と
ち
違

ひ
有
之

指
示
を
受
け
た
書
物
奉
行
の
大
岡
五
平
次
は
、
帰
り
が

け
に
同
役
の
深
見
新
兵
衛
宅
を
訪
れ
、
相
談
す
る
。
新
兵

衛
曰
く
。｢

そ
の
程
度
の
修
復
や
綴
じ
直
し
な
ら
一
時

(

二
時
間)

も
掛
か
ら
な
い
さ
。
し
か
し
御
蔵
に
細
工
人

を
呼
ん
で
作
業
を
さ
せ
た
ら
六
月
一
日
に
な
っ
て
も
出
来

上
が
ら
な
い
に
き
ま
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
持
っ
て
来
れ
ば

い
い｣

(

意
訳)

。
翌
六
日
、
二
部
の
書
物
を
新
兵
衛
宅
に

持
参
。
直
ち
に
修
復
と
綴
じ
直
し
を
終
え
、
七
日
に
無
事

田
沼
に
差
し
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
原
文
は
左
の
通
り
。

五
月
七
日

杜
林
合
註
二
巻
目
一
冊
と
ち
改
御
批
通
鑑
綱

目
第
一
函
第
五
函
二
帙
小
は
せ
之
紐
等
繕
候

儀

五
平
次
端
午
退
出
候
節

新
兵
衛
え
立

寄
申
談
候
処

纔
一
時
も
掛
り
不
申
繕
に
候

得
共

御
蔵
え
細
工
人
呼
候
て
と
ち
糸
小
は

せ
之
ひ
ほ
に
成
候
切
な
と
調
候
義
に
て
は

六
月
一
日
に
は
出
来
申
間
敷
候
間

新
兵
衛

宅
へ
下
け
見
合
可
申
付
よ
し
に
付

昨
六
日

右
之
二
品
新
兵
衛
宅
へ
下
け
候
処

早
速
繕

相
済

今
日
五
平
次
罷
出

良
筑
を
以
主
殿

頭
殿
え
差
上
申
候

則
御
請
取
被
成
相
済
申

候

五
月
二
十
四
日
、
書
物
奉
行
か
ら
左
の
伺
書
を
田
沼
主
殿

頭
に
提
出
し
た
。

御
用
に
付
御
書
物
追
々
差
上
候
分

毎
月
末

に
其
品
書
付
候
て
御
側
衆
え
御
届
申
上
候
様

に
御
先
代

(

吉
宗)

被
仰
付

毎
月
以
書
付

申
上
来
候

此
度
差
上
置
候
御
書
物
最
早
部

数
多
罷
成
候
之
間

前
々
之
通
毎
月
以
書
付

可
申
上
候
哉

奉
伺
候
以
上

五
月

御
書
物
奉
行

前
述
の
よ
う
に
、
享
保
七
年

(

一
七
二
二)

二
月
八
日
以

降
、
将
軍
に
書
物
を
差
し
上
げ
て
か
ら
三
十
日
目
に
一
応

返
却
を
催
促
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
の

｢

三
十
日
目

伺｣

は
享
保
十
五
年(

一
七
三
〇)

十
二
月
に
廃
止
さ
れ
、

そ
の
後
は
よ
り
簡
略
に
毎
月
末
に
ま
と
め
て

(

催
促
の)

伺
書
を
差
し
出
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
や
が
て

こ
の
伺
書
も
出
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
最
近
は

差
し
上
げ
た
書
物
の
部
数
も
多
く
な
っ
た
の
で
、
毎
月
末

の
伺
書
を
復
活
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
、
伺
い
を
立
て
た

の
で
あ
る
。

五
月
二
十
八
日
、
田
沼
主
殿
頭
か
ら

｢

例
月
伺
書
之
儀

尤
に
被
思
召
候
間

前
々
格
を
以
明
廿
九
日
よ
り
伺
書
差

出
候
様｣

達
し
が
あ
り
、
五
月
二
十
九
日
、
書
物
方
か
ら

｢

三
十
日
伺
書
二
通｣

が
主
殿
頭
に
差
し
出
さ
れ
た
。
そ

の
後
伺
書
は
一
通
に
ま
と
め
る
よ
う
主
殿
頭
か
ら
指
示
あ

り
。
以
後
、
毎
月
末
に
伺
書
が
提
出
さ
れ
た
旨
が
日
記
に

記
さ
れ
て
い
る
。
翌
宝
暦
三
年
二
月
晦
日
の
日
記
か
ら
そ

書
物
方
年
代
記
①

延
享
三
年
〜
宝
暦
十
年

三
〇
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の
例
を
挙
げ
れ
ば
、｢

例
年
之
通
伺
書
壱
通
主
殿
頭
殿
え

良
筑
を
以
差
出
し
御
受
取
被
成
候
旨
清
琢
を
以
被
仰
聞
候｣

の
如
く
で
あ
る
。

蔵
書
の
状
態
を
良
好
に
保
つ
た
め
の
措
置
も
随
時
行
わ

れ
た
。
六
月
二
十
六
日
の
日
記
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
見

え
る
。

六
月
二
十
六
日

昨
日
文
献
通
考
考
に
付
新
兵
衛
取
出
し

候
処

殊
外
湿
強

別
て
続
編
方
湿
気
強
相

見
へ
候
間

早
々
致
風
入
可
然
候
旨
今
朝
五

平
次
え
新
兵
衛
被
申
聞
候
間

不
残
取
出
し

風
入
い
た
し
湿
気
強
き
分
は
日
干
に
い
た
し

差
置
候

大
方
か
わ
き
申
候

(

下
略)

宝
暦
二
年
壬
申

(

一
七
五
二)

七
月
か
ら
十
二
月
ま
で

(

第
四
十
三
冊
目)

(

七
月)

川
口
頼
母

(

八
月)

深
見
新
兵
衛

(

九
月)

大
岡
五
平
次

(

十
月)

服
部
金
左
衛
門

(

十
一
月)

本

郷
与
三
右
衛
門

(

十
二
月)

川
口
頼
母

出
納
で
は
、
十
月
十
日
、『

日
本
紀
類』

(

一
名

『

日
本

紀
略』)

二
十
冊
を
佐
渡
守

(

若
年
寄
・
板
倉
勝
清)

の

御
用
で
差
し
上
げ
た

(

宝
暦
三
年
九
月
二
十
三
日
返
却)

。

十
月
五
日
、
奥
右
筆
の
臼
井
藤
右
衛
門
か
ら
、『

日
本

紀
類』

一
冊
の
紙
数
が
ど
れ
ほ
ど
か
書
付
を
提
出
す
べ
き

旨
が
伝
え
ら
れ
る
。
調
査
の
結
果
は
、

｢

二
十
冊
に
て
袖

紙
共
千
三
十
枚
程
有
之
候

平
均
一
冊
に
て
五
十
枚
余｣

で
、
翌
六
日
、
書
付
を
藤
右
衛
門
に
提
出
し
た
。

宝
暦
三
年
癸
酉

(

一
七
五
三)

正
月
か
ら
六
月
ま
で

(

第

四
十
四
冊
目)

(

正
月)

深
見
新
兵
衛(

二
月)

大
岡
五
平
次(

三
月)

服
部
金
左
衛
門

(

四
月)

本
郷
与
三
右
衛
門

(

五
月)

川
口
頼
母

(

六
月)

深
見
新
兵
衛

出
納
は
特
に
な
し
。
書
物
方
職
員
の
辞
職
や
家
族
の
不

幸
の
記
事
あ
り
。

正
月
二
十
八
日

(

大
岡)

五
平
次
次
男

昨
日
よ
り
疱

瘡
相
見
へ
候
に
付

看
病
断
之
連
名
書
昨
晩

拙
宅

(

深
見
新
兵
衛
宅)

え
被
相
越
候

今

日
会
所
え
持
参
い
た
し

状
さ
し
に
差
置
候

御
順
覧
可
被
成
候

二
月
十
三
日

五
平
次
次
男
此
間
中
疱
瘡
相
煩
候
処

養

生
不
相
叶
今
暁
病
死
之
旨
新
兵
衛
方
え
申
来

候
に
付

早
速
頼
母
方
え
被
申
越
候
処

今

日
差
替
に
て
拙
者

(

本
郷
与
三
右
衛
門)

詰

番
に
付

今
朝
信
濃
守
殿
え
御
届
書
付
左
之

通
相
認
致
持
参
候

用
人
竹
下
源
太
右
衛
門

に
相
渡
候

届
書
請
取
被
置
候
段
申
聞
候

御
書
物
奉
行

大
岡
五
平
次

病
死

次
男

大
岡
次
郎
助

忌
十
日

二
月
十
三
日
よ
り
／
同
二

十
二
日
迄

服
三
十
日

二
月
十
三
日
よ
り
／
三
月

十
二
日
迄

以
上

二
月
十
三
日

本
郷
与
三
右
衛
門

二
月
十
五
日

内
田
平
次
郎
父
病
気
に
付
看
病
断
書
月
番

久
左
衛
門
・
清
左
衛
門
方
迄
差
出
し
候
由
今

日
藤
蔵
申
聞
候

書
物
奉
行
の
大
岡
五
平
次
の
次
男(

大
岡
次
郎
助)

が
、

正
月
の
末
に
疱
瘡

(

天
然
痘)

に
罹
っ
た
。
五
平
次
は

｢

看
病
断｣

(

看
病
休
暇)

を
申
請
し
て
看
病
し
た
が
、
二

月
十
三
日
に
次
男
は
死
亡
。
信
濃
守

(

若
年
寄
・
小
出
英

持)

方
に
詰
番
の
本
郷
与
三
右
衛
門
が
五
平
次
の
服
忌
の

日
数
を
記
し
た
書
付
を
持
参
し
、
信
濃
守
の
用
人
竹
下
源

右
衛
門
に
渡
し
た
。

二
月
十
五
日
、
書
物
同
心
の
内
田
平
次
郎
か
ら
、
父
親

の
看
病
の
た
め

｢

看
病
断｣

が
提
出
さ
れ
た
。｢

看
病
断｣

は
い
つ
も
許
可
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
二
月
晦
日
に
同

心
世
話
役
の
小
沢
又
四
郎
か
ら
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
看

病
の
た
め
休
む
の
を
見
合
わ
せ
出
勤
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ

た
。
理
由
は

｢

数
日
に
罷
成

殊
に
月
越
に
罷
成
組
用
等

も
有
之
候
に
付｣

。
月
替
わ
り
で
書
物
方
の
業
務
が
繁
忙

な
時
に
、
世
話
役
で
あ
る
又
四
郎
を
看
病
の
た
め
と
は
い

え
数
日
休
ま
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
の
で
あ
ろ

う
。三

月
五
日
に
、
同
心
の
小
沢
惣
右
衛
門
が
病
気
の
た
め

願
い
の
通
り
辞
職
を
許
さ
れ
、
代
わ
っ
て
従
弟
の
宮
原
安

兵
衞
が
抱
え
入
れ
ら
れ
た
旨
が
信
濃
守
か
ら
下
達
さ
れ
た
。

翌
六
日
、
川
口
頼
母
宅
に
お
い
て
、｢

惣
右
衛
門
名
代
小

沢
又
四
郎｣

｢

御
抱
入
宮
原
安
兵
衛｣

｢

立
合
杉
村
久
左
衛

書
物
方
年
代
記
①

延
享
三
年
〜
宝
暦
十
年

三
一
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門｣

の
三
人
に
そ
の
旨
を
申
し
渡
し
た
。

六
月
八
日

去
申
年
十
二
月
二
十
五
日
大
納
言
様
へ
被
進

候
四
部
之
御
書
物

今
日
御
目
録
へ
其
段
書

注
之
候

六
月
八
日
の
記
事
は
、
宝
暦
二
年
十
二
月
二
十
五
日
の

日
記
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
の
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

｢

昼
時
比
田
沼
主
殿
頭
殿
御
用
有
之
に
付
罷
出
候
様
申
来

候

早
速

(

詰
番
の
服
部
金
左
衛
門
が)
罷
出
蔭
時
計
へ

相
廻
候
処

主
殿
頭
殿
御
逢
被
成

左
之
御
書
物
四
部
大

納
言
様
え
被
進
候
間

元
帳
留
置
可
申
旨

御
書
付
を
以

被
仰
渡
候｣

。
田
沼
主
殿
頭
殿
意
次
が
大
納
言

(
後
の
十

代
将
軍
家
治)

に
進
上
す
る
よ
う
に
と
指
示
し
た
四
部
の

書
物
と
は
、
同
年
二
月
十
二
日
に
差
し
上
げ
た

(

貸
し
出

し
た)

『

十
三
経
註
疏』

二
百
一
冊
と

『

二
十
一
史』

四

百
五
十
冊
、
そ
し
て
正
月
十
二
日
と
十
九
日
に
差
し
上
げ

た

『

蘭
亭
記

石
摺
絵
入』

一
巻
、『

万
姓
統
譜』

五
十

冊
の
四
部
で
あ
る
。
宝
暦
二
年
十
二
月
二
十
五
日
の
日
記

に

｢

右
之
四
部
追
て
御
目
録
除
き
可
申
事｣

と
あ
り
、
宝

暦
三
年
の
六
月
八
日
に
、
よ
う
や
く
目
録
か
ら
削
除
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
四
部
は
大
納
言
の
手
元
に
置
か
れ
、

儒
学
・
歴
史
・
書
道
と
い
う
基
本
的
な
教
養
を
磨
く
た
め

に
テ
キ
ス
ト
と
し
て
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

六
月
二
十
三
日

紺
表
紙
江
吏
部
集
二
巻
之
内
上
巻
之
初

五
枚
以
下
は
皆
中
巻
分
也

中
巻
之
初
三
枚

以
下
は
上
巻
之
分
也

如
此
入
交
り
候
儀
旧

冬
見
出
し
置
候
間

今
日
と
ち
改
申
候

六
月
二
十
三
日
、
御
蔵
の
蔵
書

『

江
吏
部
集』

(

大
江

匡
衡
の
漢
詩
文
集)

に
綴
じ
違
え
が
あ
り
、
こ
の
日
綴
じ

直
し
を
行
っ
た
。

宝
暦
三
年
癸
酉

(

一
七
五
三)

七
月
か
ら
十
二
月
ま
で

(

第
四
十
五
冊
目)

(

七
月)

大
岡
五
平
次

(

八
月)

服
部
金
左
衛
門

(

九

月)

本
郷
与
三
右
衛
門(

十
月)

川
口
頼
母(

十
一
月)

深
見
新
兵
衛

(

十
二
月)

大
岡
五
平
次

七
月
十
日

昨
日
御
目
付
中
よ
り
申
来

臼
井
藤
右
衛
門

談
候
儀

今
日
新
兵
衛
罷
出
藤
右
衛
門
対
談

申
候
処

此
度
和
書
写
被
仰
付
候
内
御
蔵
え

も
御
納
に
成
候
品
有
之
候

就
夫
御
蔵
に
有

来
和
書
類
之
表
紙
何
色
多
候
哉
書
付
差
出
候

様
に
藤
右
衛
門
被
申
聞
候

則
左
之
通
書
付

与
三
右
衛
門
御
殿
え
罷
出
藤
右
衛
門
え
相
渡

候御
蔵
和
書
類
紺
表
紙
花
色
表
紙
茶
表
紙
御
座

候
内

大
概
紺
表
紙
花
色
表
紙
に
て
御
座
候

糸
は
紫
多
御
座
候
以
上

七
月
十
日

御
書
物
奉
行

奥
右
筆
の
臼
井
藤
右
衛
門
か
ら
、｢

此
度
和
書
を
書
写

す
る
が
そ
の
中
に
は
御
蔵
に
収
め
る
も
の
も
あ
る
。
つ
い

て
は
御
蔵
に
あ
る
和
書
の
表
紙
の
色
は
何
色
が
多
い
か
文

書
で
差
し
出
し
て
い
た
だ
き
た
い｣

と
の
要
請
が
あ
り
、

七
月
十
日
、
書
物
奉
行
か
ら

｢

御
蔵
の
和
書
の
表
紙
の
色

は
、
紺
・
花
色
・
茶
で
す
が
、
ほ
と
ん
ど
は
紺
表
紙
と
花

色
表
紙
で
す｣

と
回
答
し
た
。
奥
右
筆
と
し
て
は
、
新
た

に
書
写
し
て
御
蔵
に
収
め
る
和
書
は
、
従
来
の
蔵
書
と
表

紙
の
色
が
同
様
で
あ
る
の
が
好
ま
し
い
と
考
え
て
い
た
こ

と
が
う
か
が
え
る
。

七
月
二
十
日

産
穢

大
岡
五
平
次

七
月
十
九
日
よ
り
二
十
五
日
迄

右
五
平
次
妾
昨
十
九
日
出
産
男
子
出
生
候
に

付
申
上
候
以
上

川
口
頼
母

深
見
新
兵
衛

酉
七
月
二
十
日

服
部
金
左
衛
門

本
郷
与
三
右
衛
門

袖
書産

穢
之
儀
申
上
候

御
書
物
奉
行

大
岡
五
平
次
の

｢

妾｣

が
七
月
十
九
日
に
男
子
を
出
産
。

｢

産
穢｣

と
し
て
七
月
十
九
日
か
ら
二
十
五
日
ま
で
出
勤

し
な
い
旨
を
同
役

(

書
物
奉
行)

連
名
で
申
し
上
げ
た
。

八
月
四
日
の
夜
六
つ
時

(

午
後
六
時
頃)

、
本
郷
与
三

右
衛
門
宅
に
下
野
守

(

目
付
・
稲
生
正
英)

か
ら
、｢

書

物
同
心
の
組
頭
や
小
頭
は
、
平
日
の
出
勤
の
と
き
裃
姿
か

そ
れ
と
も
羽
織
袴
か
。
ま
た
組
頭
・
小
頭
が
い
な
い
な
ら

ば
、
そ
の
理
由
を
記
し
た
書
付
を
明
朝
ま
で
に
差
し
出
す

よ
う｣

書
面
で
達
し
が
あ
っ
た
。
翌
日
、
川
口
頼
母
が
左

の
書
付
を
御
殿

(

江
戸
城
本
丸)

に
持
参
し
、
下
野
守
に

直
接
渡
し
た
。私

共
支
配
同
心
に
は
組
頭
并
小
頭
無
御
座
候

世
話
役
と
申
名
目
に
て
平
日
上
下
着
用
相
勤

書
物
方
年
代
記
①

延
享
三
年
〜
宝
暦
十
年

三
二
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申
候
者
両
人
御
座
候
以
上

八
月
八
日

御
書
物
奉
行

同
日
、『
農
桑
通
訣』

『

王
氏
農
書』

の
二
部
が
同
じ
書

だ
っ
た
の
で
、
そ
の
旨
を
註
記
し
目
録
を
修
正
し
た
。
同

じ
く

『

居
家
必
用』
と

『

日
用
便
覧』

も
異
名
同
書
な
の

で
、
目
録
を
修
正
し
註
記
を
添
え
た
。
こ
の
件
に
つ
き
、

同
月
十
日
に
小
沢
又
四
郎
が

｢
御
目
録
三
通
り
共
に
書
改

并�
笥
詰
替
致
之｣

(

三
種
の
目
録
を
書
き
改
め
、
収
納

す
る�
笥
の
詰
め
替
え
を
し
た)

。

八
月
十
一
日
、
和
刻
本
の

『

荘
子
口
義』
を
御
蔵
か
ら

取
り
出
し
た
と
こ
ろ
、
防
虫
剤
の
樟
脳
の
気
が
す
く
な
く

な
っ
て
い
た
の
で
樟
脳
を
添
え
た
。
同
書
は
元
か
ら

｢
虫

入
本｣

な
の
で
、
こ
れ
以
上
虫
に
食
わ
れ
な
い
よ
う
処
置

し
た
の
で
あ
ろ
う
。

九
月
十
一
日
、
同
心
の
荻
野
清
左
衛
門
が

｢

腫
気｣

(

脚
気
か)

で
歩
行
困
難
の
た
め
、
十
五
日
か
ら
詰
番
を

断
り
た
い
旨
、
世
話
役
の
小
沢
又
四
郎
に

｢

神
文｣

を
提

出
し
た
。

奥
右
筆
の
臼
井
藤
右
衛
門
が
御
蔵
の
和
書
の
表
紙
の
色

を
問
い
合
わ
せ
た
の
は
、『

弘
安
格
式』
『

延
喜
儀
式』

を

新
た
に
書
写
し
て
禁
裏
に
進
献
す
る
に
あ
た
っ
て
、
両
書

が
御
蔵
に
所
蔵
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
御
蔵
に
も
一
部
ず

つ
納
め
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。『

徳
川

実
紀』

の
宝
暦
三
年
九
月
二
十
二
日
の
条
に｢

延
喜
儀
式
、

弘
安
格
式
を
禁
裡
に
進
献
せ
ら
る
べ
し
と
て
、
繕
写
の
事

を
書
物
奉
行
に
命
ぜ
ら
る

(

御
文
庫
始
末
記)｣

と
あ
る
。

こ
の
件
に
関
す
る
日
記
の
記
事
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

九
月
二
十
一
日

昼
時
奥
御
右
筆
臼
井
藤
右
衛
門
逢
申
度

由
申
越
候
に
付
罷
出
候
所

右
近
将
監
殿
よ

り
左
之
御
書
物
御
渡
被
成
候

御
蔵
え
納

外
御
書
物
同
様
に
致
し
置
可
申
段
藤
右
衛
門

申
聞
候弘

安
格
式

一
冊

一
筥

延
喜
儀
式

十
冊

一
筥

右
御
蔵
え
持
参

当
分
西
御
蔵
は
さ
み
箱
え

入
置

張
紙
致
し
置
候

九
月
二
十
三
日

昨
日
奥
御
祐
筆
臼
井
藤
右
衛
門
え
申
談

候
通

御
城
え
罷
出
猶
又
致
対
談
候

延
喜

儀
式
・
弘
安
格
式
此
度
御
渡
被
成
候
趣
之
義

書
付
一
通
被
相
渡
候

(

中
略)

延
喜
儀
式

弘
安
格
式

右
二
部
新
写
被
仰
付

此
度
禁
裏
え
御
進
献

に
付
御
蔵
御
吟
味
之
処

御
蔵
に
も
無
之
由

御
書
物
奉
行
申
聞
候
付

新
写
被
仰
付

御

蔵
え
納
置
候
様
被
仰
出
之

九
月

九
月
二
十
六
日

此
間
納
り
候
延
喜
儀
式
・
弘
安
格
式
之

義

今
日
何
も
相
談
之
上

張
紙
等
調
之
御

書
物
に
添
置
候

入
記
書
立
等
致
之

十
月
三
日

延
喜
儀
式
・
弘
安
格
式
御
預
之
御
書
付
写
并

御
書
物
方
添
書
写
出
来
に
付

延
喜
儀
式
之

御
箱
に
入
置
申
候

尤
御
書
付
之
本
書
并
添

書
共
に
右
号
に
有
之

十
月
八
日
、『

庶
物
類
纂』

の
朝
鮮
人
の
序
文
を
清
書

す
る
た
め
に
丹
羽
正
伯
か
ら
取
り
寄
せ
て
い
た
資
料
を
、

深
見
新
兵
衛
の
手
紙
を
添
え
て
正
伯
に
返
却
し
た
。
資
料

は

｢

朝
鮮
人
庶
物
類
纂
序
文
并
書
簡｣

で
、
左
の
五
点
で

あ
る
。

学
士
朴
敬
行
序
文

一
枚

大
医
趙
徳
祚
序
文

一
枚

松
斎
復
書

一
枚

金
探
玄
返
簡

一
枚

趙
活
庵
小
簡

一
枚

外
に
釈
文
一
冊

清
書
さ
れ
た
の
は
、
寛
延
元
年

(

一
七
四
八
年

朝
鮮

通
信
使
来
日
の
年)

に
朝
鮮
人
の
学
士
・
朴
敬
行
と
趙
徳

祚
が
記
し
た
序
で
、
国
立
公
文
書
館

(

内
閣
文
庫)

所
蔵

の

『

庶
物
類
纂』

(

国
の
重
要
文
化
財)

の
二
冊
目
に
、

翌
年
記
さ
れ
た

｢

琉
球
国
中
議
大
夫
兼
任
儀
衛
生｣

蔡
宏

謨
の
序
と
共
に
綴
じ
ら
れ
て
い
る
。
同
冊
次
に
は
深
見
新

兵
衛
に
よ
る
左
の
記
が
あ
る
。

此
冊
以
寛
延
辛
未(

寛
延
四
年
＝
宝
暦
元
年)

六
月
領
小
笠
原
石
見
守
言
已
観
進
呈
蔡
文
於

秘
府
又
得
朴
趙
親
書
于
丹
羽
正
伯
編
次
成
書

付
庶
物
類
纂
者
也

宝
暦
三
癸
酉
七
月

深
見
新
兵
衛

十
月
十
五
日
に
目
録
の
記
述
の
修
正
等
あ
り
。
す
な
わ

書
物
方
年
代
記
①

延
享
三
年
〜
宝
暦
十
年

三
三
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ち｢

御
系
図
一
枚｣

と
あ
る
と
こ
ろ
に｢

九
図｣

と
註
し
、

｢
一
巻｣

と
あ
る
と
こ
ろ
に

｢

世
良
田｣

と
註
す
。
こ
れ

は

｢
御
系
図
品
々
之
内
紛
敷
無
之
た
め｣

だ
と
い
う
。
ま

た

『

漱
流
集』
は
仏
書
で
は
な
く
詩
集
で
あ
る
こ
と
が
分

か
っ
た
の
で
、
同
書
を

｢

仏
書
よ
り
詩
文
之
御
目
録
え
移

し
申
候｣

、
仏
書
の
目
録
か
ら
削
除
し
詩
文
の
目
録
に
記

載
し
た
。
あ
わ
せ
て
収
納
箱
も
入
れ
替
え
る

(｢

御
箱
も

入
替
さ
せ
申
候｣)

。

十
一
月
十
七
日
、『

文
苑
英
華』
の
巻
付
を
終
了
。

人
事
関
係
で
は
、
十
一
月
一
日
夕
に
書
物
同
心
の
荻
野

清
左
衛
門
病
死
。
そ
の
旨
を
悴
の
荻
野
清
蔵
が
立
石
伝
八

郎

(

書
物
同
心)

に
伝
え
、
同
人
が
二
日
未
明
に
川
口
頼

母
に
報
告
し
た
。
二
日
の
朝
五
つ
時

(

午
前
八
時
頃)

、

信
濃
守

(

若
年
寄
・
小
出
英
持)

宅
に
清
左
衛
門
の

｢
跡

式
願
書｣

(

同
役
中
願
書
・
清
左
衛
門
願
書
・
清
左
衛
門

由
緒
書
を
各
一
通)

を
持
参
し
て
、
用
人
に
差
し
出
し
た
。

宝
暦
四
年
甲
戌

(

一
七
五
四)

正
月
か
ら
六
月
ま
で

(

第

四
十
六
冊
目)

(

正
月)

服
部
金
左
衛
門

(

二
月)

本
郷
与
三
右
衛
門

(

閏
二
月)

川
口
頼
母

(

三
月)

深
見
新
兵
衛

(

四
月)

大
岡
五
平
次

(

五
月)

服
部
金
左
衛
門

(

六
月)

本
郷

与
三
右
衛
門

出
納
は
、
閏
二
月
十
九
日
に

『

三
河
物
語』

三
部

(

三

冊
・
三
冊
・
二
冊)

を
差
し
上
げ
た(

四
月
十
六
日
下
る)

。

こ
の
日
、
兵
部
少
輔

(

側
衆
・
高
井
信
房)

か
ら
、『

三

河
物
語』

と

『

難
波
戦
記』

が
御
蔵
に
あ
る
か
否
か
の
下

問
あ
り
。『

三
河
物
語』

の
み
三
部
所
蔵
す
る
旨
回
答
。

す
る
と
三
部
に
は
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
か
再
度
下
問

が
あ
り
、
名
乗
や
法
名
の
文
字
等
に
異
同
は
あ
る
が
基
本

的
に
は
同
一
の
書
物
で
あ
る
と
申
し
上
げ
る
。
そ
の
結
果
、

と
り
あ
え
ず
三
部
と
も
お
預
か
り
に
な
り
、
追
っ
て
三
部

の
う
ち
御
用
に
立
つ
も
の
が
指
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

正
月
八
日
の
朝
、
本
郷
与
三
右
衛
門
の
妻
が
次
男
を
出

産
。
川
口
頼
母
が
代
わ
っ
て
詰
番
を
務
め
る(｢

助
詰
番｣)

。

閏
二
月
二
十
七
日
、
目
付
の
岡
部
久
太
郎
か
ら
書
物
同

心
に
欠
員
が
あ
る
か
と
問
わ
れ
た
の
で

(｢

御
書
物
同
心

明
き
有
之
候
哉
之
旨
被
尋
候
間｣)

、
一
人
の
明
き
が
あ
る

旨
を
回
答

(｢

荻
野
清
左
衛
門
去
冬
跡
式
願
申
上
置
候
壱

人
之
明
き
御
座
候
段
及
挨
拶
候｣)

。

右
の
件
に
つ
き
、
五
月
二
十
六
日
の
朝
、
大
岡
五
平
次

と
深
見
新
兵
衛
と
小
沢
又
四
郎
の
三
人
が
深
見
宅
で
相
談

の
う
え
左
の
書
付
を
作
成
し
て
目
付
の
下
野
守

(

稲
生
正

英)

に
直
接
手
渡
し
た
。

同
心
明
壱
人
之
書
付

御
書
物
奉
行

明
壱
人

御
書
物

同
心

御
書
物
同
心
桜
田
者
荻
野
清
左
衛
門
儀
去
酉

十
一
月
朔
日
病
死
仕
候
間

翌
二
日
病
死
御

届
并
跡
式
実
子
清
蔵
え
被
下
置
候
様
に
願
書

御
用
番
信
濃
守
殿
え
差
上
置
候
処

今
以
御

沙
汰
無
御
座
候

若
跡
式
難
叶
筋
に
罷
成
候

得
は
清
蔵
并
厄
介
共
路
頭
に
罷
立
候
に
付

直
に
清
蔵
儀
跡
御
抱
入
奉
願
存
寄
御
座
候
間

当
分
御
入
人
願
は
不
仕
候

右
之
外
明
き
無

御
座
候

以
上

戌
五
月
二
十
六
日

御
書
物
奉
行

荻
野
清
左
衛
門
の
没
後
、
跡
式
を
実
子
の
荻
野
清
蔵
へ

下
さ
れ
た
い
旨
の
願
書
を
信
濃
守(

若
年
寄
・
小
出
英
持)

に
差
し
上
げ
た
が
、
そ
の
後
な
ん
の
指
示
も
な
い
。
跡
目

が
許
さ
れ
な
い
と
清
蔵
ほ
か
清
左
衛
門
の
遺
族
が
路
頭
に

迷
っ
て
し
ま
う
。
清
蔵
か
ら
清
左
衛
門
の
明
き
跡
に
召
し

抱
え
て
い
た
だ
く
よ
う
願
書
を
出
す
と
い
う
こ
と
な
の
で
、

書
物
方
か
ら
は
、
明
き
跡
の
補
充
を
願
い
出
て
い
な
い
と

い
う

(

以
上
、
右
の
書
付
の
内
容)

。

六
月
二
十
九
日
、
信
濃
守
か
ら
よ
う
や
く
荻
野
清
左
衛

門
の
跡
目
願
い
に
対
す
る
回
答
が
到
来
。
願
書
に
は

｢

跡

目
不
相
立
候｣

(

跡
目
を
許
さ
な
い)

旨
の
下
札
が
。
清

左
衛
門
か
ら
清
蔵
へ
の
同
心
職
の
世
襲
は
認
め
な
い
と
い

う
の
だ
。
あ
わ
せ
て
清
蔵
は
、
書
院
番
同
心
に
明
き
が
あ

る
の
で
同
番
同
心
に
任
ず
る
旨
が
達
せ
ら
れ
た
。

四
月
二
十
一
日
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
日
記
に
は
次
の
よ

う
な
記
述
が
。
書
物
同
心
の
内
田
平
次
郎
が
四
月
二
十
日

夜
八
つ
時(

午
前
二
時
頃)

過
ぎ
に
川
口
頼
母
方
を
訪
れ
、

叔
母
を
殺
害
し
た
者
を
討
ち
留
め
た
旨
を
報
告
し
た
と
い

う
の
で
あ
る
。
翌
二
十
一
日
、
奉
行
が
寄
り
合
い
相
談
の

う
え
、
書
付
を

(

若
年
寄)

小
出
信
濃
守
に
提
出
し
た

(

内
田
平
次
郎
は
翌
年

｢

獄
門｣

に)

四
月
二
十
一
日

内
田
平
次
郎
昨
夜
八
つ
時
過

頼
母
宅

へ
罷
越
申
聞
候
は

同
夜
四
つ
時
比
叔
父
有

田
屋
弥
市
方
に
罷
在
候

叔
母
同
道
仕
小
石

川
橋
戸
町
辺
え
蛍
取
に
罷
出
候

何
者�
右

之
叔
母
を
殺
害
仕
候
之
に
付

早
速
右
之
者

を
平
次
郎
刀
に
て
打
留
申
候
に
付

御
届
申

上
候
由
申
聞
候

依
之
今
日
同
役
中
致
会
集

相
談
之
上
書
付
相
認

八
つ
時
御
用
番
小
出

書
物
方
年
代
記
①

延
享
三
年
〜
宝
暦
十
年

三
四
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信
濃
守
殿
え
頼
母
・
与
三
右
衛
門
罷
越

用

人
坪
井
忠
左
衛
門
を
以
書
付
差
上
候
処

御

請
取
被
成
候
由
被
仰
聞
候

右
一
件
之
義
委

細
は
別
録
に
記
之

宝
暦
四
年
甲
戌

(

一
七
五
四)

七
月
か
ら
十
二
月
ま
で

(

第
四
十
七
冊
目)

(

七
月)

川
口
頼
母

(

八
月)
深
見
新
兵
衛

(

九
月)

大
岡
五
平
次

(

十
月)

服
部
金
左
衛
門

(
十
一
月)

本

郷
与
三
右
衛
門

(

十
二
月)

川
口
頼
母

七
月
二
十
七
日
、
目
付
か
ら｢

主
殿
頭
殿
御
用
有
之
由｣

(

田
沼
主
殿
頭
殿
御
用
あ
り)

の
報
が
あ
り
、
殿
中
に
参

上
し
た
と
こ
ろ
、｢

落
穂
集
并
追
加
・
霊
厳
夜
話
・
平
家

物
語
評
判
右
御
蔵
に
有
之
哉｣

の
下
問
の
由
。『

平
家
物

語
評
判』

だ
け
所
蔵
す
る
旨
を
回
答
し
、
同
書
を
差
し
上

げ
た
。

九
月
二
十
日
、
や
は
り
田
沼
主
殿
頭
か
ら『

寛
永
系
図』

御
用
の
旨
が
伝
え
ら
れ
、
同
書
な
ら
び
に
同
書
目
録
を
差

し
上
げ
る
。

【
七
月
】

二
十
七
日

(

宝
暦
十
年
六
月
三
日
下)

平
家
物
語
評
判

二
十
二
冊

二
帙

【
九
月
】

二
十
日

(

宝
暦
十
年
四
月
十
二
日
下)

寛
永
諸
家
系
図

百
八
十
六
冊

十
箱

(

同
断)

寛
永
系
図
目
録

一
冊

一
筥

七
月
二
十
九
日
、
内
田
平
次
郎
と
同
人
父
内
田
又
次
郎

が
、
そ
れ
ぞ
れ
獄
門
と
遠
島
の
刑
に
処
せ
ら
れ
る
旨
、
町

奉
行
所
に
お
い
て
、
書
物
同
心
の
川
出
清
大
夫
ら
に
申
し

渡
さ
れ
た
。
翌
晦
日
に
は
内
田
平
次
郎
の
切
米
・
扶
持
方
・

拝
領
屋
敷
を
返
上
す
る
旨
の
書
付
が
、
信
濃
守
に
提
出
さ

れ
た
。

七
月
二
十
九
日

昨
二
十
八
日
七
時
頃
依
田
和
泉
守
よ
り

頼
母
宅
え
来
書

内
田
平
次
郎
并
又
次
郎
儀

に
付
相
達
候
儀
有
之
候
間

相
組
之
者
明
四

つ
時
拙
者
御
宅
え
可
被
差
出
候
由
申
来
候

新
五
右
衛
門
・
清
大
夫
え
早
速
申
渡
両
人
右

刻
限
町
奉
行
所
え
罷
越
候

和
泉
守
退
出
以

後
九
半
過

右
両
人
被
呼
出
被
申
渡
候
は

内
田
平
次
郎
儀
獄
門
に
申
付
父
又
次
郎
義
遠

島
申
付
候

此
段
頭
衆
へ
可
申
達
由
被
申
聞

候
由

右
両
人
八
時
過
御
蔵
へ
罷
越
申
聞
候

七
月
晦
日

内
田
平
次
郎
義
御
仕
置
被
仰
付
候
に
付
御
切

米
御
扶
持
方
并
拝
領
屋
敷
差
上
候
御
届
書

左
之
通
相
認

良
慶
を
以
信
濃
守
殿
え
差
上

候

御
書
物
同
心

高
弐
拾
俵
／
弐
人
扶
持

内
田
平
次
郎

右
平
次
郎
義
御
仕
置
被
仰
付
候
に
付

取
来

御
切
米
御
扶
持
方
上
り
候
間
申
上
候

并
小

石
川
御
殿
跡
平
次
郎
拝
領
屋
敷
差
上
申
度
奉

存
候

御
勘
定
奉
行
御
普
請
奉
行
え
被
仰
渡

可
被
下
候
以
上

七
月
晦
日

御
書
物
奉
行

内
田
平
次
郎
が
極
刑
に
処
さ
れ
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
叔

母
を
殺
害
し
た
犯
人
を
そ
の
場
で
討
ち
果
た
し
た
か
ら
で

は
な
か
っ
た
。
事
件
の
概
要
は
小
石
川
に
屋
敷
が
あ
っ
た

幕
臣
小
野
家
の
記
録

『

官
府
御
沙
汰
略
記』

に
、
次
の
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
る
。『

書
物
方
日
記』

と
は
内
容
の
食

い
違
い
も
見
え
る
が
、
内
田
お
よ
び
叔
父

(

伯
父)

の
放

埒
な
行
状
と
乱
倫
が
原
因
で
、
内
田
が
殺
人
を
犯
し
た
こ

と
は
確
か
な
よ
う
だ
。

○
右
一
件

当
四
月
廿
日
夜

平
次
郎
其
伯
父
ヲ

切
害
シ

盗
賊
ト
思
ヒ
切
殺
シ
候
様
ニ
申
立

其

実
ハ
右
伯
父
并
平
次
郎
平
生
不
埒
ナ
ル
者
ニ
テ
博

奕
ナ
ト
打

且
右
伯
父
軽
キ
小
普
請
ニ
テ

売
女

ヲ
受
出
シ
妻
女
ト
シ
又
其
妻
ヲ
平
次
郎
妻
ト
シ

其
妹
ヲ
己
カ
妻
ト
シ

彼
是
不
埒
ナ
ル
筋
ヨ
リ
切

害
ス

当
所
極
楽
水
ニ
テ
ノ
コ
ト
也

な
お

『

仕
宦
録』

と
い
う
史
料
に
、
宝
暦
四
年
七
月
二

十
九
日
に

｢

御
書
物
同
心
内
田
平
次
郎

二
十
二

獄
門

／
右
平
次
郎
父
内
田
又
次
郎

五
十
八

遠
島｣

と
あ
り
、

平
次
郎
が
二
十
二
歳
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

八
月
二
日
、
当
番
目
付
中
よ
り
来
書
。
信
濃
守
よ
り
書

付
が
達
せ
ら
れ
た
。
内
容
は
書
物
同
心
の
明
き
跡
に

｢

小

普
請
組
曽
根
玄
蕃
頭
組
高
橋
市
之
丞｣

を
任
じ
る
と
い
う

も
の
。
八
月
二
十
日
、
川
口
頼
母
か
ら
、
娘
の
病
が
長
引

き
看
病
が
必
要
な
た
め
、
詰
番
の
順
を
繰
り
上
げ
て
ほ
し

い
と
い
う
内
容
の
手
紙
が
届
く

(｢

頼
母
娘
義
久
々
病
気

書
物
方
年
代
記
①

延
享
三
年
〜
宝
暦
十
年

三
五
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に
罷
在
候
に
付

為
看
病
一
二
順
く
り
上
助
頼
度
由
連
名

状
被
差
越
候｣)

八
月
二
十
一
日
、
例
年
通
り｢

屋
敷
改
御
帳
箱｣

が
下
る

(

御
蔵
に
預
け
ら
れ
る)

。
同
箱
二
つ
と
鍵
を
屋
敷
改
の
筒

井
治
左
衛
門
・
能
勢
三
十�
か
ら
受
け
取
り
、
新
御
蔵
に

収
納
す
る
。

九
月
十
四
日
朝
六
半
時

(

午
前
七
時
頃)

、
川
口
頼
母

の
娘
が
死
去
。
佐
渡
守

(
若
年
寄
・
板
倉
勝
清)

に
そ
の

旨
を
届
け
、
左
の

｢

忌
服
之
書
付｣
を
提
出
す
る
。

御
書
物
奉
行
川
口
頼
母

忌

十
日

九
月
十
四
日
よ
り

病
死

同
二
十
三
日
迄

娘

服
三
十
日

九
月
十
四
日
よ
り

十
月
十
四
日
迄

以
上

九
月
十
四
日

本
郷
与
三
右
衛
門

十
月
二
日
、
川
口
頼
母
の

｢

杖
断｣

の
書
付
を
深
見
新

兵
衛
が
当
番
目
付
の
荒
川
助
九�
に
渡
す
。

御
書
物
奉
行

川
口
頼
母

私
儀
足
痛
御
座
候
に
付

御
城
内
杖
用
申
度
奉
存
候

依
之
御
断
申
上
候
以
上

戌
十
月

十
一
月
三
日
、
深
見
新
兵
衛
か
ら
腰
痛
で
歩
行
困
難
な

の
で
出
勤
で
き
な
い
旨
の

｢

断
状｣

が
出
さ
れ
る
。
こ
の

た
め
当
分
の
間
詰
番
を
繰
り
上
げ
る
こ
と
に
。
翌
日
、
大

岡
五
平
次
が

｢

く
り
上

(

繰
り
上
げ)

詰
番｣

と
な
る
。

十
一
月
九
日
、｢

水
戸
殿｣

(

常
陸
国
水
戸
藩
主
・
徳
川

宗
翰)

か
ら
献
上
さ
れ
た

『

諸
記
録
抄
出』

を
御
蔵
に
収

納
す
る
よ
う
達
し
あ
り
。

十
一
月
九
日

諸
記
録
抄
出

百
二
十
二
冊

入
記
一
冊

右
御
書
物
御
預
け
成
候

請
取
御
蔵
え
入
置

候
様
宮
内
少
輔
・
蜷
川
八
右
衛
門
・
臼
井
藤

右
衛
門
を
以
被
仰
聞
候

十
一
月
十
日

今
日

(

服
部)

金
左
衛
門
致
加
出

昨
日

申
談
候
通
請
取
書
藤
右
衛
門
え
相
渡
候

尤

藤
右
衛
門
好
に
付
左
之
通
水
戸
殿
献
上
と
片

書
に
い
た
し
年
号
月
日
等
相
認
相
渡
候

勿

論
日
付
も
昨
日
之
日
付
に
い
た
し
候
様
に
と

藤
右
衛
門
被
申
候

袖
に
御
書
物
請
取
候
書
付

御
書
物
奉
行

水
戸
殿
献
上

入
記
一
冊

諸
記
録
抄
出

百
二
十
二
冊

一
筥

共
三
函
台
と
も

右
御
書
物
請
取
御
蔵
え
納
置
申
候
以
上

宝
暦
四
戌

十
一
月
九
日

服
部
金
左
衛
門

十
二
月
二
十
四
日
、
書
物
同
心
の
小
沢
又
左
衛
門
か
ら

屋
敷
地
の
一
部
を
代
官
手
代
に
貸
し
た
い
旨
の
書
付
が
出

さ
れ
た
件
に
つ
き
、
願
い
の
通
り
こ
れ
を
許
可
し
た
。

十
二
月
二
十
四
日

小
沢
又
左
衛
門
屋
敷
之
内
先
達
て
借

置
候
者
地
面
明
け
返
し
候
に
付

此
度
左
之

通
借
置
申
度
旨

去
る
二
十
二
日
書
付
を
以

又
四
郎
方
迄
相
願
候
由

今
日
又
四
郎
申
聞

候

吟
味
候
処
相
違
之
儀
も
無
之
旨
又
四
郎

申
聞
候
に
付

則
勝
手
次
第
屋
敷
借
置
候
様

に
申
渡
さ
せ
候御

代
官

布
施
弥
市�
手
代

地
借
人

浜
名
豊
吉

同
人
手
代

地
請
人

鈴
木
仲
右
衛
門

宝
暦
五
年
乙
亥

(

一
七
五
五)

正
月
か
ら
六
月
ま
で

(

第

四
十
八
冊
目)

(

正
月)

深
見
新
兵
衛(

二
月)

大
岡
五
平
次(

三
月)

服
部
金
左
衛
門

(

四
月)

本
郷
与
三
右
衛
門

(

五
月)

川
口
頼
母

(

六
月)

深
見
新
兵
衛

六
月
十
日
、
目
付
か
ら

｢

奥
御
用｣

が
あ
る
旨
通
知
が

あ
り
。
御
殿
の
新
部
屋
で
田
沼
主
殿
頭
か
ら
、
左
の
書
物

を
お
預
け
に
な
る
由
。
い
ず
れ
も
長
崎
か
ら
取
り
寄
せ
た

書
物

(

中
国
か
ら
の
輸
入
品)

で
、
将
軍
の
上
覧
も
済
ん

だ
の
で
書
物
方
に
渡
す
と
の
こ
と
。
目
録
に
登
載
し
御
用

の
節
は
他
の
書
物
同
様
差
し
上
げ
る
よ
う
仰
せ
ら
れ
る
。

と
り
あ
え
ず
東
御
蔵
に
収
納
。

成
案
彙
編

四
十
冊

六
帙

入
目
録
壱
枚
附

書
物
方
年
代
記
①

延
享
三
年
〜
宝
暦
十
年

三
六
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典
故
列
女
伝

四
冊

壱
帙

大
清
律
例

二
十
六
冊

弐
帙

入
目
録
壱
枚
附

右
弐
筥
に
入

二
月
四
日
、
目
付
の
牧
野
織
部

(

成
賢)

か
ら
、
書
物

同
心
に
拝
領
屋
敷
の
前
例
が
あ
る
か
ど
う
か
書
付
に
し
て

提
出
す
る
よ
う
指
示
が
あ
り
、
川
出
清
大
夫
と
小
沢
惣
右

衛
門
の
拝
領
屋
敷
の
例
を
差
し
出
す
。

二
月
五
日
、
同
心
の
高
橋
市
之
丞
か
ら
月
代(

前
頭
部)

に
吹
出
物
が
生
じ
出
勤
で
き
な
い
旨

｢

断
状｣
が
提
出
さ

れ
る
。

三
月
十
五
日
、
同
心
の
石
渡
新
左
衛
門
が
持
病
の
痔
疾

の
た
め

｢

断
状｣

を
提
出
。

三
月
二
十
八
日
、
佐
渡
守

(

若
年
寄
・
板
倉
勝
清)

か

ら
春
阿
弥
を
介
し
て
同
心
の
福
島
弥
七
郎
に
願
い
通
り
屋

敷
を
下
さ
れ
る
旨
の
書
付
が
渡
さ
れ
る
。

四
月
十
四
日
、
一
色
周
防
守

(

政�)
・
稲
生
下
野
守

(

正
英)

・
正
木
大
膳

(

康
恒)

・
疋
田
庄
九�(
泰
永)

・

横
山
伝
右
衛
門

(

貞
信)

よ
り
連
名
の
書
付
到
来
。
一
色

は
勘
定
奉
行
、
稲
生
と
正
木
は
目
付
、
疋
田
と
横
山
は
勘

定
吟
味
役
で
あ
る
。
書
付
の
内
容
は

｢

当
亥
年
諸
向
御
入

用
之
儀

先
達
て
被
仰
出
候
趣
を
以
相
減

定
式
御
入
用

金
銀
并
品
請
取
之
分
共
御
入
用
積

委
細
書
付
早
々
差
出

候
様
に
申
来｣

と
い
う
も
の
。
経
費
節
減
の
一
環
と
し
て
、

書
物
方
で

｢

定
式｣

と
し
て
入
用
な
金
銀
・
諸
品
の
詳
細

を
提
出
せ
よ
と
い
う
も
の
だ
っ
た

六
月
二
十
七
日
、『

古
今
列
女
伝』

二
冊
の
外
題
に

｢

烈
女｣

と
あ
る
の
は

(｢

列
女｣

の)

誤
り
な
の
で
、

『

古
今
列
女
伝』

と
改
め
て

｢

今
日
張
直
し
申
候｣

(

外
題

を
書
き
改
め
た
題
箋
と
貼
り
替
え
た
と
い
う
意
味
か)

。

宝
暦
五
年
乙
亥

(

一
七
五
五)

七
月
か
ら
十
二
月
ま
で

(

第
四
十
九
冊
目)

(

七
月)

大
岡
五
平
次

(

八
月)

服
部
金
左
衛
門

(

九

月)

本
郷
与
三
右
衛
門(

十
月)

川
口
頼
母(

十
一
月)

深
見
新
兵
衛

(

十
二
月)

大
岡
五
平
次

七
月
十
七
日
、
六
月
十
日
に
預
け
ら
れ
た
書
物
を
吟
味

し
た
結
果
を
書
付
に
し
て
、
深
見
新
兵
衛
が
御
殿
に
持
参

し
久
哲
を
介
し
て
田
沼
主
殿
頭
に
差
し
出
し
た
。
書
付
は
、

『

典
故
列
女
伝』

の
初
巻
の
袖
裏
に

｢

図
像｣

と
書
か
れ

て
い
る
が
、
絵
は
一
枚
も
な
く
、
そ
の
こ
と
を
目
録
に
記

し
た
旨
を
述
べ
て
い
る
。

八
月
八
日
、
大
岡
五
平
次
宅
に
目
付
の
稲
生
下
野
守
か

ら
来
書
。
御
蔵
に
あ
る
西
川
忠
次
郎
と
渋
川
図
書

｢

御
預

り｣
(

拝
借)

の
測
量
関
係
の
書
物
は
、
今
後
は
渋
川
図

書
一
人
の

｢

御
預
り｣

と
な
る
旨
が
達
せ
ら
れ
る
。

西
川
忠
次
郎

(

正
休)

は
寛
延
三
年

(

一
七
五
〇)

に

改
暦
の
た
め
渋
谷
六
蔵

(

則
休)

と
京
都
に
上
り
幕
府
天

文
方
か
ら
編
暦
の
権
限
を
奪
還
し
よ
う
と
す
る
陰
陽
頭
の

土
御
門
泰
邦
と
交
渉
し
た
が
、
吉
宗
の
没
後
、
宝
暦
二
年

(

一
七
五
二)

に
泰
邦
に
よ
っ
て
失
脚
。
江
戸
に
戻
さ
れ

不
遇
の
う
ち
に
同
六
年
に
没
し
た
と
い
う

(『

日
本
近
世

人
名
辞
典』)

。
渋
川
図
書
は
六
蔵
の
跡
を
継
い
だ
渋
川
光

洪
。

宝
暦
六
年
丙
子

(

一
七
五
六)

正
月
か
ら
六
月
ま
で

(
第

五
十
冊
目)

(

正
月)

服
部
金
左
衛
門

(

二
月)

本
郷
与
三
右
衛
門

(

三
月)

川
口
頼
母

(

四
月)

深
見
新
兵
衛

(

五
月)

大
岡
五
平
次

(

六
月)

服
部
金
左
衛
門

正
月
二
十
四
日
、
御
蔵
の
周
り
に
雪
が
積
も
っ
て
通
行

困
難
な
の
で
、
目
付
に

｢

黒
鍬
の
者｣

(

江
戸
城
内
の
雑

役
を
担
当)

五
人
を
派
遣
し
て
除
雪
作
業
を
さ
せ
る
よ
う

書
付
を
出
す
。
早
速
黒
鍬
の
者
が
来
て
除
雪
を
行
っ
た
。

正
月
二
十
四
日
、
か
ね
て
よ
り
病
気
で
臥
せ
っ
て
い
た

大
岡
五
平
次
の
母
が
七
つ
時

(

午
後
八
時
頃)

に
死
去
。

翌
二
十
五
日
朝
、
深
見
新
兵
衛
が
信
濃
守

(

若
年
寄
・
小

出
英
持)

宅
に
左
の

｢

忌
服
書
付｣

を
持
参
し
た
。｢

忌

五
十
日

正
月
二
十
四
日
よ
り
／
三
月
十
三
日
迄

服
十

三
ヶ
月

子
正
月
よ
り
丑
正
月
迄｣

。

三
月
二
十
六
日
、
桂
山
要
人

(

寛
延
二
年
二
月
に
退
職

す
る
ま
で
書
物
奉
行
を
務
め
た
桂
山
義
樹
の
子
。
名
は
義

林)

か
ら
借
用
し
た

『

御
触
留
書』

の
清
書
が
出
来
た
の

で�
笥
に
収
納
。
か
ね
て

『

御
触
留
書』

の
二
巻
目

(

元

文
四
年
か
ら
寛
保
二
年
ま
で
の
分)

が
見
当
た
ら
な
か
っ

た
の
で
、
桂
山
が
所
蔵
す
る
写
本
を
借
り
て
書
写
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

六
月
二
十
三
日
、
当
年
は｢

享
保
四
年
御
朱
印
御
長
持｣

六
棹
お
よ
び

｢

御
条
目
御
法
令
之
御
箱｣

(

一
箱)

の
風

干
の
年
に
当
た
っ
て
い
る
の
で
、
伺
書
を
佐
渡
守

(

若
年

寄
・
板
倉
勝
清)

に
差
し
出
す
。

六
月
二
十
六
日
、
深
見
新
兵
衛
・
大
岡
五
平
次
・
本
郷

与
三
右
衛
門
が
付
き
添
っ
て

｢

御
法
令
箱

(

鍵
共)｣

｢

御

朱
印
長
持

(

鍵
共)｣

を
御
殿
の
陰
時
計
に
持
参
し
、
青

書
物
方
年
代
記
①

延
享
三
年
〜
宝
暦
十
年

三
七
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山
治
右
衛
門
・
大
沢
数
馬
・
佐
野
郷
蔵(

三
人
共
奥
右
筆)

に
渡
す
。
う
ち

｢

御
朱
印
長
持｣

六
棹
は
青
山
の
指
示
で

中
ノ
口
で
数
寄
屋
坊
主
の
秀
円
に
渡
す
。
八
時
前

(

午
後

二
時
前
頃)

｢
風
干｣

が
済
ん
だ
の
で
受
け
取
り
に
参
上

す
る
よ
う
目
付
衆
か
ら
通
知
が
あ
り
、
早
速
参
上
。
奥
右

筆
の
三
人
か
ら
鍵
を
渡
さ
れ
、
波
之
間
で

｢

御
法
令
箱｣

と

｢

御
朱
印
長
持｣

を
受
け
取
る
。

宝
暦
六
年
丙
子

(

一
七
五
六)

七
月
か
ら
十
二
月
ま
で

(

第
五
十
一
冊
目)

(

七
月)

本
郷
与
三
右
衛
門

(

八
月)

川
口
頼
母

(

九

月)

深
見
新
兵
衛

(

十
月)

大
岡
五
平
次

(

十
一
月)

服
部
金
左
衛
門(

閏
十
一
月)

大
岡
五
平
次(

十
二
月)

川
口
頼
母

八
月
二
十
六
日
、
前
々
か
ら
吟
味
を
し
て
い
た
詩
文
の

外
題
の
張
り
替
え
や
会
所
の
目
録
の
張
り
紙
に
よ
る
修
正

を
行
っ
た
。
清
書
目
録
と
会
所
目
録
の
書
き
替
え
は
追
っ

て
行
う
こ
と
に

(｢

清
書
御
目
録
二
部

会
所
御
目
録
追

て
書
改
可
申
候｣

九
月
四
日
に
清
書
目
録
の
紺
表
紙
の

方
を
書
き
替
え
た)

。
修
正
の
詳
細
は
左
の
通
り
。

○
古
文
真
宝
之
儀

古
文
前
集
・
古
文
後
集

と
斗
有
之

前
集
後
集
は
以
後
之
添
字
に

て
候

古
文
真
宝
四
字
に
て
書
名
に
候
間

本
名
に
外
題
相
改
候

○
古
文
真
鐸
之
儀
古
文
前
後
集
と
有
之

是

も
本
名
に
外
題
相
改
候

○
古
文
精
粋
・
古
文
大
全
・
古
文
真
鐸
三
部

は
古
文
真
宝
前
後
集
を
致
合
刻
候
書
に
て

候
間

御
目
録
之
順
相
改
候

○
古
文
四
如
編
之
儀
御
目
録
に
は
五
字
外
題

に
て
御
書
物
之
外
題
は
四
如
編
と
三
字
に

て
候

其
上
古
き
外
題
紙
を
二
つ
に
切
候

て
御
書
物
に
余
り
不
相
応
成
麁
末
に
て
候

間
古
文
四
如
編
と
五
字
に
外
題
相
改
候

○
古
文
大
全
之
儀
二
之
末
一
冊
不
足
に
候
間

不
足
本
と
書
加
え
申
候

九
月
四
日
、
詩
文
の
う
ち

『

漱
流
集』

一
冊
は
元
来
仏

書
の
と
こ
ろ
近
年

(

宝
暦
三
年
十
月
十
五
日)

詩
文
に
分

類
し
直
し
た
。
と
こ
ろ
が
再
度
調
査
し
た
結
果
、
詩
文
で

は
な
く
語
録
の
類
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
の
で
、
以
前

の
よ
う
に
仏
書
に
分
類
し
、
目
録
の
張
り
紙
を
捨
て
、�

笥
の
張
り
紙
を
改
め
た
。
ま
た
同
じ
く
詩
文
に
分
類
さ
れ

て
い
た『

小
草
斎
文
集』

八
冊
の
う
ち
、
一
冊
は｢

詩
話｣

だ
っ
た
の
で
除
外
し
、『

小
草
斎
詩
話』

一
冊
と
し
て
詩

話
の
並
び
に
書
き
入
れ
た

(『

小
草
斎
文
集』

は
七
冊
に

修
正)
。
ま
た

『

小
草
斎
文
集』

『

小
草
斎
詩
話』

と
も
に

不
足
本
な
の
で
、
そ
の
旨
も
註
記
し
た

(

右
い
ず
れ
も
会

所
目
録
・
紺
表
紙
の
清
書
目
録
お
よ
び�
笥
を
書
き
改
め

た)

。九
月
二
十
四
日
、
近
年
御
預
け
の
書
物
の
う
ち
、
目
録

に
未
載
分
を
書
き
載
せ
る
た
め
、
調
査
を
始
め
る

(｢

今

日
よ
り
改
始
候｣)

。

九
月
二
十
九
日
、『

旧
唐
書』

『
明
史
稿』

の
総
冊
数
を

同
心
の

(

川
出)

清
大
夫
が

｢

相
認
候｣
。

十
月
三
日
、
大
雨
な
の
で
三
棟
の
御
蔵
の
内
部
を
調
査

さ
せ
た
と
こ
ろ
、
新
御
蔵
で
雨
漏
り
を
二
箇
所
発
見
。
下

げ
札
を
付
け
る
。

寛
延
四
年
四
月
十
五
日
に
御
蔵
に
預
け
ら
れ
た

『

朝
鮮

書
翰
別
幅』

に
、
朝
鮮
か
ら
大
御
所

(

吉
宗)

に
贈
ら
れ

た
別
幅
が
含
ま
れ
て
い
な
い
。
い
ず
れ
沙
汰
が
あ
る
だ
ろ

う
と
待
っ
て
い
た
が
何
の
沙
汰
も
な
い
の
で
、
折
か
ら
目

録
の
続
編
の
下
書
き
を
作
成
中
で
も
あ
り
、
こ
の
件
に
つ

い
て
、
十
月
十
七
日
、
深
見
新
兵
衛
か
ら
奥
右
筆
組
頭

(

柴
田)

藤
三
郎
に
問
い
合
わ
せ
の
書
付
を
提
出
し
た
。

十
一
月
二
十
三
日
未
明
、
八
代
洲
河
岸
の
林
大
学
頭
屋

敷
内
よ
り
出
火
。
服
部
金
左
衛
門
と
本
郷
与
左
衛
門
が
直

ち
に
御
蔵
に
駆
け
付
け
た
。
別
条
が
な
か
っ
た
の
で
、
御

殿
に
参
上
し
て
小
広
間
で
張
番
帳
に
姓
名
を
記
し
て
退
出

し
た
。
こ
の
ほ
か
奉
行
と
同
心
が
相
次
い
で
駆
け
付
け
た

が
、
川
口
頼
母
は
寒
気
に
中
っ
て

｢

寒
熱
不
快
に
付
御
蔵

迄
不
罷
出
候｣

、
体
調
す
ぐ
れ
ず
駆
け
付
け
ら
れ
な
か
っ

た
。閏

十
一
月
十
三
日
、
目
付
か
ら
同
心
の
妻
の
う
ち

｢

乳

持｣
(

将
軍
の
子
女
に
乳
汁
を
飲
ま
せ
る
役)

を
務
め
ら

れ
る
女
性
を
調
べ
報
告
す
る
よ
う
に
と
の
指
示
あ
り
。
調

査
し
た
と
こ
ろ
、
浜
野
藤
蔵
の
妻

(

昨
年
七
月
出
産)

と

石
川
庄
助
の
妻

(

当
年
五
月
出
産)

が
候
補
に
あ
が
っ
た

が
、
浜
野
の
妻
は

｢

病
身
に
て
乳
不
足｣

、
石
川
の
妻
も

｢

病
身
に
て
乳
一
向
無
御
座｣

、
共
に
失
格
。
川
口
頼
母
と

深
見
新
兵
衛
が
こ
の
旨
書
付
に
し
て

(｢

支
配
之
内
御
乳

持
に
可
罷
出
者
無
御
座
段
書
付｣)

目
付
に
差
し
出
し
た
。

閏
十
一
月
十
八
日
、
立
石
幸
右
衛
門
か
ら
提
出
さ
れ
た

｢

老
衰
に
付
小
普
請
入
願
書｣

と

｢

由
緒
書｣

に

｢

御
褒

美
願
書
付｣

を
添
え
て
、
和
泉
守(

若
年
寄
・
小
堀
政
峯)

に
差
し
上
げ
た
。

十
二
月
十
一
日
、
大
岡
五
平
次
が
来
年
五
十
歳
に
な
る

の
で
、｢

乗
輿
断
之
折
紙｣

と

｢

杖
断
之
書
付｣

(

乗
物
を

用
い
て
出
勤
す
る
こ
と
、
勤
務
先
で
杖
を
用
い
る
こ
と
の

書
物
方
年
代
記
①

延
享
三
年
〜
宝
暦
十
年

三
八
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届)

を
当
番
目
付
の
正
木
大
膳
に
提
出
し
た
。

宝
暦
七
年
丁
丑

(

一
七
五
七)

正
月
か
ら
六
月
ま
で

(

第

五
十
二
冊
目)

(

正
月)

深
見
新
兵
衛(
二
月)

大
岡
五
平
次(

三
月)

服
部
金
左
衛
門

(

四
月)
本
郷
与
三
右
衛
門

(

五
月)

川
口
頼
母

(

六
月)

深
見
新
兵
衛

三
月
六
日
、
書
物
同
心
の
明
き
跡
に

｢
小
普
請
組
筒
井

内
蔵
組
加
藤
勝
五
郎｣

が
任
ぜ
ら
れ
る
。

六
月
七
日
、
疋
地
治
助
の
悴
重
五
郎
が
先
月
十
九
日
に

家
出
。
捜
索
し
て
い
る
が
未
だ
に
行
方
知
れ
ず
。

六
月
十
八
日
の
日
記
に
左
の
記
事
。

此
間
強
雨
之
節

新
御
蔵
御
修
覆
前
に
付
所
々
雨

漏

殊
に
御
朱
印
御
長
持
之
上
え
漏
掛
り
候
故
桐

油
な
と
か
け
置
候
旨

一
昨
日
よ
り
申
送
り
有
之

候
に
付
見
分
致
さ
せ
候
処

御
朱
印
長
持
も
寺
社

奉
行
封
印
之
御
長
持
に
て
中
々
内
え
入
候
様
子
に

て
も
無
之
候
故

昨
日
は
見
合
申
候

(

修
復
ま
で

と
り
あ
え
ず
漏
留
め
を
さ
せ
た)

先
日
の
大
雨
で
修
復
前
の
新
御
蔵
に
漏
水
あ
り
。
御
朱

印
を
収
納
し
て
あ
る
長
持
の
上
も
濡
れ
て
い
た
の
で

｢

桐

油｣
(

防
水
用
の
桐
油
紙)

を
か
け
る
こ
と
に
し
て
い
た

が
、
再
調
査
の
結
果
、
長
持
の
中
に
水
が
浸
み
る
お
そ
れ

は
な
い
の
で
、
昨
日
は

｢

桐
紙｣

で
覆
わ
な
か
っ
た
、
と

い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

宝
暦
七
年
丁
丑

(

一
七
五
七)

七
月
か
ら
十
二
月
ま
で

(

第
五
十
三
冊
目)

(

七
月)

大
岡
五
平
次

(

八
月)

服
部
金
左
衛
門

(

九

月)

本
郷
与
三
右
衛
門(

十
月)

川
口
頼
母(

十
一
月)

深
見
新
兵
衛

(

十
二
月)

大
岡
五
平
次

八
月
二
十
八
日
、
新
御
蔵
の
修
復
が
明
後
日
よ
り
始
ま

る
由
。

八
月
晦
日
、
小
沢
又
四
郎
が
続
目
録
の
草
稿
一
冊
を
持

参
し
た
の
で
、
会
所
の
目
録
箱

(｢

会
所
御
目
録
箱｣)

に

収
め
る
。
こ
れ
は
近
年
御
蔵
に
収
納
さ
れ
た
書
物
の
う
ち

未
だ
目
録
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
分
を
続
目
録
に
記
載
し

て
置
く
よ
う
先
日
又
四
郎
に
指
示
し
た
た
め
。

十
月
二
十
五
日
、
奥
右
筆
組
頭
か
ら
深
見
新
兵
衛
に
対

し
て
、
御
朱
印
写
に
確
認
し
た
い
箇
所
が
あ
る
の
で
差
し

出
す
よ
う
指
示
が
あ
り
、
翌
二
十
六
日
、

『

延
享
三
寅
年

万
石
以
上
御
朱
印
写』

を
収
め
た
長
持
を
御
殿
に
持
参
し
、

表
右
筆
組
頭
に
渡
す

(

十
一
月
八
日
返
納)

。

十
一
月
四
日
、
新
御
蔵
の
修
復
終
了
。
明
四
日
か
ら
移

し
替
え
を
行
う
。

十
二
月
十
六
日
、
前
日
、
川
口
頼
母
が
西
丸
裏
門
頭
に

転
役

(

異
動)

し
た
の
に
伴
い
、
左
の
書
付
を
宮
内
少
輔

(

若
年
寄
・
松
平
忠
恒)

に
差
し
出
す
。(

川
口
頼
母
が
転

役
し
た
の
で
、
書
物
方
同
心
の

｢
御
切
米
御
扶
持
手
形｣

の
裏
印
か
ら
同
人
を
除
く
旨
、
担
当
の
書
替
奉
行
に
申
し

渡
す
よ
う
勘
定
奉
行
に
お
伝
え
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
内

容)

川
口
頼
母

右
頼
母
儀
御
役
替
被
仰
付
候
に
付

私
共
組

同
心
御
切
米
御
扶
持
手
形
裏
印
相
除
申
候
旨

書
替
奉
行
え
被
申
渡
候
様
に
御
勘
定
奉
行
え

被
仰
渡
可

十
二
月
十
六
日(

御
書
物
奉
行
四
名
連
名)

十
二
月
十
九
日
書
物
奉
行
と
し
て
川
口
頼
母
が
預
か
っ
て

い
た
四
種
の
鍵
が
会
所
に
返
納
さ
れ
た
。
鍵
は

｢

御
蔵
鍵

壱
本｣

｢

会
所
入
口
鍵
壱
つ｣

｢

同
中
仕
切
鍵
壱
つ｣

｢

同

紙
文
匣
鍵
壱
つ｣

の
四
種
。

十
二
月
二
十
七
日
、
渋
川
図
書
に
貸
し
出
し
た

『

儀
象

志』

の
返
納
に
つ
い
て
九
月
に
稲
生
下
野
守

(

目
付)

に

問
い
合
わ
せ
た
が
未
だ
に
無
沙
汰
な
の
で
、
こ
の
日
再
度

問
い
合
わ
せ
る
。
測
量
所
の
諸
道
具
が
ま
だ
片
付
い
て
い

な
い
の
で
、
延
引
の
由
回
答
あ
り
。

同
日
、
目
付
衆
か
ら
来
書
。
内
容
は

｢

御
書
物
奉
行
同

心
高
三
拾
俵
弐
人
扶
持
よ
り
十
八
俵
壱
人
半
扶
持
迄
並
高

と
申
儀
無
之
入
交
相
勤
候
由

此
度
壱
人
之
明
跡
え
十
七

俵
弐
人
扶
持
之
者
御
入
人
に
罷
成
候
て
も
不
苦
候
哉
之
由｣

。

す
な
わ
ち
新
た
に
書
物
同
心
を
明
き
跡
に
任
命
す
る
に
つ

き
、｢

十
七
俵
二
人
扶
持｣

の
給
与
で
同
心
が
務
ま
る
か

の
問
い
合
わ
せ
で
、
翌
二
十
八
日
の
四
つ(

午
前
十
時
頃)

ま
で
に
返
答
が
欲
し
い
由
。

翌
二
十
八
日
、｢

十
七
俵
二
人
扶
持｣

の
少
給
で
は
務

ま
ら
な
い
旨
の
返
答
を
目
付
の
大
田
三
郎
兵
衞
に
渡
し
た
。

そ
の
後
、
当
番
目
付
よ
り
来
書
。｢

小
普
請
組
田
中
出
羽

守
組
石
川
久
次
郎｣

を
書
物
同
心
に
任
ず
る
旨
。

書
物
方
年
代
記
①

延
享
三
年
〜
宝
暦
十
年

三
九
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宝
暦
八
年
戊
寅

(

一
七
五
八)

正
月
か
ら
六
月
ま
で

(

第

五
十
四
冊
目)

(

正
月)
服
部
金
左
衛
門

(

二
月)

本
郷
与
三
右
衛
門

(

三
月)

中
根
伝
左
衛
門

(

四
月)

深
見
新
兵
衛

(

五

月)

大
岡
五
平
次

(
六
月)

服
部
金
左
衛
門

正
月
十
三
日
、
今
日
か
ら
石
川
久
次
郎

(

同
心)

が

｢

見
習｣

に
出
勤
。

正
月
十
六
日
、
石
川
久
次
郎
が

｢
見
習｣

を
兼
ね
て
今

日

｢

本
番｣

に
出
勤
。

同
日
、｢

西
丸
新
御
番
高
井
飛
騨
守
組｣
の
中
根
伝
左

衛
門

(

高
三
百
俵)

が
書
物
奉
行
を
拝
命
。
翌
十
七
日
に

同
心
を
残
ら
ず
会
所
に
呼
び
出
し

｢

引
渡｣

を
行
う
。

正
月
二
十
二
日
、
中
根
伝
左
衛
門
が

｢

杖
断｣

を
当
番

目
付
の
新
見
又
四
郎
に
提
出
す
る
。
そ
の
文
面
は
左
の
通

り
。

御
書
物
奉
行

中
根
伝
左
衛
門

私
儀
足
痛
御
座
候
に
付

御
城
内
杖
用
申
度
奉
存
候

依
之

御
断
申
上
候

以
上

寅
正
月

二
月
二
十
七
日
、
当
番
目
付
よ
り
来
書
。
御
朱
印
入
候

御
長
持
御
用
の
由
。
翌
二
十
八
日
、『

延
享
三
寅
年
万
石

以
上
御
朱
印
写』

入
御
長
持
を
御
殿
に
持
参
し
、
橋
本
喜

八
郎

(

表
右
筆
組
頭)

に
渡
す
。

五
月
九
日
、
川
口
頼
母
が
役
替
え

(

異
動)

前
に
会
所

に
返
納
し
た

『

図
書
府
年
譜』

一
冊
・

『

御
書
物
大
概
之

惣
数
書
付』

一
通
・『

三
御
蔵
窓
惣
数
風
抜
窓
共
に
書
付』

一
通
の
内
容
を
調
査
し
、
今
後
の
参
考
資
料
と
し
て

｢

右

号｣

に
入
れ
置
く
。

五
月
二
十
四
日
、
石
渡
新
左
衛
門
、
養
母
の
容
体
が
悪

い
た
め
今
日
の
詰
番
よ
り
看
病
断
を
又
四
郎
方
に
提
出
の

由
。六

月
三
日
、
服
部
金
左
衛
門
が
、
御
殿
で
天
文
方
渋
川

図
書
と
対
談
。
蘇
鉄
の
間
で

『

儀
象
志』

全
十
八
冊
を
受

け
取
る

(

返
納)

。

六
月
二
十
三
日
、
信
濃
守

(

若
年
寄
・
小
出
英
持)

御

用
。
奥
右
筆
組
頭
の
柴
田
藤
三
郎
を
介
し
て
左
の
一
筥
・

一
袋
を
新
規
に
お
預
け
に
な
る
。

東
照
宮
三
十
三
回
記

一
冊

紅
葉
山
八
講
御
法
会
留

九
冊

日
光
山
御
神
事
記

一
冊

右
一
筥

論
題

拾
通

紅
葉
山
八
講

一
袋

註
記

拾
冊

宝
暦
八
年
戊
寅

(

一
七
五
八)

七
月
か
ら
十
二
月
ま
で

(

第
五
十
五
冊
目)

(

七
月)

本
郷
与
三
右
衛
門

(
八
月)

中
根
伝
左
衛
門

(

九
月)

深
見
新
兵
衛

(

十
月)

大
岡
五
平
次

(

十
一

月)

服
部
金
左
衛
門

(

十
二
月)

本
郷
与
三
右
衛
門

七
月
十
日
、
新
御
蔵
の
扉
が
俄
に
不
具
合
に
な
っ
た
の

で

(｢

新
御
蔵
戸
前
と
ひ
ら
俄
に
下
り
明
立
不
自
由
に
罷

成
候
に
付｣)

、
深
見
新
兵
衛
が
昨
年
御
蔵
の
修
復
を
担
当

し
た

(｢

小
普
請
方
去
秋
之
御
蔵
掛
り｣)

木
室
庄
左
衛
門

に
面
談
。
直
ち
に
修
復
す
る
よ
う
要
請
し
た
。

八
月
二
十
一
日
、
田
沼
主
殿
頭
か
ら

｢

二
十
一
史
御
蔵

に
何
部
有
之
候
哉｣

下
問
あ
り
。
御
蔵
に
一
部
所
蔵
の
旨

を
回
答
。
あ
わ
せ
て
以
前
は
二
部
あ
っ
た
が
、
宝
暦
二
年

十
二
月
二
十
五
日
に
一
部
を

｢

大
納
言
様｣

に
進
上
し
た

旨
を
申
し
上
げ
る
。

九
月
二
十
一
日
、『

鍼
灸
節
要
聚
英』

は
本
来

『

節
要』

と

『

聚
英』

の
二
部
の
書
物
だ
が
、
合
刻
さ
れ
て
い
る
の

で
目
録
で
は
一
部
の
書
物
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
誤
解
が

な
い
よ
う
目
録
の
書
名
の
下
に

｢

小
書｣

を
加
え
、
外
題

に
も
二
部
の
書
物
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
よ
う
書
き
添
え

た
。十

二
月
二
十
一
日
、
同
心
の
福
島
弥
七�
に
願
い
の
通

り
屋
敷
が
下
さ
れ
る
。

小
石
川
元
鷹
匠
町
篠
原
平
八
郎
上
ヶ
地
百
六

拾
坪
之
内

御
書
物
同
心

八
拾
坪

福
島
弥
七
郎

右
願
之
通
屋
敷
被
下
候

御
普
請
奉
行
可
被

談
候

宝
暦
九
年
己
卯

(

一
七
五
九)

正
月
か
ら
六
月
ま
で

(

第

五
十
六
冊
目)

(

正
月)

中
根
伝
左
衛
門

(

二
月)

深
見
新
兵
衛

(

三

月)

大
岡
五
平
次

(

四
月)

服
部
金
左
衛
門

(

五
月)

本
郷
与
三
右
衛
門

(

六
月)

中
根
伝
左
衛
門

書
物
方
年
代
記
①

延
享
三
年
〜
宝
暦
十
年

四
〇

����������������������������������������
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二
月
十
二
日
、
同
心
の
杉
山
半
次
郎
の
従
弟
の
杉
山
文

太
が｢
不
行
跡
者｣

で
父
の
杉
山
半
大
夫
に
勘
当
さ
れ
た
。

半
次
郎
も
文
太
を

｢

義
絶｣

す
る
旨
の
書
付
を
小
沢
又
四

郎
に
提
出
し
て
い
る
由
、
又
四
郎
か
ら
報
告
あ
り
。

三
月
二
十
三
日
、
本
郷
与
三
右
衛
門
の
息
女
が
十
八
日

よ
り
疱
瘡
。
二
十
六
日
の
詰
番
の｢

助｣

を
求
め
た
の
で
、

深
見
新
兵
衛
が

｢

助
詰
番｣
を
務
め
る
こ
と
に
な
る
。

四
月
十
二
日
、
杉
村
久
左
衛
門

(
同
心)

か
ら
娘
の
縁

組
願
書
を
又
四
郎
に
提
出
。
相
手
は

｢
酒
井
善
左
衛
門
組

御
徒
岩
田
弥
七
郎｣

。

六
月
十
三
日
、
中
根
伝
左
衛
門

(

書
物
奉
行)
の
惣
領

忠
三
郎
と

｢

御
書
院
番
藪
主
膳
正
組
天
野
伝
蔵
娘｣

の
｢

縁
組
願
書｣

を
信
濃
守

(

若
年
寄
・
小
出
英
持)
方
へ

持
参
。

宝
暦
九
年
己
卯

(

一
七
五
九)

七
月
か
ら
十
二
月
ま
で

(

第
五
十
七
冊
目)

(

七
月)

深
見
新
兵
衛

(

閏
七
月)

大
岡
五
平
次

(

八

月)

服
部
金
左
衛
門

(

九
月)

本
郷
与
三
右
衛
門

(

十

月)

中
根
伝
左
衛
門

(

十
一
月)

深
見
新
兵
衛

(

十
二

月)

大
岡
五
平
次

七
月
三
日
、
御
小
納
戸
本
の
一
番
か
ら
十
一
番
ま
で
の

｢

見
分｣

が
済
む
。

七
月
二
十
一
日
、『

事
文
類
聚』

『

五
車
韻
瑞』

『

佩
文

斎
書
画
譜』

を
有
り
合
わ
せ
の
書
箱
に
入
れ
て
い
た
と
こ

ろ
、
箱
の
中
に
書
物
が
詰
ま
り
す
ぎ
て
擦
れ
損
じ
て
い
る

の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
箱
を
新
調
し
た
い
旨
の
願
書
を
提
出
。

御
書
物
箱
三
つ

只
今
迄
御
長
持
并
有
合
之
箱
等
に
入

込
有
之
候

御
書
物
詰
り
過

御
書

物
す
れ
損
し
且
巻
数
等
も
紛
敷
御
座

候
に
付

銘
々
箱
に
仕
可
然

品
之

分
書
面
之
通
請
取
申
度
奉
存
候

細

工
人
御
蔵
え
差
出
し
寸
法
等
積
り
候

様
に
被
仰
渡
可
被
下
候

以
上

七
月
二
十
一
日

御
書
物
奉
行

七
月
二
十
六
日
、
細
工
所
よ
り
細
工
人
加
川
半
四
郎
手

代
長
七
が
派
遣
さ
れ
て
来
た
の
で
、｢

御
書
物
箱
之
注
文

絵
図｣

を
渡
す
。

閏
七
月
二
日
、
払
方
御
納
戸
に
お
い
て
当
夏
の

｢

御
書

物
御
修
覆
代｣

金
三
両
弐
分
拾
一
匁
三
分
を
受
け
取
り
、

出
雲
寺
文
之
丞
に
半
次�
ら
渡
す
。
文
之
丞
が

｢

請
取
証

文｣

を
持
参
し
た
の
で
、｢

日
記�
笥
長
箱｣

に
入
れ
て

置
く
。

閏
七
月
十
八
日
、『

百
番
御
謡
本』

を
収
納
し
た

｢

御

た
ん
す

(�
笥)｣

を
修
覆
す
る
旨
の
書
付
を
深
見
新
兵

衛
か
ら
差
し
上
げ
る
。
細
工
所
同
心
に
餝
師
・
指
物
師
を

来
る
二
十
一
日
に
御
蔵
に
寄
越
す
よ
う
伝
え
る
。

八
月
十
三
日
、
先
年
御
蔵
の
書
物
の
表
紙
や
綴
糸
等
の

色
を
調
査
し
て

｢

下
書
目
録｣
に
記
し
た
が
、
そ
の
後
、

取
り
紛
れ
て
こ
の
作
業
が
中
断
し
て
い
た
。
昨
日
の

｢

会

集｣
(

書
物
奉
行
の
打
ち
合
わ
せ)
で
、
今
日
か
ら
作
業

を
再
開
す
る
こ
と
に
。

十
二
月
二
十
五
日
、
同
心
の
浜
野
藤
蔵
が
五
半
時

(

午

前
九
時)

頃
、
麻
上
下
着
用
で
深
見
新
兵
衛
と
一
緒
に
瀬

名
伝
右
衛
門

(

目
付)

の
所
に
行
き
、
名
前
書
付
を
差
し

出
す
。
八
半
時

(

午
後
三
時
頃)

過
ぎ
、
御
用
番
の
若
年

寄
の
信
濃
守

(

小
出
英
持)

と
壱
岐
守

(

水
野
忠
見)

が

焼
火
之
間
に
出
座
。
藤
蔵
が
目
付
の
指
図
で
廊
下
へ
罷
出

る
と
、｢

西
丸
御
用
部
屋
書
役｣

を
仰
せ
付
け
ら
れ
る
旨

を
信
濃
守
か
ら
仰
せ
渡
さ
れ
る

藤
蔵
は
小
普
請
よ
り
書
物
方
に
異
動
し
、
勤
続
二
十
五

年
。
当
年
十
一
月
十
三
日
に

｢

場
所
替
願｣

(

異
動
願
い)

を
服
部
金
左
衛
門
を
通
じ
て
摂
津
守

(

若
年
寄
・
松
平
忠

恒)

に
差
し
出
し
、｢

西
丸
御
用
部
屋
書
役｣

へ
の
異
動

を
出
願
し
て
い
た
。
な
お
藤
蔵
は
今
ま
で
に
十
九
回
も
異

動
願
い
を
出
し
て
い
た
。

宝
暦
十
年
庚
辰

(

一
七
六
〇)

正
月
か
ら
六
月
ま
で

(

第

五
十
八
冊
目)

(

正
月)

服
部
金
左
衛
門

(

二
月)

本
郷
与
三
右
衛
門

(

三
月)

中
根
伝
左
衛
門

(

四
月)

深
見
新
兵
衛

(

五

月)

大
岡
五
平
治

(

六
月)

服
部
金
左
衛
門

正
月
十
八
日
、
浜
野
藤
蔵
の
明
跡
に

｢

御
入
人｣

(

後

任
者
の
配
属)

願
書
を
御
用
番
の
若
年
寄
板
倉
佐
渡
守
勝

清
に
伝
左
衛
門
が
持
参
す
る
。

二
月
七
日
、
深
見
新
兵
衛
の

｢

類
焼
御
届｣

を
中
根
伝

左
衛
門
が
持
参
。
文
面
は
左
の
通
り
。
翌
八
日
、
新
兵
衞

が
類
焼
の
た
め
詰
番
に
出
勤
し
な
い
旨
の
届
書
を
大
岡
吉

次
郎

(

目
付)

に
提
出
。

私
浜
町
宿
所
拝
領
屋
敷

昨
夜
神
田
筋
よ
り

之
出
火
に
付
本
家
門
長
屋
共
に
不
残
類
焼
仕

候

依
之
申
上
候

以
上

書
物
方
年
代
記
①

延
享
三
年
〜
宝
暦
十
年

四
一

����������������������������������������
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御
書
物
奉
行

二
月
七
日

深
見
新
兵
衛

二
月
九
日
、
深
見
新
兵
衛
宅
類
焼
に
つ
き

｢

夏
御
借
米

取
越
請
取
候
儀｣

(
春
・
夏
・
冬
と
三
回
に
分
け
て
支
給

さ
れ
る
蔵
米
の
う
ち
夏
分
を
先
払
い
し
て
も
ら
う
こ
と)

を
申
請

(

文
面
は
左
の
通
り)
。
な
お
新
兵
衛
は
三
月
九

日
に

｢

類
焼
休｣

を
終
え
て
出
勤
。

御
書
物
奉
行

高
弐
百
俵

深
見
新
兵
衛

拙
者
儀

当
月
六
日
夜
神
田
辺
出
火

之
節
居
宅
類
焼
に
付

当
夏
御
借
米

取
越
受
取
申
度
候
間

唯
今
被
為
渡

候
様
書
替
奉
行
衆
え
御
断
可
被
下
候

以
上辰

二
月

深
見
新
兵
衛

三
月
十
一
日
、
佐
渡
守

(

若
年
寄
・
板
倉
勝
清)

の
御
用

で
参
上
し
た
と
こ
ろ
、
将
軍
宣
下
記
留
書
と
林
大
学
頭
献

之
御
書
物
を
明
日
差
し
出
す
よ
う
奥
右
筆
桜
井
七
左
衛
門

か
ら
達
せ
ら
れ
、
翌
十
二
日
、『

将
軍
宣
下
記』

一
冊
を

御
殿
に
持
参
し
桜
井
に
渡
そ
う
と
し
た
が
、『

将
軍
宣
下

留
書』

が
奥
に
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
の
で
不
要
の
旨
を

告
げ
ら
れ
る
。

四
月
一
日
、
総
出
仕
あ
り
。
本
郷
与
三
右
衛
門
と
深
見

新
兵
衛
が
参
上
す
る
。

｢

公
方
様

(

家
重)｣

隠
居
の
儀

が
仰
せ
渡
さ
れ
る

(｢

公
方
様

(

家
重)

近
年
御
病
身
に

被
為
成
候
間

西
丸
へ
御
隠
居
被
遊

右
大
将
様(

家
治)

へ
御
政
務
御
譲
被
遊
候

将
軍
宣
下
之
儀
も
京
都
へ
被
仰

遣
候

不
相
替
出
精
仕
御
奉
公
可
相
勤
候
旨

(

下
略)｣)

。

四
月
十
二
日
、
越
中
守

(

側
衆
・
稲
葉
正
明)

か
ら
、

御
蔵
に
渡
す
書
物
が
あ
る
の
で
小
姓
衆

(｢

御
小
性
衆｣)

と
対
談
の
う
え
受
け
取
る
よ
う
指
示
あ
り
。
高
島
近
江
守
・

杉
浦
下
野
守

(

小
納
戸)

か
ら
書
物
目
録
を
頭
取
四
人
衆

の
連
名
で
渡
さ
れ
る
。
書
物

(

左
の
通
り)

は
納
戸
元
方

で
受
け
取
る
。長

崎
よ
り
来
る

御
書
物
三
十
九
部

二
長
持

但
内
函
史

編
壱
部

内
医�
二
部

成
案
質
疑
二
部

其
余
一
部
充
也

今
日
は
不
下
候
段
付
札

有
之

将
軍

(

家
重)

の
許
に
差
し
上
げ
て
あ
る
書
物
を
、
将

軍
の
代
替
前
に
御
蔵
に
返
納
す
る
か
否
か
ご
指
示
を
頂
戴

し
た
い
旨
の
書
付
を
近
日
中
に
田
沼
主
殿
頭
に
差
し
出
そ

う
と

(
書
物
奉
行
で)

申
し
合
わ
せ
て
い
た
と
こ
ろ
、
こ

の
日
の
昼
、『
寛
永
系
図』

二
箱
が
返
却
さ
れ
た

(｢

下
り

申
候｣)

。

残
り
の

『

謡
本』

『
稽
古
書｣

『

平
家
物
語
評
判』

の
返

却
に
つ
い
て
主
殿
頭
に
書
付
を
提
出
し
た
と
こ
ろ

(｢

此

節
御
下
け
無
御
座
候
は
ゝ
其
趣
被
仰
渡
被
下
候
様
に
仕
度

書
付
主
殿
頭
殿
え
久
味
を
以
差
出
候
処｣)

。
承
知
の
旨
達

し
あ
り
。

四
月
十
四
日
御
殿
の
新
部
屋
で
高
島
近
江
守
と
会
い
、

｢

一
昨
日
下
り
不
申
候
函
史
編｣

を
受
け
取
る
。

五
月
二
十
九
日
、
例
月
の
通
り

｢

伺
書｣

を
作
成
し
て

春
朔
を
介
し
て
主
殿
頭
に
伺
う
。
主
殿
頭
か
ら
、
①

『

謡

本』
『

稽
古
書』

は
二
丸
に
伺
う
よ
う
に
。
②

『

平
家
物

語
評
判』

に
つ
い
て
は
承
知
済
み
な
の
で
二
丸
に
伺
う
必

要
は
な
い
旨
、
春
朔
を
以
て
指
示
あ
り
。『

平
家
物
語
評

判』

二
十
二
冊
は
六
月
三
日
に
返
却
さ
れ
、
御
蔵
に
返
納
。

(

家
重
は
隠
居
後
五
月
十
三
日
に
二
丸
に
移
り
、
大
御
所

と
称
し
て
い
た)

六
月
二
十
三
日
、
二
丸
の
奥
の
新
部
屋
で
、『

謡
本』

九
十
一
冊
と『

稽
古
書』

一
冊
を
渡
さ
れ
、
御
蔵
に
返
納
。

こ
の
日
、
将
軍
の
代
替
に
伴
う

(

書
物
奉
行
の)

誓
詞

の
願
書
を
服
部
金
左
衛
門
が
御
殿
に
持
参
。
掛
り
の
目
付

新
見
又
四
郎
に
提
出
す
る
。

誓
詞
奉
願
候
書
付

御
書
物
奉
行

今
度

御
代
替
に
付
誓
詞
被
仰
付
被
下
候
様

奉
願
候

以
上

六
月
二
十
三
日

五
人

宝
暦
十
年
庚
辰

(

一
七
六
〇)

七
月
か
ら
十
二
月
ま
で

(

第
五
十
九
冊
目)

(

七
月)

本
郷
与
三
右
衛
門

(

八
月)

中
根
伝
左
衛
門

(

九
月)

深
見
新
兵
衛

(

十
月)

大
岡
五
平
次

(

十
一

月)

服
部
金
左
衛
門

(

十
二
月)

本
郷
与
三
右
衛
門

【
十
一
月
】

十
三
日

(

十
一
月
十
六
日
下)

御
条
目

一
筥

御
法
令

右
但
馬
守
殿
御
用
に
付

臼
井
藤
右
衛
門

書
物
方
年
代
記
①

延
享
三
年
〜
宝
暦
十
年

四
二
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を
以
差
出
申
候

七
月
七
日
、
左
衛
門
尉

(

老
中
・
酒
井
忠
寄)

御
用
の

由
に
て
御
蔵
に
所
蔵
し
て
い
る
か
ど
う
か

(

奥
右
筆)

都

筑
小
十
郎
か
ら
問
い
合
わ
せ
が
あ
っ
た
帳
面
に
つ
き
、
所

蔵
し
て
い
な
い
旨
を
回
答
。｢

御
朱
印
御
長
持｣

の
内
に

あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
の
で
、
翌
八
日
、
寛
延
二
年

に
御
蔵
に
収
納
し
た
六
棹
の
長
持
の
張
紙
を
書
写
し
て
小

十
郎
に
差
し
出
す
。
左
の
通
り
。

堂
上
方

御
門
跡
方

壱
棹

御
比
丘
尼
方

延
享
御
朱
印
写

寛
延
二
巳
年
納

井
上
遠
江
守
封
印

寺
社
領

四
棹

延
享
御
朱
印
写

寛
延
二
巳
年
納

井
上
遠
江
守
封
印

万
石

壱
棹

延
享
御
朱
印
写

寛
延
二
巳
年
納

井
上
遠
江
守
封
印

右
万
石
御
長
持
之
張
札
に

此
御
長
持
之
内
御
用
有
之
明
ヶ
候
に
付

宝
暦
七
丑
年
十
一
月
十
七
日

此
御
長
持

壱
棹
斗

御
月
番
左
衛
門
尉
殿
御
封
印

宝
暦
七
丑
年
十
一
月
十
七
日

此
御
長
持
之
内

御
用
有
之

宝
暦
八
寅

年
二
月
二
十
八
日
明
ヶ
候
に
付

同
九
卯

年
六
月
五
日

御
月
番
左
衛
門
尉
殿
御
封

印

宝
暦
九
卯
年
六
月
五
日

七
月
二
十
五
日
、
延
享
三
寅
年
万
石
以
上
御
朱
印
写
入

り
長
持
一
棹
を
御
殿
に
運
ば
せ
る
。

九
月
十
五
日
、｢

将
軍
宣
下
相
済
候
為
御
祝
儀
御
礼｣

あ
り
。
深
見
新
兵
衛
・
大
岡
五
平
次
・
中
根
伝
左
衛
門
・

服
部
金
左
衛
門
お
よ
び
詰
番
の
同
心
、
麻
上
下
着
用
し
て

出
仕
。
西
丸
に
も
出
仕
す
る
。(

家
治
の
将
軍
宣
下
の
大

礼
が
江
戸
城
で
催
さ
れ
た
の
は
九
月
二
日
。
翌
三
日
よ
り

家
治
は

｢

公
方
様｣

と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た)

十
月
十
日
、
松
平
因
幡
守

(

側
衆
・
松
平
康
郷)

の
御

用
で
御
蔵
に
以
下
の
書
物
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を

調
査
す
る
こ
と
に
。

『
左
伝
繍』

『

欽
定
四
経』

『

御
批
通
鑑
綱
目』

『

孔
子

家
語
憲』

『

六
書
通』

『

書
隠
叢
説』

『

西
湖
志』

『

古

文
眉
詮』

『
幼
科
誠
書』

(

以
上
九
部)

十
二
日
に
本
郷
与
三
右
衛
門
と
深
見
新
兵
衛
が
回
答
の

書
付
を
道
益
を
介
し
て
因
幡
守
に
差
し
上
げ
る
。

十
五
日
、
深
見
新
兵
衛
が
御
殿
に
参
上
し
、
九
部
の
書

名
再
調
査
の
書
付
、
御
蔵
で
所
蔵
す
べ
き
書
物
を
改
め
て

申
し
上
げ
た
い
旨
の
書
付
な
ど
を
道
益
を
介
し
て
因
幡
守

に
差
し
出
す
。
い
ず
れ
も
ご
承
知
な
さ
れ
る
。

今
朝
因
幡
守
殿
登
城
前

新
兵
衛
御
殿
え
罷

出

九
部
之
書
名
再
改
之
書
付
壱
通

此
間

御
渡
被
成
候
書
名
弐
通
并
長
崎
商
売
書
目
録

大
意
書
一
冊

外
に
御
文
庫
に
被
差
置
度
書

名
及
御
尋
之
外
に
も
御
文
庫
に
無
御
座
書
名

右
目
録
之
内
に
相
見
へ
候
間

猶
又
委
細
相

考
申
上
度
趣
之
書
付
壱
通

因
幡
守
殿
え
道

益
を
以
差
出
候
処

(

下
略)

十
一
月
十
二
日
、
立
石
伝
八
郎
の
家
督
が
認
め
ら
れ
た

の
で
、
同
人
の
御
蔵
御
証
文
願
書
を
作
成
し
、
伊
賀
守
に

長
伝
を
介
し
て
差
し
出
す
。

(

伝
八
郎
は
病
死
し
た
立
石

幸
右
衛
門
の
実
子
惣
領
で
書
物
同
心
。
高
十
八
俵
一
人
扶

持)

十
二
月
五
日
、
杉
山
半
次
郎

(

書
物
同
心)

が
賄
方
六

尺
大
野
善
助
に
貸
し
て
い
た
拝
領
屋
敷
を
、
善
助
が
立
ち

退
い
た
後
、
小
普
請
の
鈴
木
庄
之
助
に
貸
し
た
い
旨
の
書

付
を
先
月
末

(

小
沢)

又
四
郎
に
提
出
し
て
い
た
。
こ
の

日
、(

書
物
奉
行
で)

吟
味
の
末
こ
れ
を
許
可
す
る
。

小
普
請
組
川
口
能
登
守
支
配

地
借
主

鈴
木
庄
之
助

小
普
請
組
大
久
保
江
七
兵
衛
支
配

地
請
人

西
山
惣
右
衛
門

十
二
月
二
十
四
日
、
奥
新
部
屋
で
、
田
沼
主
殿
頭
殿
か

ら

『

温
公
通
鑑』

(

八
種
二
百
四
十
六
本
二
十
八
套)

を

渡
さ
れ
る
。
同
書
が
御
蔵
に
無
か
っ
た
た
め
、
先
年
大
岡

出
雲
守

(

忠
光)

よ
り
長
崎
奉
行
に
取
り
寄
せ
る
よ
う
指

示
し
た
も
の
。
当
年

(

唐
船
が)

舶
載
し
た
の
で
、(

長

崎
奉
行)

大
久
保
土
佐
守

(

忠
興)

か
ら
差
し
上
げ
、
御

蔵
に
新
規
御
預
け
に
な
る
。
【
以
下
、
次
号
に
続
く
】

(

公
文
書
専
門
官)

書
物
方
年
代
記
①

延
享
三
年
〜
宝
暦
十
年

四
三

����������������������������������������

����



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile ()
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MS-UIGothic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG2000
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 100
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG2000
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 100
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    595.27557
    841.88977
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    8.50394
    8.50394
    8.50394
    8.50394
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Standard v2)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /True

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /FRA <>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /KOR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200034002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


